
○大阪府警察交通反則通告事務取扱規程（昭和43年6月21日本部訓令第16号）

大阪府警察交通反則通告事務取扱規程

昭和43年6月21日

本部訓令第16号

（趣旨）

第1条この訓令は、道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。 ）に基づく交通反則通

告事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

（反則切符等の様式） ・

第2条次の各号に掲げる交通反則通告関係の書面の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

（1）交通反則切符（以下「反則切符」という。 ）

ア交通反則告知書・免許証保管証様式第1号（甲）

イ交通事件原票様式第1号（乙）

ウ交通反則通告書様式第1号（丙）

土取締原票様式第1号（丁）

（2） 取締メモ様式第1号の2

（3） 納付書様式第1号の3

（4） 送致書様式第2号

（5） 供述調書様式第3号（甲・乙）

（6） 実況見分調書様式第4号

（7） 捜査報告書様式第5号

（8） 道路交通法違反事件捜査報告書様式第5号の2

（9）交通違反通知書様式第5号の3
(10) 速度違反現認カード様式第6号(C～M2)

（11） 積載重量制限違反現認カード・重量測定カード様式第7号(A～F)

（12） タイヤ摩耗度測定カード様式第7号の2

(13) :着色フイルム等ちょう付等検査カード様式第7号の3

（出頭の期日及び場所）

第3条法第126条第1項ただし書に規定する出頭の期日及び場所の告知をする必要がないと認める

ときとは、反則者が次の各号のいずれにも該当しない場合とする。

（1） 大阪府内に居住する者

（2） 大阪府外に居住する者で、出頭の申し出があったもの

（3） 運転免許証を保管した者

2 法第126条第1項に定める出頭の期日及び場所は、次のとおりとする。

（1） 出頭の期日交通指導課長が指定した日

（2） 出頭の場所交通反則通告センター（門真運転免許試験場内及び光明池運転免許試験場内）
（告知の報告）

第4条法第126条第3項に定める警察官の報告は、当該警察官が勤務を終えた後､速やかに反則切符
及び必要な書類を所属長に提出して行う。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、報告に係る書類を審査の上、これらを告知した日ごとに

取りまとめ、所定の期日までに、反則切符(乙・丙）は告知報告書・交通法令違反事件簿（様式第

8号）を添えて通告官に、反則切符（丁）は運転免許課長に送付する。

（通告の時期）

第5条法第127条第1項の規定による通告は、原則として次の各号に掲げる時期に行う。

（1） 公示通告仮納付期間を経過した日以後18日以内

（2） 交付通告交通反則通告センターに出頭した日

（3） 送付通告告知をした日の翌日から起算して35日を経過した日以後5日以内

（是正通知）

第6条法第127条第2項の規定による是正通知は、原則として配達証明郵便に付して行う。



(納付期間の特例）

第7条道路交通法施行令（昭和35年政令第270号。以下「令」という。 ）第51条の規定によるやむを

得ないと認める事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

（1） 災害等により納付の場所への交通が途絶していたとき。
（2） 病気又は負傷について療養しているとき｡

（3） 法令の規定により身体の自由を拘束されているとき。

（4） 社会の慣習上又は業務遂行上やむを得ない用務があるとき。

（反則切符及び納付書の出納保管）

第8条駐車管理課長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長、方面機動警ら隊長及び警察署長（以

下「関係所属長」という。 ）は、交通反則切符・納付書交付台帳（様式第9号。以下「反則切符等

交付台帳」という。 ）を備え付け、その指名する課長補佐、副隊長（隊付の配置がある場合は、所

属長が指名する隊付）又は交通課長（地域交通課長を含む。 ） （以下「交通課長等」 という。 ）に

反則切符及び納付書の保管及び出納をさせるものとする。

（処理要領等）

第9条反則切符等の処理要領は、別記第1のとおりとする。

2 交通反則通告センター業務要領は、別記第2のとおりとする。

附則

この訓令は、昭和43年7月1日から施行する。

附則（昭和43年12月27日本部訓令第30号）

この訓令は、昭和43年12月27日から施行する。

附則（昭和44年3月28日本部訓令第6号）

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

附則（昭和44年4月30日本部訓令第l5号）

この訓令は、昭和44年5月1日から施行する。

附則（昭和45年8月14日本部訓令第14号）

〈施行期日）

1 この訓令は､昭和45年8月20日から施行する。

（文書規程の一部改正）

2 大阪府警察文書規程（昭和39年大阪府警察本部訓令第17号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則（昭和45年ll月17日本部訓令第.26号）

この訓令は、昭和45年11月17日から施行する。

附則（昭和46年5月28日本部訓令第22号）

この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。

附則（昭和46年6月22日本部訓令第27号）

この訓令は、昭和46年6月24日から施行する。

附則（昭和46年ll月19日本部訓令第41号）

この訓令は、昭和46年12月1日から施行する。

附則（昭和47年6月2日本部訓令第14号）

この訓令は、昭和47年6月2日から施行:する。
附則（昭和47年6月30日本部訓令第18号）

この訓令は、昭和47年7月1日から施行する。

附則（昭和47年9月30日本部訓令第25号）

この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。

附則（昭和48年1月26日本部訓令第2号）

この訓令は、昭和48年1月26日から施行する。

附則（昭和48年3月30日本部訓令第7号）

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

附則（昭和48年8月17日本部訓令第23号）

この訓令は、昭和48年9月1日から施行する。



附則（昭和49年1月25日本部訓令第3号）

この訓令は、昭和49年1月25日から施行する。

附則（昭和49年3月30日本部訓令第14号）

（施行期日）

l この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

（経過措置）

2この訓令による改正前の規定によって作成した用紙で残存するものは、この訓令の定めにかかわ
らず、当分の間使用することができる。

附則（昭和49年6月28日本部訓令第23号）

この訓令は、昭和49年7月1日から施行する。

附則（昭和49年7月19日本部訓令第26号）

この訓令は、昭和49年7月22日から施行する。

附則（昭和50年4月1日本部訓令第13号）

（施行期日）

1 この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令による改正前の規定によって作成した用紙で残存するものは、 この訓令の定めにかかわ

らず、当分の間使用することができる。

附則（昭和51年3月31日本部訓令第8号）

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

・ 附則（昭和51年9月24日本部訓令第20号）

この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。

附則（昭和52年4月1日本部訓令第8号）

この訓令は､昭和52年4月1日から施行する。

附則（昭和52年9月30日本部訓令第18号）

この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。

附則（昭和53年3月31日本部訓令第9号）

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

附則（昭和53年8月18日本部訓令第16号）

この訓令は、昭和53年8月18日から施行する。

附則（昭和53年12月1日本部訓令第28号）

（施行期日）

l この訓令は、昭和53年12月1日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令の施行により改正した交通反則切符については、 これを調整するまでの間、改正前の訓

令による交通反則切符を使用することができる。

附則（昭和54年3月30日本部訓令第11号）

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

附則（昭和55年1月18日本部訓令第1号）

この訓令は、昭和55年1月18日から施行する。

附則（昭和56年3月3旧本部訓令第11号）

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和56年12月25日本部訓令第32号）

この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。

附則（昭和57年3月31日本部訓令第18号）

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する｡

附則（昭和57年7月9日本部訓令第20号）

（施行期日）

1 この訓令は、昭和57年7月9日から施行する。

（経過措置）



2 この訓令の施行により改正した様式については、様式用紙を調整するまでの間、改正前の訓令に
よって作成した様式用紙を使用することができる。

附則（昭和58年3月8日本部訓令第5号）

（施行期日）

lこの訓令は、昭和58年3月8日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令による改正前の規定によって作成した用紙で残存するものは、 この訓令の定めにかかわ

らず、当分の間使用することができる。

附則（昭和58年3月3旧本部訓令第ll号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

附則（昭和58年7月29日本部訓令第23号）

（施行期日）

1 この訓令は＄昭和58年8月1日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令による改正前の規定によって作成した用紙で残存するものは、 この訓令の定めにかかわ

らず、所用の補正を行った上、当分の間使用することができる。

附則（昭和59年3月30日本部訓令第16号） 、

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する●

附則（昭和60年2月15日本部訓令第4号）

（施行期日）

1 この訓令は、昭和60年2月15日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令による改正前の規定によって作成した用紙で残存するものは、 この訓令の定めにかかわ

らず、所要の補正を行った上、当分の間使用することができる。

附則（昭和60年3月29日本部訓令第18号）

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

附則（昭和60年8月30日本部訓令第27号）

（施行期日）

1 この訓令は、昭和60年9月1日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令による改正前の規定によって作成した用紙で残存するものは、 この訓令の定めにかかわ

らず、当分の間使用することができる。

附則（昭和60年12月6日本部訓令第39号）

（施行期日）

l この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

（経過措置）

2この訓令による改正前の規定によって作成した用紙で残存するものは、 この訓令の定めにかかわ

らず、当分の間使用することができる。

附則（昭和61年3月7日本部訓令第5号）

この訓令は、昭和61年3月9日から施行する｡

附則（昭和61年5月30日本部訓令第18号）

この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。

附則（昭和61年7月25日本部訓令第23号）

この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。

附則（昭和61年12月26日本部訓令第36号）

この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。

附則（昭和62年3月3旧本部訓令第12号）

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

附則（昭和62年9月25日本部訓令第24号）

この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。



附則（昭和62年11月27日本部訓令第29号）

この訓令は、昭和62年12月1日から施行する｡

附則（昭和63年3月18日本部訓令第6号）

（施行期日）

l この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令の施行により改正した様式については、様式用紙を調整するまでの間、改正前の訓令に
よって作成した様式用紙を使用することができる。

附則（昭和63年4月22日本部訓令第16号）

この訓令は、昭和63年5月1日から施行する。

附則（昭和63年11月4日本部訓令第30号）

（施行期日）

l この訓令は、昭和63年11月4日から施行する。〔以下略〕

（経過措置）

2 この訓令の施行前において作成された様式用紙は、 この訓令の定めにかかわらず当分の間使用す

ることができる。

附則（平成元年1月27日本部訓令第2号）

この訓令は、平成元年2月1日から施行する。

附則（平成元年2月10日本部訓令第3号）

（施行期日）

1 この訓令は、平成元年2月13日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令の施行前において作成された様式用紙は、 この訓令の定･めにかかわらず当分の間使用す
ることができる。

附則（平成元年3月28日本部訓令第7号抄）

（施行期日）

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

附則（平成元年5月26日本部訓令第16号）

この訓令は、平成元年6月4日から施行する。

附則（平成元年12月22日本部訓令第27号）

（施行期日）

l この訓令は、平成元年12月22日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令の施行前において作成された様式用紙は、 この訓令の定めにかかわらず当分の間使用す
ることができる。

附則(平成2年3月23日本部訓令第8号）

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。 〔以下略〕

附則（平成2年7月13日本部訓令第14号）

（施行期日）

1 この訓令は、平成2年7月16日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令の施行前において作成された様式用紙は、 この訓令の定めにかかわらず、平成2年9月
30日までの間、使用するこ･とができる。

附則（平成2年8月3旧本部訓令第16号抄）

（施行期日）

1 この訓令は、平成2年9月1日から施行する。

附則（平成2年12月21日本部訓令第35号）

（施行期日）

1 この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

（経過措置）



2 この訓令の施行前において作成された様式用紙は、 この訓令の定めにかかわらず当分の間使用す

ることができる。ただし､駐停車違反に係る様式用紙につい･ては、 この訓令の施行前にした駐停車

違反に限る。

3 この訓令の施行前にした駐停車違反に係る様式用紙の記載要領については､なお従前の例による。
附則（平成3年1月18日本部訓令第1号抄）

（施行期日）

1 この訓令は、平成3年1月18日から施行する。

附則（平成3年6月28日本部訓令第20号抄）

（施行期日）

1 この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

附則（平成3年9月20日本部訓令第26号）

（施行期日）

l この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令による改正前の訓令により作成された様式用紙で残存するものは、当分の間使用するこ

とができる。

附則（平成4年6月19日本部訓令第22号）

この訓令は、平成4年6月19日から施行する｡

附則（平成4年8月7日本部訓令第28号）

この訓令は、平成4年8月7日から施行する。
附則（平成4年10月30日本部訓令第39号）

この訓令は、平成4年ll月1日から施行する｡

附則（平成4年11月6日本部訓令第42号）

（施行期日）

l この訓令は､平成4年11月6日から施行し、同月1日から適用する。

（経過措置）

2 この訓令の施行前において作成された様式用紙は、 この訓令の定めにかかわらず当分の間使用で

きる。

附則（平成5年3月26日本部訓令第7号）

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則（平成6年3月18日本部訓令第6号）

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附則（平成6年3月25日本部訓令第10号）

この訓令は、平成6年4月1日から施行する｡

附則（平成6年5月6日本部訓令第22号）

（施行期日）

l この訓令は、平成6年5月10日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令〔中略〕の規定による改正前の大阪府警察交通反則通告事務取扱規程〔中略〕により作

成された様式用紙で残存するものは、所要の補正を行った上、当分の間使用することができる。

附則（平成6年10月26日本部訓令第39号）

この訓令は、平成6年ll月1日から施行する●

附則（平成6年10月28日本部訓令第42号）

この訓令は、平成6年ll月1日から施行する｡

附則（平成7年1月27日本部訓令第3号）

この訓令は、平成7年2月1日から施行する。
附則（平成7年9月8日本部訓令第36号）

この訓令は、平成7年9月18日から施行する。

附則（平成8年3月1日本部訓令第4号）

この訓令は、平成8年3月1日から施行する。



附則（平成8年8月16日本部訓令第23号）

この訓令は、平成8年8月16日から施行する。

附則（平成8年8月30日本部訓令第25号）

（施行期日）

l この訓令は、平成8年9月1日から施行する。

（経過措置）

2 第2条の規定による改正前の大阪府警察交通反則通告事務取扱規程〔中略〕の様式により作成し

た用紙は、第2条の規程による改正後の大阪府警察交通反則通告事務取扱規程〔中略〕の様式によ

り作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則（平成9年7月25日本部訓令第27号）

この訓令は、平成9年7月25日から施行する。

附則（平成9年10月24日本部訓令第33号）

（施行期日）

l この訓令は、平成9年10月30日から施行する6

（経過措置）

2 第1条の規定による改正前の大阪府警察交通反則通告事務取扱規程により作成された様式用紙で

残存するものは、当分の間使用することができる。

附則（平成9年12月19日本部訓令第39号）

（施行期日）

l この訓令は、平成IO年1月5日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令による改正前の大阪府警察交通反則通告事務取扱規程の規定により作成された様式用紙
で残存するものは、当分の間使用することができる。

附則（平成10年6月19日本部訓令第17号）

この訓令は、平成10年6月19日から施行する。

附則（平成ll年9月3日本部訓令第20号）

この訓令は、平成11年9月3日から施行する○

附則（平成ll年12月10日本部訓令第26号）

この訓令は、平成11年12月10日から施行する。

附則（平成12年3月3旧本部訓令第14号）

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則（平成13年8月31日本部訓令第28号）

この訓令は、平成13年9月1日から施行する。

附則（平成14年5月31日本部訓令第21号）

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

附則（平成14年10月25日本部訓令第34号）

この訓令は、平成14年10月25日から施行する。

附則（平成15年1月31日本部訓令第2号）

（施行期日）

1 この訓令は、平成15年2月1日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令による改正前の規定により作成された様式用紙は、改正後の規定にかかわらず、 当分の
間使用することができる。

附則（平成15年5月23日本部訓令第14号）

（施行期日）

l この訓令は、平成15年5月23日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令の施行の際現に改正前の大阪府警察交通反則通告事務取扱規程の規定により作成された
様式用紙で残存するものは、当分の間使用することができる。

附則（平成16年10月29日本部訓令第26号）



この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

附則（平成17年7月1日本部訓令第24号）

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

附則（平成18年5月26日本部訓令第22号）

（施行期日）

1 この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令の施行前にした駐停車違反に係る様式用紙の記載要領については､なお従前の例による。

3 この訓令の施行前にした駐停車違反に係る様式用紙については､当分の間使用することができる。

附則（平成19年6月1日本部訓令第21号）

この訓令は、平成19年6月2日から施行する。

附則（平成19年12月28日本部訓令第34号）

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

附則（平成21年9月18日本部訓令第27号）

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

附則（平成21年12月25日本部訓令第32号）

この訓令は，平成22年1月1日から施行する。

附則（平成22年4月16日本部訓令第14号）

この訓令は、平成22年4月I9日から施行する。

附則（平成23年9月30日本部訓令第23号）

（施行期日）

1 この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令による改正前の規定により作成された様式用紙は、改正後の規定にかかわらず、所要の

補正を行った上、当分の間使用することができる。

．附則（平成25年1月ll日本部訓令第1号）

この訓令は、平成25年1月1旧から施行する。

附則（平成25年8月30日本部訓令第25号）

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

附則（平成26年3月31日本部訓令第17号）

（施行期日）

l この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令の施行の際現に改正前の大阪府警察交通反則通告事務取扱規程の規定により作成された

様式用紙で残存するものは、当分の間使用することができる。

附則（平成26年7月18日本部訓令第25号）

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

附則（平成27年3月20日本部訓令第6号）

（施行期日）

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第8号に係る改正規
定は、同年7月1日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令の施行の際現に改正前の大阪府警察交通反則通告事務取扱規程の規定により作成された
様式用紙で残存するものは、当分の間使用することができる。

附則（平成27年3月30日本部訓令第14号）

この訓令は､平成27年4月1日から施行する。

附則（平成27年9月25日本部訓令第34号）

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

附則（平成28年1月29日本部訓令第2号）

この訓令は、平成28年2月1日から施行する。



附則（平成28年3月25日本部訓令第16号）

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則（平成28年10月21日本部訓令第35号）

（施行期日）

l この訓令は、平成28年10月21日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令による改正前の規定により作成された様式用紙で残存するものは､当分の間使用するこ

とができる。

附則（平成29年2月24日本部訓令第3号）

この訓令は、平成29年3月12日から施行する。

附則（平成31年4月1日本部訓令第23号）

（施行期日）

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

（経過措置）

2 この訓令の施行の際現に改正前の大阪府警察交通反則通告事務取扱規程及び大阪府警察交通切符

処理規程の規定により作成された様式用紙で残存するものは、当分の間使用することができる。

別記第1 （第9条関係）

反則切符等の処理要領

第1 警察官の一般的措置要領

1 反則者の発見に伴う処置

（1）違反事実の発見

違反事実を現認した場合、当該違反者に対し道路交通法等の違反を行った旨を告げる。

（2） 免許証の提示

違反者から運転免許証（以下「免許証」という。 ）の提示を求め、相手方の住所、氏名､年

齢等を確認する。

（3） 反則行為であるか否かの判断

違反事実が反則行為（注参照）であるか否かを確かめる。

注：反則行為（法第125条第1項及び別表第二）

反則通告制度の適用の対象となる行為であり、車両等（重被牽（けん）引車以外の軽車両

を除く。 ）の運転者がした道路交通法等の罪に当たる行為のうち、比較的軽微で、おおむね

現認・明白・定型的な違反行為に限定している。したがって、次に掲げているような違反は

除かれる。

1 悪質又は危険度の高い違反

（1） 無免許運転

（2）酒酔い運転（令第44条の3に定める程度以上の酒気帯び運転を含む。 ）

（3） 過労運転等

（4） 共同危険行為等

（5）速度超過のうち30km/h以上（高速40k]n/h)

（6） 車輪止め標章の破損､汚損及び取り除き

（7） 積載物重量制限超過（大型等10割以上）

（8） 交通事故の場合の措置義務違反

（9） 業務上過失建造物損壊罪

(10) 仮免許運転違反

2 その他の違反

（1） 警察官の指示命令に従わない違反

（2） 運転に関しない違反（例えば、免許証の記載事項変更届出違反、放置車両確認標章

破損等）

（3） 自動車の使用者、安全運転管理者等の義務違反

（4） 軽車両（重被牽（けん）引車を除く。 ）の違反

（5） 歩行者の違反



（6） 道路環境の維持に関する違反

（4） 反則者に該当するか否かの判断

反則行為を行った者であっても、その者が反則者（注参照）であるか否かを確かめる6

注：反則者（法第125条第2項）

反則行為を行った者であって、次のいずれかに該当する者以外のものをいう。

1 無免許・無資格運転者（国際運転免許証の場合を含む。 ）

2 酒に酔い又は令第44条の3に定める程度以上の酒気帯びの状態で車両等を運転した者

3 法第117条の2第3号に規定する麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがあ

る状態で車両等を運転した者

4 反則行為によって事故を起こした者

（5） 免許証を保管するか否かの判断

反則通告制度を適用して告知する際には、免許証は、原則として保管しない。 しかし、反則

事実について否認する等の場合は、反則者の免許証を任意に保管することとなるので、当該違

反が免許証保管事件か否かについて判断しなければならない。

注： 1 免許証を任意に保管する場合

（1） 免許証に記載している住所と本人の供述する住所とが異なるとき｡

（2） 当該反則行為について両罰規定又は自動車の使用者等の義務違反の規定を適用す

るとき。

（3） 反則者が反則事実について否認するとき。

（4） 反則事件として物件事故を処理するとき。

2 免許証を保管する場合の留意事項

（1） 出頭の指定をしない者については､前記1にかかわらず保管しないこと。

（2） 免許証の保管を拒んだ場合及び告知の日が更新期間(法第101条第1項に規定する

更新期間をいう。 ）内にあるときは、保管しないこと。

（3） 両罰規定の適用される違反事件を処理する場合で､免許証を保管できないときは、

供述調書（甲）を作成し添付すること。

2 告知（反則切符及び納付書の交付）

（1）反則切符の作成

反則切符（甲）から （丁）までを作成する｡ただし、反則者が提示した免許証がICカード

免許証(法第93条の2の規定により電磁的方法による記録が行われた免許証をいう。以下同じ｡）

である場合は、本籍欄への本籍又は国籍等の記載は要しない。

（2） 出頭の日時及び場所の指定

次に掲げる者について指定する。

ア大阪府内に居住する者

イ大阪府外に居住する者で、出頭の申し出があったもの

ウ免許証を保管した者

なお、大阪府外に居住する者で、免許証を保管するのは、次の場合である。

（ア） 勤務地が大阪府内にある場合

（イ） 交通機関によりおおむね1時間以内で出頭できる場合

（ウ） 業務等の関係から大阪府内に来る機会の多い場合

（3） 告知書（反則切符（甲） ）の交付

反則行為の事実及び種別並びに通告を受けるための出頭の期日等について確認し、反則者に

閲覧させた上、おおむね次のように仮納付制度の説明をして直接交付する。

「あなたの違反に対し､告知書及び納付書に記載されている反則金相当額が課せられますが、

その反則金を今日から8日以内に納付書を添えて最寄りの銀行等を通じて納めれば、後で違反

について刑罰を科せられることもなく （少年については家庭裁判所の審判に付されることもな

く） 、また、交通反則通告センターに出頭する必要もありません。 」

なお、 この場合、仮納付を強制するような印象を与えないように注意する。

（4） 納付書の作成交付

記載要領に基づいて納付書を作成し、反則者に交付する。



告知の報告

勤務終了後速やかに（通常、本署引揚げ時）反則切符及び関係書類をとりまとめ、その状況を

所属長に報告することになるが、免許証を保管したときは、当該免許証を添付する。

なお、供述調書（甲・乙） 、実況見分調書その他の関係書類は、 2部ずつ（後記第2の2の（3）
のイにより本籍欄補正書（大阪府警察交通切符処理規程（昭和43年大阪府警察本部訓令第17号。

以下「交通切符処理規程｣という。 ）第2条第7号に規定する本籍欄補正書をいう。以下同じ。 ）

を作成する場合にあっては、 3部）作成して添付する。

反則切符取扱い上の留意事項

（1） 反則切符等の保管

反則切符等は､収納かばんに入れて携行し、勤務終了後は個人用のロッカーその他保管に適

する場所に確実に保管しなければならない。

（2） 反則切符（甲）の再交付禁止

交通反則告知書・免許証保管証（反則切符（甲） ）は、再交付しないこと。

（3） 誤記等で使用することができなくなった反則切符の取扱い

ア反則切符を誤記のため再作成した場合は、誤記した反則切符（甲）の表に斜線を引いて押

印し、再作成した反則切符（甲）の番号を転記するとともに、交通反則切符措置（転記・変

更）報告書（様式第10号) (以下「反則切符措置報告書」という。 ）を作成し、再作成した

反則切符に誤記した反則切符及び反則切符措置報告書を添付して、所属長に提出する。

イ反則切符が汚損等により使用できなくなった場合は、反則切符(甲）の表に斜線を引いて

押印のうえ、所属長に提出する。

警察官の特別措置要領

特殊な場合における告知の要領

（1） 反則事実は否認するが告知書を受領する場合の告知

反則者が反則事実を否認する場合の告知は､後に非反則事件に移行することが予想されるの

で、反則切符（乙）の現認・認知報告書・続欄に否認の状況、反則行為等必要事項を記載する

ほか、必ず供述調書、道路交通法違反事件捜査報告書等を作成する。

（2）併合罪又は観念的競合若しくはけん連犯の関係にある反則行為を認知した場合の告知

ア併合罪の関係にある反則行為の場合

例えば、次のような関係にある反則行為の告知は、各別の反則行為について、それぞれ別

個の告知書を作成して交付する。

（ア） 信号無視と速度超過違反

（イ） 積載重量超過と踏切一時不停止

（ウ） 免許証不携帯と横断歩行者妨害

なお、 この場合、反則切符（乙）の現認・認知報告書特記事項欄及び取締メモに当該告知

書以外に告知した反則行為の種別、反則金相当額及び告知書番号をそれぞれ記載する。

イ観念的競合又はけん連犯の関係にある反則行為の場合

1枚の告知書により告知を行う｡ この場合の反則切符の処理は、次のとおりである。

（ア） 反則行為となるべき事実（反則事項・罰条）については、それぞれ記入する。

（イ） 反則行為の種類については、反則金額の最も高い種別（反則金額が同額の場合は、そ

のいずれか一つ)を記入する。

なお、反則切符（乙）の現認・認知報告書特記事項欄及び取締メモに観念的競合又はけん

連犯の関係にある旨を記載する。

（3） 反則行為と非反則行為とが併合罪又は観念的競合若しくはけん連犯の関係にある違反行為

を認知した場合の告知

ア反則行為と非反則行為とが併合罪の関係にある場合

（ア） 反則行為については、反則事件として反則切符により告知を行う。

（イ） 非反則行為については、非反則事件として交通切符等により処理する。 この場合、現

認・認知報告書特記事項欄に非反則行為の違反事項及び告知票番号を、捜査報告書特記事

項欄に反則行為の種別及び告知書番号をそれぞれ記載する。

イ反則行為と非反則行為とが観念的競合又はけん連犯の関係にある場合

3
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非反則行為のみを交通切符等により処理する。

（4） 違反競合事件の報告

同一の運転の機会に行われた併合罪の関係にある事件を処理した場合は、当該事件の反則切

符、交通切符及び関係書類を一括して次の例により競合事件である旨の付せんを付し、所属長
に提出して報告する。

（例）

2 告知を行わない場合

（1） 反則者の居所又は氏名が明らかでないとき（法第126条第1項第1号） 。

ア免許証の提示を拒んだとき。

免許証の提示を拒み、かつ、質問に黙秘するなど直ちにその居所又は氏名が明らかになら

ない者については、告知を行わないで非反則事件として処理する。ただし、違反者を現行犯

逮捕し､免許証の押収等の捜査を行うなどによってその居所又は氏名が明らかとなり、かつ、

反則者であると認められたときは、その時点で告知する。

イ免許証不携帯のとき。

無線連絡又は最寄りの交番等に同行を求めるなどにより、無免許運転か否か､居所、氏名

等の調査を行い、その結果、反則者であることが明らかとなった者については告知し、その

他の者については非反則事件として処理する。

（2） 反則者が逃亡するおそれのあるとき（法第126条第1項第2号） 。

反則者が逃亡するおそれのあるときは、告知を行わず非反則事件として処理する。

なお、警察官の停止指示に応じなかった場合等であっても、反則者と認めた後に逃亡するお

それがないと認められるときは、告知する。

（3） 告知書の受領を拒んだとき（法第130条第2号） 。

ア告知書の受領を拒んだ者については､交通違反通知書（以下「通知書」という。 ）を作成

した上、違反者に交付し、所属に対応する交通警察官室への出頭を求める。

イ､ 当該反則切符（乙）の現認・認知報告書特記事項欄に受領を拒否した旨を記載し、本籍欄

補正書、道路交通法違反事件捜査報告書、供述調書等を作成した上、交通警察官室を主管す

る所属長に引き継ぐ｡

なお、違反者が前記アで作成された通知書の受領を拒否した場合は、当該通知書を併せて

引き継ぐ。

ウ違反者が他府県居住者で出頭を希望しない場合は､通知書を作成せず、道路交通法違反事

件捜査報告書、供述調書等を作成し、交通警察官室を主管する所属長に引き継ぐ。

工引継事件以外の事件については、関係書類及び証拠品、捜査資料等と共に所属に対応する

区検察庁に送致する。

3 違反者が現場にいない駐車違反の場合

（1） 違反者が現場にいない駐車違反の現認警察官は、放置車両確認標章（以下｢確認標章」と

いう。 ）を当該違反車両の見やすい箇所に取り付け､違反者の出頭を待って、当該違反者が反

則者であるか否かの認定を行った後、反則（交通）切符を作成する。

（2） 反則者の出頭が違反事実を現認したときから3時間以上経過しているときは、反則切符

（乙）の現認・認知報告書の供述書（甲）に出頭の遅延した理由等を簡記させるとともに、特

記事項欄にその事情を記入する。

（3） 警察官が確認標章を取り付けた場合において、現認者と取扱者が異なるときは、反則切符

(乙）の現認・認知報告書の「口現認」を○で囲み、両名が連署し、取扱者の氏名の前に「認

知者」と記入する。

（4） 駐車監視員が確認標章を取り付けた駐車違反の場合は、現認・認知報告書の「口認知」を

○で囲み、 当該駐車違反に係る違反事実を認知した警察官として署名するとともに、確認標章

を取り付けた駐車監視員の氏名を記載し、当該駐車監視員の氏名の前に「現認者駐車監視員」

と記入する。

（5） 反則切符（乙）の下部欄外に確認標章に記載の標章番号を記入する。

4他署管内における確認標章を取り扱った場合の措置

（1）他署管内において確認標章を取り付けられた事実の申告を受理し、又は現認した場合は、



必要に応じて当該確認標章を取り付けた警察署長に照会を行う。

（2） 前記（1）の照会に基づき、認知事件として当該確認標章に係る駐（停）車違反に対し、反

則告知（明白かつ定型的な事案で､認知事件として告知することが可能な場合に限る。 ）する

ときは、反則切符を作成して交付する。ただし、他の都道府県警察管轄事案については、別に

指示する場合を除き反則告知をしないこととする。

（3） 前記（2）により作成した反則切符（乙）には、 「他署駐車」と記入した付せんをはり付け

ておく・

無登録自動車の場合

（1） 反則車両が無登録の自動車である場合の自動車の種類は、当該自動車の車体の大きさ等を

道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。 ）第2条に規定する自

動車の種類別基準と比較した結果によって特定する。

（2） 前記（1）によって自動車の種類を特定したときは、当該自動車の大きさ等を現認・認知報

告書特記事項欄に記載してその理由を明らかにする。

（3） 前記（1）の方法のみによっては､ 自動車の種類を特定することが困難なものについては、

運輸支局、当該自動車の製作会社等に照会して確認し、その結果を捜査報告書により明らかに

する。

削除

関係所属長の措置

一般的措置要領

（1） 反則切符の点検等

ア告知の報告があった場合又は前記第2の4の（2）により告知（作成）された反則切符（以

下「他署告知駐車反則切符」 という。 ）の送付を受けた場合は､反則切符（乙）から （丁）

までの記載事項等の点検を行い、誤記等のあった場合は、当該反則切符（乙）及び(丁）の

欄外に補正事項を記載した付萎を貼り付け、正誤を明らかにしておく。

イ点検後、告知報告書を2部作成し、 うち1部を交通反則通告センターに送付し、 1部を交

通法令違反事件簿として備え付ける｡ただし､反則切符作成時に反則者が提示した免許証が

ICカード免許証である場合（反則者が告知書の受領を拒んだ場合を除く。 ）は、告知報告

書の本籍欄への本籍又は国籍等の記載は要しない。

（2） 違反登録票の作成

反則切符（丁）下部の違反登録票は、記載要領により作成する。

（3） 反則切符等の送付

ア反則切符及び関係書類を交通反則通告センター又は運転免許課に送付する場合は次により

処理する。

（ア） 告知日別（他署告知駐車反則切符の場合は告知日別告知所属別）に交通反則切符送付

書（様式第ll号）及び取締原票送付書（様式第11号の2)を2部ずつ作成する。

（イ） 反則切符（乙）及び（丙）は、交通反則切符送付書（1部）及び交通反則切符受領書

（様式第11号の3）を添付して、交通反則通告センターに送付する。

（ウ） 反則切符（丁）は、取締原票送付書（1部）及び取締原票受領書（様式第11号の4)

を添付して、運転免許課に送付する。

（工） 送付の日は、告知の日から起算して6日目（6日目の日が日曜日、士曜日、国民の祝

日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日又はノーマイカーデーに指定され

る日に当たる場合は、 これらの日の翌日）までに送付する。

（オ） 交通反則切符送付書（1部）及び取締原票送付書（1部）並びに交通反則通告センタ

ーから返送された交通反則切符受領書及び運転免許課から返送された取締原票受領書を所

属に備え付ける。

イ他署告知駐車反則切符を告知の所属から違反場所を管轄する警察署に送付する場合は、次

により処理する。

（ア） 告知の所属は、告知日別に交通反則切符引継（移送）書（様式第ll号の5)を2部作

成し、他署告知駐車反則切符に交通反則切符引継（移送）書（1部）及び交通反則切符受

領（移送）書（様式第ll号の6)を添付して、速やかに違反場所を管轄する警察署に送付
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する。

（イ） 他署告知駐車反則切符の送付及び受領の状況を明らかにするため、送付を受けた警察

署は、交通反則切符受領（移送）書を作成し、告知の所属に送付するとともに、送付のあ

った交通反則切符引継（移送）書を備え付け、告知の所属は、交通反則切符引継（移送）

書（1部）及び返送された交通反則切符受領（移送）書を備え付ける。

（4） 関係書類の保存期間

交通法令違反事件簿、取締メモその他関係書類の保存期間は、 5年とする。

2 特別措置要領

（1） 告知が誤っていた場合の措置

反則行為の告知の誤りを発見したときは､ ・反則切符（乙）に付せん（ 「告知誤り」 と記入）

を付し、反則切符（乙）から （丁）まで及び関係書類に交通反則切符送付書及び交通反則切符

受領書（以下「反則切符送付書等」という。 ）を添付して、指定の引継日に交通反則通告セン

ターに送付する。

（2） 反則金相当額を誤っていた場合の措置

反則金相当額を誤って告知しているのを発見したときは、速やかに反則者に連絡し、次によ

って措置する。

ア仮納付をしていないときは、仮納付をしないよう連絡するとともに、反則切符（乙）及び

（丁）にそれぞれ付せん（ ｢反則金相当額誤記一仮納付差止」と記入）を付して、速やかに、

反則切符（乙）及び（丙）並びに関係書類は反則切符送付書等を添付して交通反則通告セン

ターに、反則切符（丁）及び関係書類は取締原票送付書及び取締原票受領書（以下「原票送

付書等」という｡ ）を添付して運転免許課に送付する。

イ既に仮納付しているとき、又は連絡不能のときは、反則切符（乙）及び（丁）にそれぞれ

付せん（ 「反則金相当額誤記一仮納付済」又は「反則金相当額誤記一連絡不能｣と記入）を

付して《速やかに、反則切符（乙）及び（丙）並びに関係書類は反則切符送付書等を添付し

て交通反則通告センターに、反則切符（丁）及び関係書類は原票送付書等を添付して運転免
許課に送付する｡

（3） 違反が成立しない場合の措置

現認の誤りや道路標識の不備、欠陥等により明らかに違反が成立しないことを発見したとき

は、速やかに本人に連絡し次によって措置する。

ア仮納付していないときは、反則切符(甲）及び納付書を回収した上、反則切符措置報告書

を作成し、当該反則切符措置報告書、反則切符（甲）から（丁）まで、納付書及び関係書類

に誤記切符等送付書(様式第ll号の7)及び誤記切符等受領書（様式第ll号の8) (以下「誤

記切符等送付書等」 という。 ）を添付して、指定の引継日に交通反則通告センターに送付す

る。

イ既に仮納付しているとき、又は連絡不能のときは､反則切符措置報告書を作成し、当該反

則切符措置報告書、反則切符（乙）から （丁）まで及び関係書類に誤記切符等送付書等を添

付して、交通反則通告センターに送付する。

（4） 納付書の交付又は再交付申請等の処理

ア反則者から納付害の交付又は再交付申請があった場合は、納付書交付・再交付申請害（様

式第12号）を提出させるとともに、速やかに交通反則通告センターに連絡し、その指示を受

けて措置した後、当該申請書を交通反則通告センターに送付する。

イ令第52条の2第1項の規定に基づき、家庭裁判所の指示書を提出して納付書交付の申し出

があったときは、当該指示書に基づき指示した家庭裁判所又はその支部の所在地を管轄する

都道府県警察本部の歳入徴収官をあて先とする納付書を作成し、交付する。 この場合、納付

書の番号欄には、指示家庭裁判所名及び指示番号を記載する。

ウ他府県警察本部長が発行した納付書について、交付又は再交付の申請があり、納付書を交

付する場合は、再交付用の納付書を使用するとともに、当該納付書に記入する取扱庁名、あ

て先等は、歳入金等の取扱庁名一覧表（別表）により記入する。

（5） 遠隔地居住者に対する告知依頼等

遠隔地居住のため、違反地を管轄する警察署等に告知のため出頭を求めることが困難な場合



の処理は、次による。

ア反則者の居住地を管轄する警察署長に交通反則告知（通告）書交付嘱託書（様式第13号）

により告知を依頼する。

｡イ告知を依頼する場合は､反則切符（甲）から （丁）までを送付する。 この場合、反則切符

（甲）から （丁）までを同時記入により所要事項の記載を行うが、 「告知・交付日時」及び

「告知・交付者の所属、階級等及び氏名」の欄は、記載をせずに空欄としておくこと。

ウ前記イにより依頼した結果、返送されてきた嘱託回答書（交通反則告知書交付嘱託書下部）

及び反則切符（乙）及び（丙）は反則切符送付書等を添付して交通反則通告センターに､反

則切符（丁）は原票送付書等を添付して運転免許課に送付する。

（6） 告知（通告）害の交付の依頼を受けた場合の処理

交通反則告知（通告）書交付嘱託書により、告知（通告）書の交付について依頼を受けた警

察署長は、告知（通告）書を反則者に交付するとともに、その結果を嘱託回答書により回答す

る。

（7） 事件処理

ア非反則事件を反則事件として告知した場合の措置

非反則事件を反則事件として反則切符により告知した場合は､非反則事件への処分変更を

行うため、速やかに、交通反則通告センターに通報するとともに、反則者として告知した者

に連絡し、次によって措置する。

（ア） 仮納付していないときは、反則切符（甲）及び納付書を回収した上、交通切符（乙票

の捜査報告書を除く。 ）を作成して甲票を交付するとともに、処分変更の経過を明らかに

した反則切符措置報告書を作成し、当該反則切符措置報告書、交通切符（乙）及び（丙） 、

関係書類並びに反則事件として作成した反則切符（乙）に交通切符等引継書（交通切符処
理規程別記の第4の1の（4）に規定する交通切符等引継書をいう。以下同じ。 ）及び交通

切符等受領書（交通切符処理規程別記の第4の1の（4）に規定する交通切符等受領書をい

う。以下同じ。 ）を添付して、交通警察官室に引き継ぐ。また、交通切符（丁）は、処分

変更の経過を明らかにした反則切符措置報告書及び原票送付書等を添付して、運転免許課

に送付する。 この場合、反則事件として作成した反則切符（乙票を除く。 ）は、処分変更

の経過を明らかにした反則切符措置報告書及び誤記切符等送付書等を添付して､速やかに

交通反則通告センターに送付する。

（イ） 既に仮納付しているとき、連絡不能その他の理由により処分変更ができないときは、

反則切符措置報告書を作成し、当該反則切符措置報告書、反則切符（乙）から （丁）まで

及び関係書類に反則切符送付書等を添付して､速やかに交通反則通告センターに送付する。

この場合、交通反則通告センターにおいて所要の措置を講じた上、反則切符（乙）及び関

係書類が関係所属長に返送されてきたときは、反則者として告知した者に連絡し、交通切

符（乙票の捜査報告書を除く。 ）を作成して甲票を交付するとともに、処分変更の経過を

明らかにした反則切符措置報告書を作成し、当該反則切符措置報告書、交通切符（乙）及

び（丙）並びに反則事件として作成した反則切符（乙）に交通切符等引継書及び交通切符

等受領書（以下「交通切符等引継書等」 という。 ）を添付して、交通警察官室を主管する

所属長に引き継ぐ｡また、交通切符（丁）は、処分変更の経過を明らかにした反則切符措

置報告書及び原票送付書等を添付して、運転免許課に送付する。

イ反則事件を非反則事件として処理した場合の措置

反則事件を非反則事件として交通切符によって処理したときは、反則事件への処分変更を

行うため、速やかに反則者に連絡して交通切符（甲）を回収した上、反則切符を作成して反

則切符（甲）及び納付書を交付するとともに、処分変更の経過を明らかにした交通切符措置

報告書(交通切符処理規程別記の第1の2の（4）のアに規定する交通切符措置報告書をいう。

以下同じ。 ）を作成し、当該交通切符措置報告書、反則切符（乙）及び（丙） 、関係書類並

びに非反則事件として作成した交通切符（乙）に反則切符送付書等を添付して、交通反則通

告センターに送付する｡また、反則切符（丁）は、処分変更の経過を明らかにした交通切符

措置報告書及び原票送付書等を添付して、運転免許課に送付する。 この場合、非反則事件と

して作成した交通切符（乙票を除く。 ）は、処分変更の経過を明らかにした交通切符措置報



告書及び誤記切符等送付書等を添付して、交通指導課（大阪交通警察官室)に送付する。

ウ非現認事件についての告知

反則行為を現認によらず捜査又は告訴・告発等によって認知した場合は、認知した関係所

属において反則事件として告知を行う。

なお、 この場合は、反則切符（乙）及び（丙）並びに捜査報告書、供述調書等は反則切符

送付書等を添付して交通反則通告センターに、反則切符（丁）は原票送付書等を添付して運

転免許課に送付する。

工逮捕事件の告知

反則者を証拠隠滅、任意捜査に応じない等の理由で逮捕した場合は、納付の任意性を確保

する意味において、原則として、告知は身柄拘束中には行わず、事件処理に必要な一件書類

の作成を行った上釈放の際に行う。また、反則事件以外の別件で逮捕し、反則事件が伴う場

合は、仮納付の便宜供与を行えば、身柄拘束中に告知しても差し支えない。

（8） 保管免許証の返還

反則者の住所等が明らかになるなどにより、免許証を保管して交通反則通告センターヘの出

頭を確保する必要のなくなったものについて､返還要求のあったときは、保管免許証を返還す

る。ただし、否認事件又は両罰規定若しくは自動車の使用者等責任の規定のある違反事件の場

合は、供述調書を作成してから返還する。

なお、免許証を返還する場合は、反則切符（甲）の免許証保管証欄の「有効期限」欄から「免

許の条件」欄までを斜線で消して押印するとともに、 「免許保管」欄の‘｢有」を囲んだ○を消

して「無」を○で囲む。

（9） 返送交通反則切符措置経過簿への記載

書類不備、立証不十分、処分変更等の理由により、交通反則通告センターから返送された反

則切符は、所要の補正措置等を行うとともに、返送交通反則切符措置経過簿（様式第14号）に
記載し、その経過を明らかにする。

3 反則切符･納付書の管理

（1） 出納保管

ア専用保管庫への収納

交通課長等は、所属において保管する反則切符・納付書（取締警察官に個人保管させてい

るもの及び後記（2）のアのただし書により一括交付がなされたものを除く。 ）は､施錠設備

のある専用保管庫に未使用・使用済を区分して収納する。

なお、専用保管庫には、反則切符・納付書のほか、使用済の反則切符の関係書類及び保管

した免許証を収納する。

イ反則切符等交付台帳の保管

反則切符等交付台帳は､施錠設備のある引出し等に収納して保管する。

ウ鍵の管理

専用保管庫及び反則切符等交付台帳を収納する引出し等の鍵は、交通課長等（不在の場合

は、交通課長等が指定する幹部）が保管する。

工専用保管庫等の施錠

専用保管庫及び反則切符等交付台帳を収納する引出し等は、反則切符・納付書の出入れ等

必要がある場合のほかは施錠し、執務時間終了時には、交通課長等（不在の場合は、交通課

長等が指定する幹部）が施錠を確認するb

（2） 反則切符・納付書の交付

ア反則切符・納付書の交付は、取締警察官個人に行うことを原則とする。ただし、次に掲げ

る場合についてば紛失防止の観点からその必要性を十分判断した上、あらかじめ必要部数

を警察署の交通指導係長（大阪水上警察署及び関西空港警察署にあっては交通係長。以下「交

通指導係長等」という。 ）に一括交付することができる。

（ア） 定置式速度取締りを行うため、集団で使用する場合

（イ） 警察署に出頭してきた駐車違反者等に対して告知を行うため、交通指導係員等が署内

で常態的に使用する場合

イ取締警察官個人への交付及び交通指導係長等に対する一括交付は執務時間内に行う。 ‐



（3） 出納状況の点検

ア交通課長等（不在の場合は、交通課長等が指定する幹部）は、毎日、反則切符等交付台帳

により反則切符・納付書の出納状況を点検する。

・イ交通課長等は、反則切符・納付書の出納状況を毎月末ごとに締め切り、受・払及び残数を

明らかにした上､反則切符等交付台帳に記載の残高数量と在庫数を照合し、出納保管の適正

を期する。

（4） 保管状況の点検等

ア個人保管の場合

（ア） 常時点検

反則切符等の交付を受けている取締警察官を直接指揮監督する幹部は、反則切符の携行

状況及び勤務終了後における保管状況について、常時点検を行い、適正を期する。

（イ） 定期点検

交通課長等は､原則として1か月に1回､交付した反則切符の個人保管状況を点検する。

（ウ） 特別点検

関係所属長は、反則切符の個人保管状況についての特別点検を計画的に実施する。

イー括交付を受けた交通指導係長等が保管する場合

前記（2）のアのただし書により一括交付された反則切符については､受領又は使用の都度、

受・払、返納、残数等を明記することで使用状況を明らかにし、出納保管の適正を期する。

なお、交通課長等は、原則としてlか月に1回、一括交付した反則切符の保管状況を点検

する。

（5） 長期未使用反則切符の回収

交通課長等は、反則切符を交付した後、おおむね3か月を経過しても使用していない場合は

回収し、新たに反則切符を交付する。

（6） 否認事件等の点検

交通課長等は、否認・受領拒否事件、 lか月以上‘の長期未処理事件、反則切符適用除外交通

法令違反事件等については、警察署長事件指揮簿（大阪府警察捜査指揮規程（昭和32年大阪府

警察本部訓令第15号）別記様式第2号）等により進捗状況を把握し、適切な事件指導を行う。

（7）紛失事案発生時の措置

関係所属長は、反則切符・納付書、保管した免許証等の紛失、盗難､行方不明等の事案発生

時には、速やかに通報､手配等必要な措置を講ずるとともに、事案の概要を交通部長（交通指

導課）に電話報告する。

4 報告

関係所属長は、次により交通部長に所要の報告を行う。

別表（第9条関係）

歳入金等の取扱庁名一覧表

017

18

報告者 報告事項 報告期日

交通指導課長 交通反則事件処理状況表（様式第15号） 翌月10日

関係所属長 特異事案 その都度

管区

歳入徴収官口座番号

取扱庁名
番
号

所在地 領収済通知書あて先

北海道警察本

部

北海道警察旭

川方面本部

札幌市中央区北二条西七

丁目1番地1

旭川市一条通二十五丁目

487番地の6



I
’

義人徴収E

会計相当官

口 ’ ’ ’
奇玉~県警察本 | 018

部

ノ

北海道警察釧

路方面本部

017

40

● 4

釧路市黒金町十丁目5番

地1
●

北海道警察釧路方面本部会計課

歳入徴収官北海道警察釧路方面

会計担当官

北海道警察北

見方面本部

017

57

北見市青葉町6番1号 北海道警察北見方面本部会計課

歳入徴収官北海道警察北見方面

会計担当官

北海道警察函

館方面本部

017

25

函館市五稜郭町15番5号 北海道警察函館方面本部会計課

歳入徴収官北海道警察函館方面

会計担当官

東北 青森県警察本

部

岩手県警察本

部

宮城県警察本

部

秋田県警察本

部

山形県警察本

部

福島県警察本

部

017

64

017

71

017

89

｡ ｡

017

96

018

07

018

14

青森市新町二丁目3番1

号

盛岡市内丸8番10号

仙台市青葉区本町三丁目

8番1号

秋田市山王四丁目1番5

号 む 守

山形市松波二丁目8番1

号

福島市杉妻町2番16号

9

青森県警察本部警務部会計課

歳入徴収官青森県警察会計担当

官

岩手県警察本部会計課

歳入徴収官岩手県警察会計担当

官

宮城県警察本部歳入徴収官

宮城県警察会計担当官

歳入徴収官秋田県警察会計担当

官

山形県警察本部警務部会計課

歳入徴収官山形県警察会計担当

官

福島県警察本部警務部会計課

歳入徴収官福島県警察会計担当

官

警視庁 警視庁 018

78

千代田区霞が関二丁目1

番1号

警視庁総務部会計課国費係

茨城県警察本

部

018

21

水戸市笠原町978番6号 歳入徴収官

茨城県警察会計担当官

栃木県警察本

部

018

39

宇都宮市塙田一丁目1番

20号

C D

栃木県警察本部歳入徴収官

◆ a

栃木県警察会計担当官

群馬県警察本

部

018

46

前橋市大手町一丁目1番

1号

群馬県警察本部警務部会計課

■ ◆

歳入徴収官群馬県警察会計担当

官



’
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千葉県警察本

部

018

61

千葉市中央区市場町1番

2号

千葉県警察本部警務部会計課

歳入徴収官千葉県警察会計担当

官

神奈川県警察

本部

018

85

横浜市保土ケ谷区岩間町

二丁目124番地

神奈川県警察交通反則通

告センター内

歳入徴収官神奈川県警察会計担

当官

新潟県警察本

部

018

92

新潟市新光町4番地1 新潟県警察本部警務部会計課

歳入徴収官新潟県警察会計担当

官

山梨県警察本
■ ◆

部

019

35

甲府市丸の内一丁目6番

1号

山梨県警察本部警務部会計課

長野県警察本

部

019

42

長野市大字南長野字幅下

692番2

長野県警察本部会計課

歳入徴収官長野県警察会計担当

官

静岡県警察本

部

｡ ■

019

67

静岡市追手町9番6号

■

､

｡ ､

静岡県警察本部警務部会計課

歳入徴収官静岡県警察会計担当

官

中部 富山県警察本

部

石川県警察本

部

福井県警察本

部

岐阜県警察本

部

9 c

愛知県警察本

部

三重県警察本

部

019

03

019

11

019

28

019

50

019

74

019

81

富山市新総曲輪1番7号

昏 ｡

一 も 句

0 ．

C O

金沢市鞍月一丁目1番地

福井市大手三丁目17番1

号

岐阜市薮田南二丁目1番

1号

名古屋市中区三の丸二丁

目1番1号

６
Ｆ

津市栄町一丁目100番地

富山県警察本部警務部会計課

歳入徴収官富山県警察会計担当

官

石川県警察本部警務部会計課
■
ｂ

歳入徴収官石川県警察会計担当

官

福井県警察本部警務部会計課

歳入徴収官福井県警察会計担当

官

岐阜県警察本部庶務部会計課
､

歳入徴収官岐阜県警察会計担当
9

官

愛知県警察本部総務部会計課

け ｡

歳入徴収官愛知県警察会計担当

官

三重県警察本部警務部会計課
■

｡

歳入徴収官三重県警察会計担当

官
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’ ’ ’譜察本 ｜唯! |壱
部

■ ｡

部

京都府警察本

部
C

岳

大阪府警察本

部

兵庫県警察本

部

奈良県警察本

部

和歌山県警察

本部

99

020

O1

020

19

020

26

020

33

020

41

● ｡

号

京都市上京区下立売通釜

座東入薮之内町85番地3

大阪市中央区大手前三丁

目1番11号

神戸市中央区下山手通五

丁目4番.1号

奈良市登大路町80番地

和歌山市小松原通一丁目

1番地1

歳入徴収官滋賀県警察会計担当

官

京都府警察本部総務部会計課

歳入徴収官京都府警察会計担当

官

大阪府警察本部
U

e

歳入徴収官大阪府警察会計担当

官
□

兵庫県警察本部

歳入徴収官兵庫県警察会計担当

官
① 9

奈良県警察本部警務部会計課

歳入徴収官奈良県警察会計担当

官
① り

和歌山県警察本部警務部会計課

歳入徴収官和歌山県警察会計担

当官

中国 鳥取県警察本

部

島根県警察本

部

岡山県警察本

部

広島県警察本

部

山口県警察本

部

020

58

020

65

020

72

020

80

020

97

鳥取市東町一丁目220番地

松江市殿町8番地1
凸

｡

b

岡山市内山下二丁目4番

6号

広島市中区基町9番42号

山口市滝町1番1号

鳥取県警察本部警務部会計課

歳入徴収官鳥取県警察会計担当

官

島根県警察本部総務室会計課

歳入徴収官島根県警察会計担当

官

岡山県警察本部
■

歳入徴収官岡山県警察会計担当

官

広島県警察本部警務部会計課

歳入徴収官広島県警察会計担当

官

山口県警察本部会計課

歳入徴収官山口県警察本部会計

担当官

徳島県警察本

部

021

08

徳島市万代町二丁目5番

地1

徳島県警察本部

歳入徴収官徳島県警察会計担当

官
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別記第2 （第9条関係）

交通反則通告センター業務要領

第1 通告要領

1 通告の決定

送付を受けた反則切符及び関係書類を審査し､それぞれの内容に応じ次の措置をとる。

（1） 告知を受けた者が告知された種別に属する反則行為をした反則者であると認定したときは、

法第127条第1項の規定に基づく通告の決定を行う。

愛媛県警察本

部

021

22

松山市南堀端町2番地2

● ●

愛媛県警察本部会計課

歳入徴収官愛媛県警察会計担当

官

高知県警察本

部

021

30

高知市丸ノ内二丁目4番

30号

高知県警察本部総務室会計課

歳入徴収官高知県警察会計担当

官

九州

。
■
申

■

福岡県警察本

部

●

佐賀県警察本

部

長崎県警察本

部

熊本県警察本

部

大分県警察本

部

宮崎県警察本

部

鹿児島県警察

本部

沖縄県警察本

部

■ ｡

021

47

021

54

021

61

021

79

021

86

021

93

●

ゆ

022

04

022

11

福岡市博多区東公園7番

7号

佐賀市松原一丁目1番16

号

｡ や ｡

長崎市万才町4番8号

熊本市水前寺六丁目18番

1号

大分市大手町三丁目1番

1号

4 ●

宮崎市旭一丁目8番28号

鹿児島市鴨池新町10番1

号

那覇市泉崎一丁目2番2

号

福岡県警察本部総務部会計課

歳入徴収官福岡県警察会計担当

官

佐賀県警察本部会計課

歳入徴収官佐賀県警察会計担当

官

長崎県警察本部警務部会計課

歳入徴収官長崎県警察会計担当

官

熊本県警察本部警務部会計課

歳入徴収官熊本県警察会計担当

官

大分県警察本部警務部会計課

歳入徴収官大分県警察会計担当

官

宮崎県警察本部総務室会計課

歳入徴収官宮崎県警察会計担当

官
｡ U

鹿児島県警察本部警務部会計課

歳入徴収官鹿児島県警察会計担

当官

沖縄県警察本部警務部会計課

歳入徴収官沖縄県警察会計担当

官



なお、反則金相当額、反則事項、罰条等告知内容に誤りがあっても、反則行為の種別に誤り

がない場合は、同条同項の規定に基づく通告の決定を行う。

（2） 告知を受けた者が反則者であるが､告知内容と異なる他の種別の反則行為をした場合には、

法第127条第2項後段の規定に基づく通告の決定を行う。

2 通告の方法

(1) 公示通告

通告に該当する反則者については、徴収機関から通知される納付者通知票により仮納付の有

無についての確認を行い、その者が仮納付している場合には、所定の掲示板に交通反則公示通

告書（府令第44条に定める別記様式第29）を3日間掲示して公示による通告を行う。

（2） 交付通告

反則者が出頭の告知に従って交通反則通告センターに出頭した際には、反則者について通告

書を直接交付して通告を行う。

（3） 送付通告

ア出頭を告知されて出頭しなかった反則者及び出頭を告知されなかった反則者（仮納付して

いる者を除く。 ）に対しては＄通告書を送付して通告を行う。

イ通告書の送付に要する費用の納付についての通告は､その通告が法第127条第1項の規定に

よるときはあわせて行うこととし、同条第2項後段の規定によるときは行わない。

ウ記載通告日は、当該通告書の発送日から起算して11日目とする。

工通告書が配達不能として返送された場合には､その返送理由が法第130条第2号に該当する

場合を除いては、住所の再確認等を行い、再度通告書の交付又は送付を行う。 これらの場合

に法第l27条第1項の規定に基づき、通告する納付すべき金額は、次によること。

（ア） 住所地の警察本部長に交付嘱託する場合又は交通反則通告センターに呼び出して、直

接交付する場合で、返送の原因が反則者の側にあるときは返送された通告書の納付すべき

金額と同額とし、その原因が警察側にあるときは反則金と同額とする。

（イ） 住所の確認後、再送付通告する場合は、返送された通告書の納付すべき金額と同額と

する。

第2 通知の要領

1 通知の決定

告知を受けた者が告知された種別に属する反則行為をした反則者でないと認定したとき(違反

が成立しない場合､非反則行為の場合、反則行為をしているが反則者でない場合又はその者が反

則者であるが告知内容と異なる種別の反則行為をした場合）は、法第127条第2項前段の規定によ

る通知の決定を行う。

2 通知の方法

通知は、交通反則告知是正通知書（府令第42条に定める別記様式第27）により行う。ただし、

法第127条第2項前段の規定に基づく通知以外の通知（反則金相当額、反則事項、罰条等反則行為

の種別以外の告知内容の誤りを是正するときの通知）は、交通反則告知是正通知書の「道路交通

法第127条第2項前段の規定により」の文字をまつ消して行う。

なお、告知内容の反則金相当額を仮納付した反則者に対しては、通告害の送付費用は徴収しな

い。

3 反則金の還付

（1） 反則金の還付通知

納付した反則金を次の理由により還付する必要があるときは、交通反則告知是正通知書とと

もに、反則金還付通知書（様式第16号）及び反則金還付請求書（様式第17号）を被還付者に送

付し通知する。

ア納付額超過のため超過額を還付す．るとき。

イ納付額不足のため不足額の納付について通知したが、不足額を納付せず納付金全額を還付

するとき。

ウ交通反則事件に該当しないため、納付された反則金全額を還付するとき。

工送付通告に要した郵便料金を納付しないため、納付された反則金全額を還付するとき。

（2） 歳入徴収官に対する報告



前記（1）の通知をした場合は、歳入徴収官に次の書面により報告する。

ア反則金還付発生通知書（様式第18号）

イ反則金還付通知書送付完了報告書（様式第19号）

ウ反則金還付通知書の写し

第3 納付書の交付等

1 納付書の交付、再交付

次に該当するときは、通告をした警察本部長（歳入徴収官）をあて先とする納付書の交付又は

再交付を行う。

（1） 通告書の通告年月日桶記載の日の後に通告書の送付を受け､通告書記載の納付期限内に反

則金を納付しないで、令第52条第3項の規定により交付の申請があった場合

（2） 規程第7条の規定に該当する理由により、所定の納付期限までに反則金を納付することが

できなかった者が､当該事情のやんだ日の翌日から起算して10日以内に反則金を納付するため、

令第52条第3項の規定により交付の申請があった場合

（3）納付書を亡失、滅失、汚損又は破損したため再交付の申請があった場合

2 納付書の交付又は再交付の申請手続等

、 （1） 申請手続

納付書の交付又は再交付の申請は、納付書交付・再交付申請書により取り扱う。

（2） 到達日の確認

通告書の通告年月日欄記載の日の後に、通告書の送付を受けた反則者から納付書の交付の申

請があったときは、配達郵便局から通知される郵便物配達証明書によりその通告書の到達日を

確認する。

なお、他の都道府県警察の交通反則通告センター（通告官）が発送した通告書については、

発送した通告官に到達日を照会し、納付書を交付する。

（3） 通報

他の都道府県警察の通告官から通告害の交付又は送付を受けた反則者が､令第52条第3項の

規定に該当する理由により納付書を交付したときは、直ちに当該通告官に交通事件原票裏面の

所要事項を通報する。

第4逆送事件等の処理

1 逆送事件の処理

交通反則該当事件として検察庁又は家庭裁判所から逆送された事件が交通反則事件と認められ

るときは、反則者の住所地を管轄する警察署長に交通反則告知書交付嘱託書によって告知を嘱託

する。 この場合、反則行為地が他の都道府県警察の管轄に属するときは、告知を行った後、通告

権のある都道府県警察本部長（交通部主管課長） ．あて移送する。

2 通知､引継事件の処理

検察官及び特別司法警察職員等の認知した交通反則該当事件について、事件の通知又は事件記

録の引継ぎを受けたときは、前記1に規定する要領によって処理する。

3 反則金納付事件の処理

通知により反則金が納付された事件（告訴告発事件を除く。）については､送致することを要

しない。ただし、被疑者を逮捕した事件については、被疑者の氏名、年令、職業、違反行為の要

旨、逮捕の態様及びその期間を反則金納付者通知書（様式第20号)により毎月一括して大阪地方

検察庁（交通部）に通知する。

4 送致等の方法

（1） 送致（送付）事件

ア反則金不納付事件及び非反則事件の送致（送付）の区分は、次による。

事件区分 送致（送付）先

成人事件

少年
検送事件

直送事件

他府県居住者、逮捕及び告訴告発に係る

事件に限る。

大阪区検察庁

大阪地方検察庁

大阪家庭裁判所



イ送致（送付）は、交通事件原票ごとに送致（付）書を付して行う。 この場合、少年事件の

交通事件原票の番号欄の上部欄外に交通切符の例により「少検」又は「少直」の表示をする。

（2） 交通警察官室引継事件

前記（1）により送致（送付）する事件以外の事件は、関係書類を一括して次により交通警察

官室に引き継ぐ。 この場合、少年事件の交通事件原票には、前記（1）のイに準じ「少検」の表

示をする。

（3） 交通切符不適用事件の返送

非反則事件で交通切符で処理できない事件については、その者が出頭した場合は司法警察職

員捜査書類基本書式例（平成12年3月30日最高検企第54号)様式第8号の供述調書を作成し当

該反則切符とともに、不出頭の場合は当該反則切符を関係所属へ返送する。

（4） 反則金納付事件の送付

反則金を納付した事件で、告訴告発事件は一括して大阪区検察庁（少年の検送事件について

は、大阪地方検察庁）へ送付する。

第5 仮納付期限切れの仮納付

1 通告書の発送前に発見した場合

仮納付期限経過後に納付された反則金相当額については、通告害を交付（送付）し、通告によ

る反則金納付の取扱いをする。

なお、 この場合は＄通告書の送付費用の通告は行わない。

2通告書の発送後に発見した場合

通告書を発送した日以後において仮納付の納付書により反則金相当額の納付があったときは、

送付通告に要した郵便料金の納付を通知し、納付されたときは、通告による反則金納付の取扱い

をする。

なお、 この場合、通告書の送付費用の納付がなければ、納付された反則金相当額を還付し、反

則金不納付事件として処理する。

第6 期限後納付の本納付

1金融機関の窓口の規制から漏れて納付期限経過後に納付された場合は、交通反則通告センター

又はもよりの警察署に出頭を求めて、納付期限経過の事情を聴取して政令第51条の規定する「や

むを得ない理由」のうち「その他これに準ずる理由でやむを得ない事情があった」に該当すると

認定したときは、政令第51条に規定する「やむを得ない理由」があった旨の認定書（様式第21号）

を関係報告書に添付する。

なお、他府県居住者の場合は、住所地を管轄する警察本部長に認定を依頼する。

2 調査の結果、本件の具体的内容、納付の遅延した理由等を総合的に勘案し、政令第51条に規定
する「やむを得ない理由」に該当せず、交通反則通告制度によって本件の完結を行うことが不適

当と判断されたときは、無効な納付として返還し、反則金不納付事件として処理する。

第7 少年事件の特例

1 家庭裁判所に対する通知

少年の反則者が法第130条の2第1項の規定に基づく家庭裁判所の指示により反則金を納付し、

又は納付しなかった場合は、指示による反則金納付者・不納付者通知書（様式第23号）により指

示をした家庭裁判所又はその支部に通知する。

2 納付書の交付

法第130条の2第1項の規定に基づく家庭裁判所の反則金納付指示を受けた少年の反則者から、

家庭裁判所の指示書を提示して納付書の交付の申し出があった場合は、当該指示をした家庭裁判

所又はその支部の所在地を管轄する都道府県警察本部の歳入徴収官をあて先とする納付害を交付

事件区分
e

交通警察官室

成人事件 居住地の交通警察官室

少年事件

大阪地方検察庁堺支部管内の居

住者

上記以外の者

①

●

堺交通警察官室少年分室

大阪交通警察官室少年分室
C e



する。

第8 専決事務

、この業務の処理に関しては"大阪府警察処務規程(昭和30年大阪府警察本調ll令第31号）
2に掲げる交通部長及び交通指導課長が専決処理する以外の事務は､通告官において行う。

別表第

第9 細部事項

この要領の細部事項については、交通部長が定める。
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回携帯亀話口無線通蔭装置を使用 口画像表示用装置を手で保持して画像を注視

回

使用等幌持） 71(6の印､･120．1伽 71(5の釘、 120． 1側 ．

補足欄□

ロ響察署長の交通規飼
5. 1 ．令3の2

ﾛ不塵愈によ"憾(:霊繍謹‘目鯛::鵲讓:ﾛ…麺。｡…辱）不履行

(6)

反則行為の種別

車両等の種類(○印のもの）
牽
引
立

丘
鼓

原
付
車

二
■
車

仔
通
車

大
型
本

反則行為の種類

号
の
番
も
□
だ
の
ん
範
囲
配
で
⑤
印
記
○
上
を

(刀反貝ﾘ金租当額

000円

道路交通法第126条の規定により上記のとおり告知しますb
9 勺

有効期限

免
杵
年
月
日

免
許

第
一
種

二・小・原

その他

第二種免許

免許の種類

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

有無

種
類
大
型
中
型

筆
中
型

普
通
大
特

大
自
二

晋
自
二

小
特
原
付
け
引

大

二

中

二

普

二

大
特
二

け
引
二

侭考

l この保管圧は､有効期
問中は運転免詐旺とみ屯

されるものですから、退
転するときは､必ず携帯
してい鞍ければなりませ

ん．

2運転免許旺は､あなた

が指定された日時及び俎

所に出頭したときに、こ

の保管柾と引換えに返還
します。

免許の条件



様式第1号（甲）

裏

運転免許証を保管された場合は、 lllに出頭してください。

● 0

1 交通反則通告制度に関する説明
｡ ●

(1) 交通反則通告制度は、反則者が下記(21の手続で反則金相当額を仮納付

し、又は下記(3)、 （41の手続で反則金を納付すれば刑罰が科されなくなる

(少年については家庭裁判所の処分も受けなくなる）という制度です。

あなたは、反則者として告知を受けましたが、次の欄の記載事項に従

い表記(71の反則金相当額を仮納付することができます。仮納付をした場

合には、告知を受けた日からおおむね2週間目の日に、警察本部長が公

示して通告（次の欄記載の公示通告の場所で表記の告知年月日と告知書

番号を氏名に代えて掲示して行います｡）を行います。その場合には、

その仮納付は反則金の納付とみなされ､表記違反について刑罰が科され
$ 0

なくなります（あなたが少年の場合は家庭裁判所の処分も受けなくなり

ます｡）

e g

なお、仮納付をした場合には、出頭する必要がありません。

'3） あなたが仮納付をしなかった場合には、警察本部長が反則金の納付を

通告します。あなたが出頭の日時及び場所を告知されているときは、出

頭した際にその通告を行います。

郵便で通告書を送付された場合には、通告書の送付費用も併せて納付

しなければなりません。

'41 反則金の納付は、あなたの任意です。通告を受けた日の翌日から起算

して10日以内に反則金を納付した場合には、表記違反について刑罰が科

されなくなり、又は家庭裁判所の処分を受けなくなりますが、 この期間

内に納付しなかった場合には、刑事訴訟手続又は少年審判手続で処理さ

れることになります。
◆

I51 この制度の手続について不明の点があれば、もよりの警察署でお尋ね

ください。

2仮納付の期限、場所及び方法並びに公示通告の場所

(l1 仮納付の期限は､あなたが告知を受けた日の翌日から起算して7日目

の日（納付書の納付期限欄記載の日）です。

121 仮納付の場所は、 日本銀行本店、支店、代理店又は歳入代理店（全国
■ ■

の銀行、信用金庫の本店又は支店、郵便局（簡易郵便局を含む｡)．ただ

し、一部の金融機関を除く｡）です 。
｡ ｡

(31 仮納付するときは、仮納付の期限内に上記(2)記載の金融機関の窓口へ

納付書に表記'71記載の金額を添えて納めてください。納付書の第1片は、

領収書としてあなたに渡されます。

なお、分納はできません。

'41 公示通告の場所

大阪府門真市一番町23番16号

大阪府警察交通反則通告センター掲示板

3 出頭場所((11， {21どちらかに出頭してください｡）

(ll門真市一番町23番16号 i (21和泉市伏屋町五丁目13番1号

大阪府警察交通反則通告センター

電話06 (6904) 3010

1

１
１

I
●
■

ーーI■■ I■■ ’■■ I■■ 1■■ I■■ーI■■ ■■■ I■■ I■■ I■■ー’■■ーI■■ー。■■一一I■■

1

Ra■

E人壽謹
型匡三二
－－1「_一一一

l
q■■－

1

大阪府警察交通反則通告センター光明池分室

電話0725 （56） 1881 内線462
一一ーー■■■ーーーー■■■ーー一一一ー■■Dーーーｰーー

I ．

’
’
’
’
１
１
１
１
１
１
０
０
１
１
０

’■0◆

大園灯官曾文過履則辺倍センター
{門風迅催免駒賦住い内）
古川樋馴下車雨的1.2Km
(肌飼からパスの便げあ0J忠す.）

丈■、■U2凹団maeセンヲー屍哨捻分■

鯰哨鰭已確鞄、以般咀角》

・鹿咽鯛T■．■nC鈍飼



様式第1号（乙）

表

免
許
狂
有
効
期
限

年
月

日
産
で
有
効
・
免
許
征
住
所

代
行
一
口

辰諏調一丁一月一目1

(乙） 交通事件原票（告知書番号 可 ）
告知 日 時 年 月 日午前・後 時 分

告知者の所属

階級等及び氏名

大阪府 唇･銀

疎

等部禰
連査郎長
巡． 査

』
か
Ｑ
鋲
、
』

(1)

違反者

氏名
ｇ
Ｑ
０
４
０
０
０
９
０
０
■
０
０
０
６
ｄ
８
０
Ｑ
０
Ｇ
０
０
０
０
ｅ
０
０
０
ｏ
Ｄ
●
●
０
０
●

少

生年月日

本 籍

住 所

免許証

保謹者
又は

勤務先

12）

唾反車雨

○
ん
印で囲

だもの

(3)

違反日時

年 月 日生（ 愚）
哩
纂

(8)出頭

■（ ）

第
■
０
０
０
●
ｇ
ｏ

冒
０
０
６
■
９
０
“

》
６
６
６
６
。
●

。
●
０
６
■
。
●

ロ
０
０
日
０
■
６

ｐ
Ｄ
Ｏ
●
Ｄ
Ｄ
●

I型エエヨコ や
●
０
８
Ｑ
●
□

頁
■
●
■
■
■
■

Ｔ
■
雷
■
墨
■
■
■

Q ●
ﾛ ●

号

年 月 日 公安委員会交付

佐
所 危（ ）

氏
名 （ 鼠） |量｜ ｜鴇
大 型 車
六大中中牢牢大路

中
屋
貨

中
豊
乗

型
貨
型
県
型
貨
型
盛 型

面
積

尾杓用物里倫鞘車

管 通 車
栄賃三■軽僅§

四四
ニ

カ

用い■盛・賃三I

こい車

二
■
■

座
二

ｓ
■
ニ

大
■
二

原付 ■

小一

画値

崎庫

■
彼
草
引
車

卒
粛
用

■
軍
用

日時

月

日

午前
9.30
1

11.30

午後
1．00
＄

4－00

場
所

登録(車両)番号 号

年 月 日午前･後 時 分ごろ

免許証

保管

有・無

男・女
W

違反場所 大阪
付近

遍路
●

⑤
違
反
事
項
・
罰
条

而
碓
率
癖
訴
・
疵
即
垂

〃

毬
．
Ｆ
言
・
三
写
■
。
■
■
雀
■
冒
三
●
一
■
、
二
Ａ
Ｄ
－
ａ
－
●
・
含
●
』
■
・
輯
●
■
”
◆
一
色
●
二
・
■
口
ｅ
目
．
■
■

■
円
厘
■
呉
凸
●
二
・
●
犀
Ｅ
■
。
■
■
唾
■
■
■
■
■
■
●
廊
●
・
白
侭
旬
。
■
”
■
■
■
■
の
●
軍
■
●
面
二
ｑ
ｐ
●
●
言
■
。

遠
■
■
■
、
■
●
■
■
■
●
●
■
■
●
■
Ｄ
●
■
■
口
七
一
●
、
■
■
●
異
口
。
■
時
□
■
■
■
●
●
●
巳
●
■
呂
な
且
睡
、
■
色
●
■
■

●
■
■
■
●
●
■
■
●
と
■
●
■
●
●
Ｑ
ｅ
■
●
６
口
包
呂
と
合
。
ｐ
宕
巳
。
“
■
■
一
■
●
。
”
■
■
■
参
■
。
■
低
凸
■
■
尾
●
ａ
■

■
肉
凸
。
●
ｐ
■
■
■
回
。
■
Ｑ
●
■
■
■
■
■
■
丘
Ａ
●
。
■
■
■
履
回
。
■
■
■
■
■
■
屋
■
ａ
。
■
目
星
弓
睡
．
食
芭
■
■
■
■
■

■
■
』
虹
●
一
●
ワ
■
匡
凸
●
。

回速度超過ロ法定速皮違反 ロ指定速度遠反 （（

回

（ 以上 去道）22．1，118．0(0)､曹助 漣･I、4.1.110.1(ﾙ.令1の2

ロ高遠ロ自専道

侭号無.視口侭号樋信号〔ﾛ赤色ロ黄色〕然視
〔赤色等） 7．0． 1.】19．1【】の勘､令2．8 ．

回指定場簡ロ指定糧所一時不停止

画仙 hnyh

超過 のところ

口交差道路通行車両等の進行妨害 、
一時不停止等 43.4.8､別9.1画､含】の2 口､】胸･I⑧

通
違
通
違
進
禁

［
凶
【
図
面
凹

行区分口右側通行．

行
路
止

口歩道通行
反17．．W,119． 1鯵の2） 17．1， 119． 1鯉の⑳
禁止口一方通行遠反 ロ通行禁止場所通行
反 8．8，4．1．m･I(1の劃.令lの2 8．1．4．1．”･1(】の2】･令'の2

km/h》

.口禁止場所〔口右折ロ左折ロ直進〕
8o1．4．1．別9.1【1の画.台Iの2

■

亜更口後車があるときの進路蜜更禁止速反 ． ．
連反…2･ﾛ･】功･I“ ． ．

口指定通行帯進路変更穣止逸反
…･■.q･】．】釣･I側,合lの2

回:鰯暫零:口鯛鶏騨煽侶
一時不停止
通行妨害壁認辮繍鍾'8繍昔

興・1.129.1② ・ 漣・1．m9.1“

回携帯電話口無線通賭装置を使用 口画像表示用装置を手で保持して画像を注視

回

使用等保翻71侭の励、l”・ ］伽 71(6の印、120．1伽

補足楓□

口馨療署長の交通規制 。
6.1．…2

申 6

6

口不筐廼による爾鰯(:謡磯駕職職:目謡溌:｡…麺……）不囚行

(6)

反則行為の種別

車両等の種類(○印のもの）

牽
引
車

丘
被

原
付
車

二
■
車

管
通
車

大
型
車

反則行為の種類

上記(5)記載の口番号

を○印で囲んだもの

(7)反則金相当額

OOO円

沃頚印 道路交通法違反現認・認知報告書幡号| II |
年月 日

大阪府

大阪府 署・謀･隊長殿
司法
署・謀・隊

⑨
● ●

上飼1)の者に係る②､(3)､(4)､(5)の違反事実を ｛
毘
知
翼
記
ロ
ロ (○印のもの))したからその状況等を

報告する｡なお､違反者は､上記違反事実について、 年 月 日吹のとおり供

述害を作成した。 。

灰

述
書

(甲 ）

私刀乃エロ匡遅昼ぎしJこーと0丑帽哩のリ塞痙

とおりであります。 ．

年検

氏名
(楯印）

》
●
●
●
●
●
巳

~口争1百Iユ鋲

申

”

(裏面に続く） ；
；

）



様式第1号（乙）

裏

一

■ ■ 。 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

方位

園
＄

米
違反車

a現認始期地点

(報告書・続）

C ●

,b停止命令地点

c停車地点

.f標識位面

△現認位置

●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

特記
事項

ｊ

供
述
書
乙
●
Ｃ
Ｄ
■
■
巳
、

私は､表記違反事実につき通告を受けましたが､次の理由で所定の期限までに反則金を納付しませんでした．

年 月 日
氏名 ．
(指印）

b

１
通
告
等
の
決
定

l11 種別 口告知どおり E是正 ‘
'2） 反則金額 口告知どおり 口是正

'31 通知口要 ’
口非反則行為

ﾛ非反則者|目灘鍵篝蕊等影響運転＝
(反則行為者）
口種別違い
口違反事実なし
口反則金相当額誤記

’

決裁欄

２
仮
納
付

口有

匡無

｛
口有効 年 月 日

口過誤納（ ）

・
３
通
告
、

l1l 公示通告 年 月 日

'21 通告書交付 年 月 日

'31
通告書
送付 ｛

送 年 月 日

達 年 月 日

到達認定 年 月 日

載通告日

通告書受領

⑳

年 月 日

載納付期限 年 月 日

'41 納付期限 年 月 日

(5) 変更納付期限 年 月 日 僅
由（

更者名（

表記{1lの者に対し、表記|21131 141 1ill61の理由により

金額の反則金

金額の反則金及び送付費用（ 円） ｝
侶
表記'7)の

表記'7)の

の納付を上記のとおり通

告した。

大阪府警察本部長團

４
納
付
口有 ｛

① ■

口有効 年 月 日

口過誤納（ ）
n無

５
返
還

年 月 日 （ ） 号

円

－6－

送
致
事
件
該
当
事
由

､ロー表記l1)の者は､_上記のとおり通告を受けて法定の除外事由がない

のに期限までに反則金を納付しなかった。

口表記l1lの者が通告書の受領を拒んだため通告することができなかった。

口表記l1lの者の居所が明らかでないため通告することができなかった。

□

年 月 日

大阪府警察本部長園



様式第1号（丙）

表

免
許
証
有
効
期
限

※
反
則
金
を
納
付
し
た
場
合
に
は
出
頭
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

年
月
日
ま
で
有
効
・
免
肝
証
住
所

代
行
中
一
口
の
他
業
務
序
‐

価） 交通反則通告書(告知書番号 I
■■■■■■■■

’ ）

告知年月日

● 『

年 月 日

告知･交付者

階級等及〔

大阪府 暑‘媒

隊

I部楠
I査郡長
!． 害

●
《
４
９
鹸
々
・
一
唖

(1)
者
名
・
も
…
；
…
・
急
；
や
！
●
…
，
！
：
．
恐
‘
！
●
・
Ｉ
：
：
１
１
１
１
．
…
！
：
．

一

則
．
《
一

反
氏
一

少

生年月:日

本籍

住 所

免許証

保護者
又は

勤務先

(2)

反則車両

〔蹴司
魁ノ

反則日時

年 月 日当鋤
伍
婁

(8)納付

■

し●－●－●－－●●口の●一口●→｡－口＝｡●■＝●、●｡●e●ー■0●q…e－o●●●－●･●G●●…●●●~一○■●●■＝●口■－●｡‐一一句●●●｡ー●●●●“

虹（ ）

方

法

場
所

第
》
●
。
。
●
●
●

▽
０
０
０
０
０
日

ｉ■０８００マＧＤＯ０００ “鍵
》
●
０
●
●
０
●

一
Ｄ
Ｄ
Ｄ
ｂ
ｐ
０

■
６
■
Ｄ
Ｏ
Ｄ
■
▼
、
●
６
０
０
０

号

年 月 日 公安委員会交付

住
所 ■【 ）白

氏
名 （ 且）

厳
秦

厩
柄

我 型 車
大大牢宇準準大路

馨暫蟹蟹

緊貫醗貨

西
竜
盟
・

中
登
貨

宇
豊
乗

隠特眉蛎月鞠斡虫

管 通 車

鍾賃三睡軽ng

四．■
ニ

カ

用⑰■確貨三 ！

二曲車I

二
輯
鳳

厘
二

各
自
二

大
自
二

原付 ■

小一

璽館

時印

■
彼
最
引
車

自奉

車露

用．用

登録(車両）番号 号

年 月 日午前･後 時 分ごろ

別
添
納
付
害
に
よ
る
こ
と
．

別
添
納
付
書
記
載
の
と
お
り
。

男・女
(4)

反則場所 大阪
付近

道路

(鋤

反
則
事
項
・
罰
条

～

田口

んを

だ。

＊印

項で

そ
の
下

の
画
字

▲ 一夕

Ｕ
、
ｊ

盲
。
寺
弓
。
一
ｓ
■
．
■
■
食
■
■
昌
昼
一
■
。
二
Ａ
■
一
二
一
勺
。
Ｇ
Ｂ
』
旦
働
●
■
野
令
一
画
●
暑
昌
○
』
弓
■
■

■
打
恒
■
具
●
曾
一
。
口
琶
ｇ
■
。
■
■
■
■
■
■
■
”
■
●
【
Ｏ
、
■
Ｅ
■
。
■
■
ｇ
■
■
■
の
■
■
ｐ
■
曹
百
。
、
■
●
雪
■
。

■
■
■
■
ａ
■
●
●
賓
●
の
●
■
ｇ
Ｇ
宜
●
凸
合
α
一
七
一
▲
。
●
■
●
宮
■
。
■
■
■
■
●
■
の
■
昏
あ
●
■
二
の
及
び
、
里
■
、
■
■
。

ｒ
・

●
■
■
■
●
●
■
■
●
筐
●
●
■
む
ご
■
な
■
●
＆
Ｇ
２
を
ｑ
の
ぎ
亀
■
■
■
一
■
Ｑ
■
■
■
■
心
■
．
■
ロ
■
■
■
■
■
■
■

■
ぬ
●
．
ｐ
■
■
ぬ
■
■
。
■
■
●
■
●
■
■
■
■
里
具
●
．
●
■
舞
喧
■
・
巳
■
■
仁
■
■
■
瓦
■
ｏ
ｐ
２
腿
塞
■
・
食
■
負
■
■
鷺
■

●

■
■
一
室
●
》
。
●
Ｑ
色
よ
●
．

回速度超過ロ牢定
..〈 以上…漣‘I

ロ高遠ロ自専道

速度迩反 ．
､110?！（1）‘令ii

ロ指定速度逮反 （（
D ◇ ● 6 0

画･1..4,0、I胴･I(l>､令jの3．

回信号綴視口慣号徳信号〔ﾛ赤色ロ黄色〕無視 ‘
（琢色等.） M･I“9．1(1の2》､令2.1’

hm伽：
申 ●* q pF

超過．

km/h
｡ ■ ●6

のところ、

回指定壇南口担定秘所~時不停止 口交差道路通行車両等の進行妨蜜
一時不停止等 縄.6．1．119．1②b令】のZ 極､”･1②

回通行区分口右側通行 口歩道通行
違 反 17．Ⅳ､ 119． 】(2の2） 1?。 【、 119． 1(2の幻

ｬ ｡

回通行禁
・違

止ロー方通行連反 ロ通行禁止濁所通行
反 8.1.4.1“9.1(t”､金lの2 8．1，4．8．119･』《1の鋤.令lの2

ロ譲止場所(ﾛ右折ロ左釿ロ直遵〕
8.1 .4.1,389．I<8の画､令l唖

回進路愛更口後車があるときの進路変更禁止違反
紫止違反…2．回.】却・1画

口指定通行帯進路変更禁止違反 ．
25の2.■､4．【． '”・I⑬》､令1m ．

kwm〉

回#噂讃:ﾛ鎖舞鞠謡鯵侶菌撫昔略鰡謬繍轆{8謂溌
‘鍋｡1.119.0② 麺｡1．119．．1②

回携帯趣鯖口無線通鯖装置を使用 口画像表示用装置を手で保持して画像を注視

回

使勝(保持） 71価の5)、l酌・］Ⅲ 71鰻の印､ 120． 】則

補足檀□ ．

口瞥粛署長の交通規制
5．1，令3”

口不……灘(:霊撹震惑､:謡琵::篭漂:oa"誠辱｡参瀞毒）不厘行 ．

(句

反則行為の種別

車両等の種類(O印のもの》
● e ■■

牽
引
車

重
被

原
付
車

二
働
車

替
通
車

大
型
車

反則行為の種類

上記(5)記載のロ番号

を○印で囲んだもの

m反則金相当額
① ■

000円

(9) ．

納付すぺき金額
円

(肋

納付 期 限
年 月 日限り

(納付期限の変更が露められる場合があります｡裏面参照）
(11) .

通告年月日

｡ F ■

年 月 日

上配(2)③(4)⑤(6)の理由により道路交通法第127条第1項の規定に基づき(9)の
由

● ｡

金額の納付を通告します。

■ 勺

大阪府警察本部長 回



様式第1号（丙）

裏

注 意 事 項

1 反則金を納付する場合

I11 この通告に従って反則金を納付する場合は、納付期限を守ってくださ

い。納付期限は､通告年月日欄記載日の翌日から起算して10日目の日（納

付期限欄記載の日）です。

なお、分納はできません。

（2） 通告年月日欄記載の日の後に通告書の送付を受け、通告書記載の納付

期限までに反則金を納付できなかった方には、通告書の送付を受けた日

の翌日から起算して10日目の日まで納付期限を延長した納付書を再交付

しますから、住所地を管轄する交通反則通告センター又は大阪府下の警

察署に直ちに申し出てください。

（3） 災害により納付の場所への交通が途絶していたことその他これに準ず

るような理由（住所地を管轄する警察本部長がやむを得ないと認めるも

のに限ります｡）のために所定の期限までに反則金を納付することができ

なかった方には、その事情がやんだ日の翌日から起算して10日目の日ま

で納付期限を延長した納付書を再交付しますから、直ちに住所地を管轄

する交通反則通告センター又は大阪府下の警察署に申し出てください。

{41 納付書をなくしたり、汚したりしたため反則金を納付することができ

ない方には、納付書を再交付しますから納付期限までに住所地を管轄す

る交通反則通告センター又は大阪府下の警察署に申し出てください。

上記'21～|41の場合、必ずこの通告書を持参してください。

2反則金を納付しなかった場合

{1l 反則金の納付はあなたの任意ですが、所定の期限までに反則金を納付

しなかった場合は、表記違反事件について反則金不納付事件として刑事

訴訟手続又は少年審判手続で処理されることになります。

(21 反則金不納付事件に係る出頭日時については、

ア大阪府下居住者は住所地を管轄する交通警察官室

イ他府県居住者は住所地を管轄する検察庁

ウ少年は住所地を管轄する家庭裁判所

から通知があります。

問い合わせ先

大阪府門真市一番町23番16号

大阪府警察交通反則通告センター

電話06-6904-3010

06-6904-3070



様式第1号（丁）

表

免
鮮
証
有
効
期
限

年
月
日
ま
で
有
効
．
．
免
許
鉦
住
所

代
行
務
一
口
他
業

(丁） 取締原票 （番号 ）

告知 日 時 年 月 日午前・後 時 分

告知者の所属

階級等及び氏名

大阪府 暑・風

､隊

吾
巡
巡

邸彌
査部長
在

ロ
ム
９
伊
心
》
唖

者
名

(1)

違反

氏
０
８
０
０
０
●
●
９
０
０
０
０
０
０
０
０
０
９
０
●
０
６
０
マ
Ｄ
Ｄ
ｇ
Ｏ
８
Ｕ
Ｏ
０
０
０
０
０
０
》
０
０
０
口
■
■
９
●
●
Ｏ
Ｏ
０
。
●
◆
●
●
画
ｇ
ｑ
９
０
ｏ
０
０
０
０
０
０
０
９
Ⅱ
Ⅱ
８
０
Ⅱ
０
日
■
■

0｡●●●Gの。。●●

０
－

少

生年月日

本 籍

住 所

免許証

保護者
又は

勤務先

（2）

違反車嗣

O印で囲
んだもの

【3）

違反日時

年 月 日生（ 霞）
唾
薬

(8)出頭

虹【 ‘ ）

第
０
０
９
９
９
０

》
０
●
●
－
９
９
●

ご
り
●
●
９
９
ｑ i l

口
●
●
■
９
０
９

号

年 月 日 公安委貝会交付

住
所 危（ ）

氏
名 （ ■〉

厳
集

醗
柄

大 型 軍
大大中一皐串大陛

型
貨
蚕
采
登
貧
登
乗

型
中
蟹
貸

中
堅
乗

面
趣

尾億月錠園碇将軍

呰 通 車

屋賃三■昼■&

固固
ニ

カ

用曲■良貨三 I

二価車’

二
■
鳳

■
二

口
回
二

大
自
二

原付 8

一
■
厚

小
国
崎

宣
彼
幸
引
車

事
露

自
‐
家

用用

日時

月
日
午前
9.30
＄

11.30

午後
1．00
1

4．00

場
所

登録（車両）番号 号

年 月 日午前･後 時 分ごろ

免許証

保管
有・無

男・女
仏）

違反場所 大阪
付近

p

道路

⑤
違
反
事
項
・
嗣
条

。
｛
釦
碓
釦
鞆
奉
・
啄
酔
軒
〕

、
刀

堂
。
Ｆ
一
壱
。
一
《
等
■
。
■
■
鹿
■
■
二
二
■
一
■
・
写
一
八
▲
一
■
一
●
．
●
や
●
“
唾
．
■
■
■
、
●
一
色
●
星
。
”
・
●
ロ
■
．
■
●

■
⑤
■
■
鼻
●
●
二
。
●
渥
置
■
。
■
■
■
■
Ｂ
■
■
■
■
凸
虎
◆
。
■
お
■
．
■
碑
■
■
■
■
の
●
官
■
、
轡
己
。
ｐ
■
●
ヨ
■
。

■
■
■
■
■
■
●
■
貸
局
ｐ
●
■
■
ロ
■
●
●
骨
ｐ
一
七
』
■
。
■
■
●
句
■
。
■
ｐ
■
■
■
■
●
旬
■
畢
●
■
二
●
且
ぴ
■
■
●
●
■
■

●
■
負
■
■
●
。
■
の
と
●
●
■
町
早
■
●
■
Ｄ
Ｃ
●
■
二
幸
の
。
、
ざ
■
ｃ
Ｑ
ｅ
ｐ
－
ｐ
●
。
”
■
■
■
色
■
。
、
Ｑ
凸
句
■
■
●
■
■

■
内
●
．
、
■
●
■
は
巳
、
■
■
●
■
●
ｐ
■
■
■
■
ぬ
●
。
ｐ
■
ｐ
■
。
。
■
■
■
■
■
■
■
■
●
．
■
■
戸
毘
二
ｇ
ｏ
食
■
■
■
■
■
●

■
■
一
正
●
一
今
●
■
Ｅ
ａ
８
．グ
＆

回速度超過口法定速度違反 口術定速度違反 〔（
《 以上 未■）堂･I、】旧・1(1).令】1 堂．1．6．1．1咽･10)､令】の2

ロ高速口自専道

k、爪 恥/h

超■ のところ
． km/h》

回信号無視口侭号樋低号〔口赤色ロ黄色〕無視
(赤色等》 7.0．【・加9．1('の⑳､令2.1

回摺定場所ロ指定橿所一時不停止 口交差道路通行車両等の進行妨害
一時不停止等 ⑬､0.1.118,1国.令lのZ 43.い9.1②

通
違
通
違
遡
禁

［
凹
回
回

行区分口右側通行 口歩道通行

行
路
止

反 17．】v､ 119． 1(2の2） 17． 【、 119， エ(”幻

禁止ロー方通行遠反 ロ通行禁止場所通行

変
違

反 e･ロ､4.1,加9.111の2．令lの2 8.1,0.1.119.1｡の動.令】の2

口禁止圏所〔口右折口左折.ﾛ直進〕
0.8.4.1.1】9.1(1のa令】の2

更口役車があるときの進路変更鍍止速反
反 2”2･ロ.】釣･'四 一

ロ摺定通行帯進路盛更談止違反
2”･■､4.1,1釦･ I側.令】の2

回餅誓者:口鯛藷鰡騨導侶一時不停止口進路前方横断歩道等を横断通行妨害しようとする歩行者梓あるとき
詞･I･加9． 1② ・勢･】、889.1②

回携帯亀話□無線通醗装置を使用

侶
’ 1

一時不停止

通行妨害

口画像表示用装置を手で保持して画像を注視
･使用等(保持） 71(5の印、 120．1伽 7】(5の鋤、 1”・ I側 ．

回

補足掴□

口轡察署長の交通規閤 ．
5．1．分3の2 ‐

ﾛ不塵遮によ報競(::;d繍鰹昌聴鰯:駕簿:｡…逼辱｡診箭零蕊）不屈行

違反登録票

①
区
分

違反(6ル
ー

、
趣
司

②
年
月 ． 錘

I■■■■■■■■■■

． 月． .。
③
性
‘別

5(1
一

■■■■■■■

女if

罐重 □
■

⑤
免
番

⑥

番
号
事
件

6 2

．
●
り
い
ｒ

所
風

I■■■■■■■■

番
号

■■■

。
’

⑦
発
生

｜
ロ
’ 月 日

博

０
に
国

’
一

一

ご■

I■ q■ q

＝

II
■■■■■■■■

③
住
所

⑲
路
綴

■■■■■■■■■

■
■
Ｐ
Ｉ
Ｄ
■
０
，

』
ご
記
ご
毎
Ｆ
■
写
辱
■
閉
。

■■■■■■■■■

１
１
；

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

一

u

壹壹【
P■■■■■■■■ 一

■■■■■■■■■ I■■■■■■■■ I■■■■■■■■

Ｌ一■■Ｆｒ

Ｄ

ｂ

Ⅱ

８

Ｆ

ウ
ー

年 月 日

■
Ｄ
ｒ
９
Ｄ
Ｄ

四

図
劣
処
理

翌
■■■■■■■■

応F
■■■■■■■

■■■■■■■■



一一－－

様式第1号（丁）

裏

行政処分原票

路
線
名

口国道（ ）口主要地方道（ ）

口府道（ ）

口市町村道（ ）□その他の道路（ ）
与 り

免
許
種
別

一

種

｜
大
型

｜
中
型

一

準
中
型

｜
普
通

｜
大
特

｜
大
自
二

｜
並
国
古
回
二

■■■■■■■■

小

特

｜
原
付

一
け
引

一

一

種

｜
大
型

｜
中
型

｜
普
通

｜
大
特

一
け
引

仮
免

I■■■■■■■

大

型

｜
中
型

I■■■■■■■■

準
中
型

｜
普
通

情
状

屯

■ 4

｡ ■

備

考

｡

由

g G c

速度
違反

□

● ■

定
し重ダ一口追尾(パト・白バイ） □皇壽蕊 (固定・移動）

※口自府県事案 口他府県事案

移送番号（ 公安委員会第 号）

※移送年月日 （ 年 月 日）

移 送 先（

o ウ

9 6

公安委員会）

｡



様式第1号の付記

駐停車違反専用として使用する場合にあっては、様式第1号の次の表の左欄に掲

げる部分については、それぞれ同表右欄に掲げる様式によるものとする。

(甲）票の表 後記1の様式

(乙）票の表 後記2の様式

(乙）票の裏の報告書・続欄及び特記事項欄 後記3の様式

(丙）票の表 ●

◆

後記4の様式

(丁）票の表

勺

後記5の様式



様式第1号の付記

恥
免
許
証
有
効
期
限

く 票の表1

年
月

日
ま
で
有
効
・
免
許
証
住
所

し

(甲）交通反則告知書･免許証保管証（番号
0 6

0 0
■ ■ ）

告知・交付日時 年 月 ﾖ午前・後 時 分
告知･交付者の所属
階級等及び氏名

大阪府 署
隊
･課
警部補
巡査邸憂
巡査 .

P ｡

④

(1)
寡
り
が
華

凸
■
■
》
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｐ
■
■
■
■
■
■
■
■
甲
■
■
守
●
■
■
ａ
■
■
ａ
■
■
凸
■
■
》
●
■
■
酉
凸
■
■
■
■
ワ
ニ
■
■
》
凸
■
■
ず
。
ａ
■
■
》
■
■
守
●
■
守

反則者
氏名

少

生年月日

本． 籍

住所

免許証

保霞者
又は
勤務先

(2)

反則車両

(澱:）
|：
同 1日時

年 月 日生（ 歳） 蘂

電（ ）

第
１
１

１
１

０
１

1 1 1

1 ． 0 1

1 0 眠蕊*蕊::：

1 0 鱗
１
１

０
１

１
０

０
１ 号

年 月 日 公安委員会交付

住
所

篭（ ）

氏
名 （ 歳）

鼠
鴬

続
柄

大 型 車．
ｆ
《
居
り
や
Ｂ
２
０
ｊ

中
型
貨
物

中
型
乗
用

大
型
貨
物

大
型
乗
用

龍
欝
物

１
１
１
噂
１

普 通 車

軽
三

軽
四
貨

軽
四
乗

三
輪
貨
物
乗
用

ミ
ー

ー

力
1

二輪車

二
種
原

軽
二

普
自
二

大
自
二

馬 付車

一
種
原

小
型
特

重
被
牽
引
車

事
粟
用

自
家
用

(8)仕

日時

月
日
午前
9．30
＄
11.30
午後
1．00
＄
4.00

頭

場
所

裏
面
記
載
の
と
お
り
。

登録（車両）番号 号

年 月 日午前・後 時 分ごろ

免許証

保管
有・無

男・女 侭
I
則恩所 大阪

付近
遮路

●
母

⑤
反
則
事
項
・
罰
条

一

．
を
○
印
で
そ
の
下

囲
ん
だ
事
項
・
の
数
字
～ 一

～

堂
．
一
壷
ｓ
苧
昌
一
は
、
道
路
交
通
法
四
四
条
．
二
九
条
の
二
一
項
一
号
、

鋤
一
ｓ
鱈
は
、
同
法
施
行
令
一
条
の
こ
の
例
に
よ
る
．

、＝

『
早
閏
ｕ
Ａ
司
鈩
冗
口
差
需
凹
起

田
故
■
駐
車
廻
反

秀
匹
Ｐ
●
嘩
止
■
両
■
』

図
・
岬
謂
隠
獺
．

目
回
□

禁止坦所放置(（時
禁止燭所I口駐口停I鯛}鵠9漁)Ⅷ弓瀞il,d塁謡44i齢を職呼1令,の,，
時間制限駐車区間で指定部分に従わないで、駐車枠外である交差点等における放圃(｛時分間)）
49の3．m、4．1．割（ ）、 119の2．’'1}、令1の2

回
等
専
用
場
所
等
以
外
）

図

随
■
幽
額

一
厘
■
糠
止
毎

遵
反

拝
旬
》

■
ｊ
ｒ
■
■

:識篝撫職震鱸識:#働鰐蝋”
□

旬 e

● C

● ｡

（
高
齢
運
転
者
塞

回

鵠
9反

■
４
０
■ 回嬢止場所放画(（ 時分間))119の2．’ '1) 1口法定“（ ）､45の2．1 口指定“､4.1,45の2.1､令lの21

鰐継灘馴に鐙膨”回禁止糧所（ロ駐口停｝車（（時分間)） 119の3． 1111

■高齢運転者等専用時間制限駐車区間で標章車以外の車両の

｛日蕊||鷺柵脇:1:{:MI I:慨洲'零磯

専
用
燭
所
等
）

⑥
詣
霊
砲
嶺

■
■
■

２
２
の
の
１
ｌ
令
令
も
も
ける

Ｉ
Ⅲ
１
冊
お

●
、
〃
』
●
一
⑪
〃
上
↓
』

． I （ ）､45の2

・ 1,4.1,45の

．I （ 1,45の2

．I､4.1,45の
両の駐車枠内1
1の2
1の2

2･ 11II{目識

麟篝
3．1 111

で標章
､119の2．’'11，令
､119の3．’'1}、令

の
の
間
Ｉ
Ｉ

119

119

車区
4,4.
4,4.

■禁止燭所放置I（時分間)）

■禁止場所駐車(（時分間)）

回高齢運転者等専用時間制限駐

侶蕊|{驚調|鵬
袖足梱ロ規制車趣｛口車両口自動車）
口規劇時間午｛ロ前口後） 時分から午｛口肋口後｝ 時分窪で口終日

□ .

口懸察署長の交通規制5． 】 ､令3の2

●
。

●

ロ不注意による篭塞務不履行1口119の2口119の31 ・ロ追加（ロ怯定禁止瑚所ロ道路標識等の表示による禁止制国喝所）

(6)
反則行為の種別

車両等《 ､種類(○印のもの) I 反則 ﾃ為の種類
牽
引
車

重
被

原
付
車

二
輪
車

普
通
車

大
型
車

|上記(，記載の口番号
Iを○印で囲んだもの
■

(7)反 金相当額

0□
000円

道路交通法第1263 §の規定により上記のとおり告知します。

有効期限

葦
月
日

免
許

第
一
種

二・小･原

その他

第二種免許

免許の種類

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

有無
一

大

一

大

■■■■■

普

種
類
大
型
中
型

準
中
型

普
通 特
自
二
自
二

小
特
原
付
け
引

大

二

中

二

普

二

大
特
二

け
引
二

有効期
とみな証

の保管証は
は運転免肝
るものです
るときは、
いなければ

です

ば

から、運
は、必ず携帯
なりませ

考
こ
中
れ
す
て
。

傭
間
さ
転
し
ん
紐饒鋒鉾郡吋窓かた

●
。
ｌ
丑
《
》
〃

免許の条件
｡

｡ O ①

口
運
転
代
行
業
務
中



様式第1号の付記

ｊ乙
免
許
証
有
効
期
限

く
，

票の表2

年
月

日
ま
で
有
効
・
免
許
証
住
所

運
転
代
行
業
務
中
□
そ
の
他
業
務
中

仮
納
付
期
限
一
・
．
二
呂

違反番号m-m司-m｢｢｢]-｢｢n- n

(乙） 交通事件原票（告知書番号
0 0

0 0
● ■ ）

告知日時 年 月 日午前・樹 時 分
b

§

告知者の所属
階級等及び氏名

大阪府 署・扉警砺補
隊 爵査部：

ヱ
リ
が
塗

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｏ

９
０
０
０
０
０
０
０

者
名
反

仙
違
氏

少

生年月日

本籍

住所

免許証

鱗
2）

版車両

認弱）
ル
趣肩円時

年月 日生（ 歳)|鑿’

電（ ）

第
● ■ ■

0 ． l I
Q Q D

ｇ
一
口
■
Ｇ

Ｂ
一
■
日
日

■
一
■
■
■

● ■

】 I
● ■ 灘

■ ■ ■ ■

0 1 1 0．
■ ■ ● ■

号

年 月 日 公安委員会交付

住
所

氏
名

電（ ）

（ 歳）
岾
耽
叫
画
に

続
柄

大 型 車

中
型
貨
物

中
型
乗
用

大
型
貨
駒

大
型
乗
用

路
面
電
車

大
型
特

甲
車
由
費
物

登録(車両)番号

普 通 車

乗貨三軽軽軽ミ
ー

四四 万
用物輪乗貨三I

二給車原付車’

韮
号

二
種
原

軽
二

普
自
二

大
自
二

一
種
原

小
型
特

年 月 日午前・後 時 分ごろ

(8)出頭

日時

月
日
午前
9．30
＄
11.30
午後
1．00
＄
400

場
所
一

免許証
保管
右・無

男・女
(4)
鐡反鰻所 大阪 甲

付近
道路

⑤
違
反
事
項
・
罰
条

へ

ロ
を
○
印
で
そ
の
下

●

囲
ん
だ
事
項
の
数
字
~ 一

÷

堂
．
一
這
ｓ
苧
一
三
は
．
道
路
交
通
法
四
四
条
、
二
九
条
の
二
一
項
一
号
、

鋤
一
ｓ
唾
は
、
同
法
雄
行
令
一
条
の
二
の
例
に
よ
る
。
⑩
、 一

（
高
齢
運
転
者
等
専
用
墹
所
等
以
外
）

（
高
齢
運
転
幸

田

謡
呂

１
個
等
専

１
用
墹
所
等
以
外
）

図

魁

鵠
9反

酎
個
凪
卑
遡
反

一
吐
■
嘩
止
巴
康
ｑ
》

門
己
１
国
。
■
■
ｇ
９
Ｇ
刃
凸
句
令
＆
●
、
凸
■
・
冗
出
■
。
■
ｑ
Ｊ
も
■
■
Ｊ
旬
●
凸
■
■
呂

圓議篭駕織雛織蝉噸#螺熱鶴灘1鳶1Wh1
49の3．m、 4．1，“（ 1， 119の2．1|】}、令】の2
口

圓議蕊騨圃鰯鵬捌霊鋼悶懸戦簾
’ 49の3．Ⅱ､4．1､】19の3．111}、令1の2
□

２
２
の
の

１
１ I

、
宇
阜
叩
Ａ
口
内
風
曽
戸
画
尾
田
》
ｍ
ロ
呼
子
可
１
五
町
か
げ
り
腰
ｒ
〆

日

劇
田
圃
皿
遭
反

■
ず
や
■
Ｐ
二
■
■
●
一
戸
し
巳
■
■
二
、
■
■
と

一
団
“
猫
睡
麗
磧

■
且
■
■
■

■
酉
』
ロ
■
・
１
１
４
１
１
４

１
１
０

回禁止喝所放置(（時分間)） 119の2.111} 1口法定“（ ）､45の2．1 口指定44,4.1,45の2.1､令1の21

ﾛ蒙止醤蔚{.駐ロ僻'鰯((時分圏"11,の3． 1''1{目瀦鮎協.11，令,の，
回高齢運転者等専用時間制限駐車区間で標章車以外の車両の法定駐停車禁止場所である駐車枠内における

｛呂鯛I鷺鰡慨鮴剛| }:II;8;:{|||零慨

I ‘（ ）､45の2..1

】､4.1,45の2．1､令】の2
】 I ）､45の2．1

1,4.1,45の2．1､令】の2 ．

●
■
■
。

５
５
５
５

４
４
４
４

定
定
定
定

法
指
法
指

ロ
ロ
ロ
ロ
以外の車両の駐車枠内における
111}、令lの2
11Ⅱ、令1の2

2･''''{

↓
3.’'1）

で標章
､119の2.
,119の3．

回禁止場所放置(（時分間)） 119の

回禁止堀所駐車(（時分間)） 119の

回高齢運転者等専用時間制限駐車区間

｛目網|驚鯛|慨::::｛
補足楓口規瑚車麺1口車両ロ自動車｝ ． ．

ロ

口規飼時間午（口前口後｝ 時分から午｛口前口後） 時分崖で口終日

ひ

口警察署長の交通規割5． 1 ，令3の2． ．

口不注愈による確鹿義箭不履行1口119の2口119の31．Ⅱ追加｛口注定禁止劇所口道路撮醸等の琴による禁止創限場所｝

(6)

反則行為の種別

車両等の種類(○印のもの) ！ 反則行為の種類
牽
引
重原

付
二
輪

普
通

大
型
車車車車被車

I上記(,記載の口番号
|を○印で囲んだもの

(7)反則金相当額

000円

決裁に1J

C ●

一 6

迫路交通法違反視認・認知報告書（番号
年 月 日
大阪府 ・ 署・課・隊

大阪府 署・課・隊長殿

上記(1)の者に係る②､側､側､5の違反事実を

L;I I )

司法 ．

｛
羅
知
現
偲
ロ
ロ

②

(○印のもの))したからその状況等を
報告する。なお、違反者は、上記違反事実について、 年 月 日次のとおり供
述書を作成した。

ｊ

供
述
書
甲く

私が上記違反をしたことは相違ありません。事情は次の i
とおりであります。 ！

年検

氏名
能帥

0 （裏面に続く）
申 ●

0

１
１

I ,



様式第1号の付記

(乙)票の裏の報告書・続欄及び特記事項欄3

● P ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

： （報告書･続）

方位米
雲違反車 －
1標識位置 ．
U

,△現認位置

い

ゆ

●

｡

●
9

4

e ■

巳 ■

6

も

■ 6

●

■

■ 旬 ｡ ■
伸 ■ q △

｡

●
■

●
■

p

●

■

● ● ■ ● ' ● ･● ● ● ● ･ ●
■

● ● ● ● ●

U

、 ● ● ● ●

特記

事項

■ a 句

駐車理由. (用件、行先等)
F D

■

■ ●

● ■

0
■ ．

● ｡

■

■ ●

G p

■ ､

● ● ‐

り

P G

L P

4 ●



様式第1号の付記

(丙）票の表4

免
許
証
有
効
期
限
年
月
日
ま
で
有
効
・
免
許
証
住
所

※
反
則
金
を
納
付
し
た
場
合
に
は
出
頭
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

運
転
代
行
業
務
中
一
□
そ
の
他
業
務
中

(丙） 交通反則通告書（告知書番弓
■ 8

1 1
■ Q ）

告知年月日 年 月 日
告知･交付者の所属
階級等及び氏名

大阪府 署
隊
・課 警部
巡査部
巡

補
長
査

(1)

寡
り
が
華
．

０
０
１
１
１
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
１
１
９
１
１
１

反則者

氏名

少

生年月日

本籍

住所

免許証

獺
(2)

測車両

:鰯）
3）
扇Hllg時

年 月 日生（ 詞 鑿

電（ ）

(8) j

方
法

糊付

場
所

第
■ ロ 5

1 1 1
● ■ ■

■ ■ ■

I ・ 』 I
■ ■ ■

B e

1 1
■ ■ 鶴

ｇ
二
日
９

■
■
■
■

■
凸
■
ｇ

■
▲
■
■

■ 白 ■ ■ ,
号

年 月 日 公安委員会交付

住
所

電（ ）

氏
名 （ 歳）

厳
縫

続
柄

ブ
ｑ
ｄ
ｑ
ｑ
４
０
ｄ
ｄ
■
。
■
■
巳
■

大
型
乗
用

： 型 車

中
型
貨
物

中
型
粟
用

ｋ
２
ｒ
ｂ

Ｉ
０
ｆ
１

大
型
特

堅
調
毒
賜

普 通 車

乗貨三軽軽軽ミ
一

四四 万
用物輸乗貨三I

二輪車

二
種
原

軽
二

普
自
二

大
自
二

付車

一
稲
原

小
型
特

重
被
牽
引
車

事
業
用

自
家
用

登録（車両)番号 号

年 月 日午前・後 時． 分ごろ

別
添
納
付
書
に
よ
る
こ
と
。

別
添
納
付
書
記
載
の
と
お
り
。

男・女 剛場所
付近

大阪 道路
⑤
反
則
事
項
・
罰
条

一

．
を
○
印
で
そ
の
下

●

囲
ん
だ
事
項
の
致
字
～一

へ

念
．
一
ち
ｓ
苧
一
三
は
、
道
路
交
通
法
四
四
条
、
一
一
九
条
の
二

才
一
ｓ
嘩
は
、
同
法
施
行
令
一
条
の
こ
の
例
に
よ
る
。

一
項
一
号
、
）

、 、
列
画
停
車
遡
反

:謙譲駕撚:蝋熱噸#螺製織蝋1洲愉Ⅱ
49の3．m､ ､4．1， 44（ ）、 】19の2．111)、令1の2 ．
□

G

図
譜
闘
噌

囚

ｌ
ｆ
Ｉ
ｉ
ｌ

一
画
■
確
土
頓
両
■
】

回灘蕊嬢||鶯調IH職洲旧蕊糾｜侶穰斜:::I::
目鯛鍔僻砺融噌拠1農分間超過時分間のところ時分間)）

1の2i
lの21

□ ．

申

、 -

G ●

（
高
齢
運
転
者
等
竜

園

酌
■
困
却
遡
反

《
腫
停
■
猷
止
■
属
■
》

『
口
駐
仔
車
遭
反

回禁止栂所放置(（時分間)}119の2．1111 1口法定44｛ ）､45の2．1 口指定44,4.1,45の2．1，令1の21

回禁止堀所（口駐口停1車（（時分間)） 119の3． 1 111
● ■ 侶

法定44｛ ）､45の2． 1 ． 。
指定44,4.1,45の2．1､令lの2

回瀧禰周蕊『職鰯寄i撫職藷停車…である離嘩内におけ‘
専
用
場
所
等

竜
専
用
場
所
詮
ｐ
り

回

故
国
酌

《
田
■
幸

ｌ
：

雨
到
駐
停

げ
一
軍
選
反

律
喝
時
ｑ
』

■
遭
反

車
遭
反

回禁止塩所放腫(（時分間)） 119の2．1111

回禁止塔所駐車(《時分間)） 119の3．1111

.回高齢運転者等専

｛目鶴||鷺

{目
｛

法定45．1 （ ）､45の2．1

指定45.1,4.1,45の2．1，令1の2
口法定45．1 （ ）､45の2．1 ．
口指定45.1,4.1,45の2PI､令lの2

用時間制限駐車区間で標章車以外の車両の駐車枠内における 。
分間))49の4,4.1,119の2．1
分間})49の4,4.1,119の3．1

、
９

凸

■

▼

１

９

６

４

日

日

△
■
Ⅱ
■
の
０
日
Ⅱ
■
Ｉ ２

２
の
の

１
１
令
令

稲足砺ロ規制車租（口車両ロ目動車）

■

□

ロ規制時間午1口仙口後｝ 時分から午（口前口後}・ 時分寵で口擦日

口警察署長の交通規閣5．1 ､令3の2

● 吟●

口不注意による確霊務不履行I□I】9の2口119の31 ・ロ追加（口注定禁止場所口道路標識等の表示による祭止刷限堀所）

(6)

反則行為の種別

車両等の種類(○印のもの) 1 反則行為の種類
蕊
引
雛

原
付
車

二
輪
車

普
通
車

大
型
車

|上記(，記載の口番号
|を○印で囲んだもの

(7)反則金相当額

000円

(9)

納付すべき金額
円

(10

納付期限
年 月 日限り

(納付期限の変更が認められる場合があります。裏面参照）

(1D

通告年月日
年 月

p ●

日

上記②側削り⑥の理由により道路交通法第127条第1項の規定に基づき9の

金額の納付を通告します。

大阪府警察本部長回
e O



様式第1号の付記

(丁）票の表
Ｆ
Ｄ

免
許
証
有
効
期
限

年
月

日
ま
で
有
効
・
免
許
証
住
所

運
転
代
行
業
務
中
一
□
そ
の
他
業
務
中

(丁） 取締原票 （番号
U U

I I
● ■ ）

告知 日時 年 月 日午前・後 時 分

告知者の所属
階級等及び氏名

大阪府 薯・課
隊

醤郡稲

巡査部長
巡 査

｛
ふ
り
が
な
一■
０
■
０
■
０
口
９
８
■
Ｏ
Ｕ
Ｏ
Ｕ
Ｏ
Ｕ
Ｂ
■
０
●
■
０
■
９
■
Ｕ
■
Ｕ
ａ
Ｕ
Ｑ
Ｏ
Ｑ
Ｕ
ａ
Ｕ
Ｄ
９
■
Ｏ
Ｂ
Ｕ
■

反者
名

Ⅱ
違
氏
．

Ｉ

少

生年月日

本籍

住所

免許証

保護者
又は
勤務先

|21

違反車両

(R")
(31
撞反日時

年 月 日生（ 歳） 蘂
(81出頭

篭（ ）

第 １
１

１
０

１
１

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｏ
Ｏ

－
１●

－
１ ：

内
’
鮒
●
叩
詔
な
輯

中

■

■

Ｇ

ｑ

Ｐ

凸

■

典

■

典
叱
叱
も
Ｌ
６
．
℃
●
・
弘
巳
。

Ｌ
■
Ｄ
Ｄ
凸
ｂ
’
１
多
℃
埴
日
■
ｈ
■
、
５
０

１
１

０
１

１
１

１
１ 号

年 月 日 公安委員会交付

住
所

電｛ ）
氏
名 （ 歳）

月
３

小
渚
南
陛
毘
、

続
柄

大 型 車

路
面
電
車

大
型
特蕊

中
型
貨
物

中
型
乗
用

大
型
貨
物

大
型
乗
用

普 通 車

乗貨三鰹軽軽ミ
一

四四 万
用物輪乗貨三 I

二給車

二
種

軽普
自
大
自

､二二二原

1

1 鼠付耳
ｐ
‘
■

一
種
原

小
型
特

重
被
牽
引
車

事
業
用

自
家
用

日時

月

日
午前
9．30
1

11．30

午後
1．00
1
4．00

場
所
一

登録（車両）番号 号

年 月 日午前・後 時 分ごろ

免許証
保管
有・無

男・女
'41
違反場所 大阪

● ●

付近
猫路

側
違
反
事
項
・
罰
条

（
如
権
津
銅
転
．

そ
の
下

の
数
字
ー

一

堂
．
一
壱
ｓ
や
二
一
は
．
道
路
交
通
法
四
四
条
、
二
九
条
の
二
一
項
一
号
、

才
一
ｓ
腿
は
、
同
法
施
行
令
一
条
の
こ
の
例
に
よ
る
．

＝ ＝

■

（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
以
外
）

田

駐
車
違
再

空
爪
止
峨
断
等
）

図

放
浬
《
震
摩

駐
車
遮
反

難
止
鰯
厨
等
》

図

駐
停
車

《
匿
停
丘
凧
止

回

駐
停
車
遮
反

《
雇
車
醸
止
鱒
碕
辱
》

回禁止鳴所放置(（時分間))119の2． 1 {11 1口法定44（ ）口指定44，4． 1、令1の21

回禁止場所1口駐口停I車(（時分間)） 119の3． 1111 (口法定“（ ）ロ指定44， 4．1，令lの2i
回時間制限駐車区間で指定部分に従わないで、駐車枠外である交差点等における放置(（時分間)）
49の3.Ⅲ、 461，441 ）、 119の2．1 11}、令1の2 ．
□

回禁止場所放置(（時分間))119の2．IIll lp法定45．1 （ ）口指定45．1， 4．1､令1の21

回禁止喝所駐車{（時分間))119の3.1111 1口法定45．1 （ ）口指定45．1， 4．1.令lの21
回時間劉限駐車区間で時間超過{（ 時 分間超過 時 分間のところ 時 分間)）

□

49の3．Ⅱ､4．1，119の3． Ill1、令1の2

（
商
齢
運
転
者
等
専
用
堀
所
等
）

圓
遡
鍾
率
癖
蕊
奴

回
放
圏
駐
車
違
反

《
駐
軍
麟
止
填
雨
眸
）

図

駐
停
車
迩
反

《
荘
停
■
域
止
屠
麟
騨
》

圃
謹
需
岬
趨
牽

回禁止堪所放圃I（時分間)）119の2．IllI lp法定“（ ）､45の2．1 口指定44,4.1,45の2. 1．令lの21

■禁止場所｛口駐口停）車（（時分間)） 119の3． 1|Ⅱ ｛
口法定44（ ）､45の2.1
ロ指定44,4.1,45の2．1､令lの2

回高齢運転者等専用時間制限駐車区間で標章車以外の車両の法定駐停車禁止喝所である駐車枠内における

｛
口放置(（時分間))49の4,4.1,“（ ）.119の2．1Ⅱ1．令1の2
口駐車(（時分間))49の4,4.1,44（ ）､119の3.1111,令1の2

回禁止場所放置(（時分間)） 119の2．1

回禁止場所駐車(（時分間)） 119の3．111｝

１
１

口法定45．1 （ ）､45の2． 1

口指定45.1,4.1,45の2．1，令lの2

口法定45.1 （ ）乳5の2． 1
口指定45.1,4.1.45の2.1,令Iの2

稽蕊蒲鳳蕊鰯瀞繍瀧瀞…｜こおけ。
回

檎足梱．規制車種（．車両口自動車｝

□

．規刷時間午1口前口後｝ 時分から午（口前口後） 時分宝で口終日

C e

口警察署長の交通規制5．1，令3の2

● P

口不注童による確露縫務不履行|□】19の2口119の31 ．Ⅱ迫、｛口法定禁止喝所口道路標厳等の表示による禁止閣限喝所）

違反登録票
｡ ｡

①
区
分

臣反61,

’

逮愚、 （
f

j

嵐
、
口
吻
〆
卓
凸
一
。
■
■
■
口

一

年

－

月

一
●
－

日

③
性
別

男!Ⅱ

’

女側

’

④垂毫 」 」」」 」 ■■■■■■■■■■ ＝＝ I■■■■■■■■■

I■■■■■■■■■

鬘
番 ． ． ． ． ． 司

■■■■■■■■■■■■

I■■■■■■■■

｝
一
コ
ー ■■■

． ． ．
■■■■■■■■■■■■

． ．
⑥
灘
件号
一

国 ヨ
｜

コ
ー
ド

所
属

■■■■■■■

■■■■■■■

■■■■■■

|’ー
一

；
． ． ．

番
号

I■■■

■■■■

■■■

I■■■

■■■

I■■■

■■■

I■■■

■■■

I■■■

一
一

⑦
発
生 ． ． 年．

■■■■■■■■

I■■■■■■■■

■■■■■■■

月 ． ． 日

「
■■■■■■■■■

■■■■■■■■■ 時

|；

耐
剛
シ
ー
エ
可
Ⅷ
ヨ ■■■■■■■■■■ ．

】
■.
－

．
⑨
住
所

■■■■

． ．
１ ，
§
良
一 ． ． ．

■■■■ﾛ■■■■

－

⑳
免
杵 ．

■■■■■■■■

■■■■■■■■

》
ヨ

ニ

リ

■■■■■■■■

I■■■■■■■ ．
凶
違
反

I■■■■■■■■ ■■■■I■■■■■

■■■■■■■■■■■ ． .［ ．
■■■■■■■■■

■■■■■■■ ． ． ． .に
：
］

■■■■■■■■I■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■

に .隼□に 月に 日

⑮
併
合

⑯
区
分
処
理

門試

’

光駈
卜
ｂ

’



様式第1号の2 （その1）

表

取 締 メ モ （反則）

裏

、 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4違反現場付近及び違反の状況等の見取図 (メモ続）

米
方位

雲違反車
a現認始期地点

b停止命令地点

c停車地点

2標識位置

△現認位置

●

ナ
一
名

ガ
ー
者

リ
ー
反

フ
ー
違

ーI■■ I■■ I■■ 。■■ Q■■ 4■■ 1■■ーー4■■ーーーI■■ｰ－1■■ー■

扱者 (番号 ）
１
１
１
１

●

０
１
１
１

取締日

(天候）
｡

年月 日

（ ）

違反

種別
路線名

●

、
公委会
■一

父 付

特記事項

1 現認又は取調べの状況

2違反者の弁解及び情状

3告知書の受領を拒否した

者については、その状況
* ●

● 申



様式第1号の2 （その2）

表

裏

4違反現場付近及び違反の状況等の見取図 (メモ続）

米雪違反車
里標準位置

△現認位置

●供述駐車時間
（時分くらい）

方位

● ●

取締 り メ モ （反則）

違反番号

(標章番号）

－ －

●

－ 一6 2

電算入力 口済 入力日（ 年 月 日） 令 0

レッカ ー

移動の有無

中

口有 口無 レッカ ー 番号 －

確認方法

口違反者の供述

□その他

口使用者の供述 口検査証

C ‐

車検証記載

の使用者と

異なる供述

をした場合

住 所

会社名等

本拠の位置

TEL ( )

フリガ士一

違反者名

－－ｰI■■ I■■ q■■ I■■ q■■ I■■－－ーーーｰ－1■■ーーーー‐

扱者 (番号 ）

■
●
■
■
■
■
■
凸
■
■

口
凸
■
■
凸
■
■
凸
■
■

取締日
(天候）
年月 日
（ ）

違反
種別

◆ 9

路線名 ②
‐

● 公委会
■ 一

父 付

特記事項
1現認又は取調べ
の状況
2違反者の弁解及
び情状
3告知書の受領を
拒否した者につい
ては、その状況

｡ ◆



様式第1号の3

(その1）

② 納付書･領収証書國

納付期限後に納付することはできません．

○警察本部・通告センターでは現金取扱いはいたしませんので現金を

送付しないでください。 ．

(その2）

② 領収控 國

(その3）

⑬ 領収済通知書函

大阪市中央区大手前3丁目1番11号（郵便番号540-8540）

大阪府警察本部

歳入徴収官 大阪府警察会計担当官殿

（
あ
て
先
）

策
1 1

1 ． 1
日 ロ

一
■
●
一
，
６
Ｄ

Ｑ

８

■

８

■

ｇ
ｏ
■
０
●

■
０
■
９
■

ｃ■
■
■
８
口

号

金 額
万I 千

1．

1

百’ 十1 円
0 1 0

I

０
１
0

(注意) ．

1金額欄の数字の訂正はできません。

2この納付書は3枚1組となっていますから

3枚とも納付場所に提出して下さい。

納付区分 仮 本 指

告知
通告
指示

年

I
月

’
日

生年月日

元号

’
年

’
月

’
日

８
０
０
■
０

８
６
０
■
０

■
一
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
９
９
■
■

、
■
Ｕ
■
Ｕ

Ｕ
■
■
■
０

一 般 会 計 内閣府主管
(6197）

大阪府警察本部（02019）

金 額
万I 千

１
１

百1 十8 円
0 1 0 0 0

1 1

｛

｢哀蚕雨1

有価証券又は収
入印紙による納
付はできません 1

上記の金額を領収しました。

(領収日付印）

納付場所 日本銀行本支店、代理店又は歳入代理店

納付期限 年 月 日まで

年度

■

】 I ・

】 ． I

■ ■ ■ ■ ■

I 1 1 1 1

1 1 1 1 1

一 般 会 計 内閣府主管
(6197）

大阪府警察本部（02019）

金 額
万’ 千

I ．

I

百I 十1 円
0 1 0 1 0

1 1

上記の金額を領収しました

(領収日付印）

納付場所 日本銀行本支 苫、代理店又は歳入代理店

納付期限 年 月 日まで

納付者通知票

第

凸
■
■
■
・
■
■
■
凸

《
■
■
■
甲
■
■
■
申
■

一
■
■
■
一
■
■
■
凸

●
■
Ｕ
《
■
■
■
●

一
■
■
▼
■
■
■
マ
▲

■
■
■
ず
●
■
。
▲

■
■
甲
一
■
■
■
凸

号

通 知 ’
年
P

’
月

’
日

金 額
千万i

l

l

円
0

百i 十・
0 1 0 1

9 1

納付期限 ’
年

’
月

’
日

領 収
年

’
月

’
日

納付区.分 1 2 3

知
告
示

一告
通
指

年

’
月

’
日

生年月日
● ■

元号 年

|月 ’
日

年度
Ｉ
Ｉ
Ｉ

ｌ
ｌ
Ｉ

１
１
１

０
１
１

１
１
１

０
０
０

Ｊ
１
１

一 般 会 計 内閣府主管
(6197）

大阪府警察本部（02019）

金 額
千万i

I

l

百0 十B 円
0 I 0 】

I ロ

0

上妃の金額を領収しました．

(領収日付印）

納付場所 日本銀行本支店、代理店又は歳入代理店

納付期限 年 月 日まで



様式第2号（その1）

送 致 書

年 月 日

下記の者に対する道路交通法違反被疑事件を送致する。

大阪府

検察庁検察官殿

長④

■■■■ー■■一一■■ー■■ーーーI■■ーーー■■ー■■一一ーー■■■■■■ーーー‐■■■■一一一■■ I■■■■一一一-一一■■■■ー■■■■一一一一一一一■■トーーーーI■■ーー。■■ーー’■■■■■■－■■、■■、 ■■－■■ー■■ーI■■ 1■■一三1■

注:移送理由の不用文字は、事例に応じ抹消する。

受理
の日

◆ ■

閲 主任官

事件
番号 年検交第 号

被疑者氏名

受理
の日

C 凸

閲 主任官

事件
番号

年検交第 号
d 色

■
● ﾛ

● ●

移

0

送 書

上記の送致書記載の被疑事件は、下記理由により移送する。
ｳ 時

被疑者現在地 犯罪地

年 月 日

記

●

● q ロ

｡ ■

｡ ■

検察庁検察官殿
e ●

検察庁

検察官副検事

移送番号 年第
4■ ●

号

閲 主任官 事 件 証 拠品 統 計



様式第2号（その2）

受理日 閲 主任官

事件番号

送 致 書

下記の者に対する道路交通法第51条の4第1項に規定す

る放置車両に係る違反被疑事件を送致する。

大阪区検察庁検察官殿
● ●

被疑者
●●

送致第 号

年 月 日

大阪府 長

司法警察員 ④

記

･--------...----..--------切取線一--------------------.･‐
■ ｡

処分結果通知書

年 月 日

大阪府警察本部交通部交通指導課御中

大阪区検察庁
り
ら

被疑者
e ●

事件番号 検第 号 。
。

処分年月日 年 月 日

検察官処分

凸 け

起訴 不起訴



様式第2号（その3）

表

(注）事件名、決定及び告知欄については□を○で囲んだ事項

下記

送 致 書 （番号
年 月 日

大阪家庭裁判所殿
口道路交通法違反事件

司法警察員警視

口自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件
を送致する。

）

少
年 年 月 日生（ 歳）

少年の職業、本籍、住所及び保穫者の住
所、氏名、年令、職業は交通事件原票(li
の記載部分を引用する。

致
由
送
事
少年法第3条第1項第1号
交通事件原票(21 131 141 151記載の犯罪事実のとおり。

意見 口刑事処分相当□保護観察相当□しかるべく □ （口指示）

備考

､ ●

受
付
大阪家庭裁判所目耆蕊溌譲鰐議等に関する法律違反保護事件

上記同日 同年 （少）第 号
B O

調査を命ずる 結果 1． 2． 3．． 4． 5． 6． 7．

前
件 ｡

本件違反種別 調
査
意
見

● ●

（ ）
● ● ．

⑨

④

0 ｡

1 2 3 4 5 6 7 （ ）

8 10 12 13 14 9. K()

決 定
少年の氏名、年齢、住居、本籍は本件記録記載のとおり。
上記少年に対する上記保護事件について下記のとおり決定する。

年 月 日
大阪家庭裁判所裁判官
C e

口審判を開始する。
●

口審判を開始しない。 口保護処分に付さない。

主文：この事件を大阪地方検察庁検察官に送致する。
理由：口犯罪事実及び罰条は交通事件原票|2113)141 151記載のとおり。

少年法第20条
口年齢超過のため。 少年法第19条第2項

□この事件を 家庭裁判所 に移送する。

決定
通知

口審判廷 □面前言渡 ． 裁判所書記官
即日 において して告知した。
口当庁 口書面送付

◆

この事件を堺支部に回付する。 年 月 日裁判官

この事件

保護事件

を
に
に
を併合する。

● ●

年少第 号

年 月 日裁判官
■

即日 において

裁判所書記官

して告知.した。

記
録
送
付
書

年 月 日
大阪家庭裁判所 裁判所書記官

大阪地方検察庁検察官殿
、 ｡

●

■

家庭裁判所 裁判所書記官殿
上記のとおり決定があったので本件記録を送付する。

受
理

大阪地方検察庁

年 月 日
(検第 号） 閲

主
任

移
送
書

上記送致書記載の被疑事件を移送する。

年 月 日

大阪地方検察庁検察官検事

検察庁検察官 殿

移送番号 年 号

受
理 年 月 日

区検第 号

閲
主
任



様式第2号（その3）

裏

経
過
一
覧

調査期 日

● ●

● ①

結 果

出不延返退

出不延返退

備 考

出頭者
氏
名 （ 歳）

続
柄

住
所

調
査
事

項

一一ｰｰーーー1■■ー’■■■■ー一一一一一ーー■■■■ーーーq■■ー1■■ｰｰー一一ーーーー－－－1■■ 1■■■■一一■■■■－1■■

トーー■■ー■■ーーーー■■ーーーーーーー－1■■ー■■ I■■ ■■■■ー■■■■■■■■ー■■ー■■－1■■■■■ーー－－■■■■ｰ■■■■■■ 4■■

｡

ト ■■ｰーI■■ I■■一一I■■－1■■■■ 1■■■■ーーーーー｛■■一一一ーーーーI■■－－ーーーー■■ ’■■ーー1■■■■ I■■ ！■■－1■■－1■■ｰ■■ロ－

lー4■■ーー■■ー■■ 4■■ーーーーーーーーーーー■■■■ 1■■ーー1■■ーーｰ■■一一ｰI■■■■ 1■■■■ ！■■ーーー1■■ q■■ｰ‐ーーI■■＝

l＝ー‘■■－1■■ｰ一一1■■ I■■ー’■■ ‘■■■■ーー1■■ー1■■ー－－－－1■■ ●■■ I■■ 1■■ I■■ I■■ー■■ーー－1■■－－－1■■－1■■ I■■ 1■■ 1■■－■■■一

･

l q■■ I■■－－－－1■■ 4■■ ｛■■ー一一ーｰ一一＝d■■ー｜■■ ’■■ 0■■ I■■－4■■ 4■■ 4■■ 1■■ｰQ■■－1■■一一ーｰーー■■■ー■■■ I■■■■■ ■■■ ■■■ーーー

1-ーー－■■ト 1■■ q■■ 1■■ーq■■ I■■一一一ーU■■ q■■ 。■■ーI■■ーー1■■－4■■~ーーーーーーーーーーq■■一一ーー－－4■■ q■■ 1■■ 1■■ q■■
●

● 々

b－－l■■一一ー■■■－1■■ーー'■■一日■■ーｰ一一一-－4■■ 1■■ q■■ 1■■ 1■■ー1■■ 4■■ 1■■ I■■ーq■■ 4■■ーーーー■■■ーーI■■ー1■■－1■■ー1■■
$

■

D一一一－－－1■■ q■■一一一一ー一一ーー｡■■一一一一一ｲ■■ーーーーｰー一一一ｰ1■■ーーー一一一一一ー■■■一一一

､ q■■ ｡■■－－－－1■■ q■■－－－－ーーーーーー－1■■ '■■ー－1■■ー－－4■■ーー一一ー1■■ーーーq■■ I■■ q■■ I■■ー－－－－ーー

D 4■■ 1■■ d■■ I■■－｡■■ I■■ I■■ I■■ 0■■ q■■ I■■ 0■■ 4■■ーーーq■■ I■■ l■■ 1■■ q■■ q■■ q■■ q■■ q■■ー'■■一一ー－1■■ーI■■ 1■■ I■■ I■■ 1■■ーI■■ 4■■ 1■■ l■■ 4■■ 1■■ d■■ー

ザ●

。 ●●もDー

決 定

この事件
を
に 年少第 号保護事件達併合する。
年 ・月 日裁判官

｡

即日審判廷で面前言
渡して告知した。
裁判所書記官

審判を開始する。少年を家庭裁判所調査官 の

観察に付する。 （審判調書作成省略許可）

年 月 日 裁判官

即日審判廷で面前言
渡して告知した。

裁判所書記官

審判を開始する。少年を当分の間当庁家庭裁判所調査官
の観察に付する。あわせて当庁道交部交通教

室において受講することを命ずる°儘判調書作成省略許可)
年 月 日 裁判官

即日審判廷で面前言
渡して告知した。

裁判所書記官

審判を開始する。少年を当分の間当庁家庭裁判所調査官
↓ p

の観察に付する。あわせて 年 月
日から同年 月 日まで に補導委託する

, (審判調書作成省略許可）
年 月 日 裁判官

。

即日審判廷で面前言
渡して告知した｡

裁判所書記官

年 月 日 裁判官

即日当庁で
して告知した
裁判所書記官

。

0

① ｡

り り



様式第3号（甲）

供 述 調 書（甲）

本籍

住居

勤務先
職業

氏名

● ●

C O

巳

電（ ）

年 月 日生（ 歳）
I■■－1■■一一ー■■■■■■ ！■■ーｰ！■■■■ーl■■ー■■ ‘■■ー■■ー一一一ー■■ 1■■ー■■ーーー‐ー■■ー－－－1■■ｰI■■ I■■ 1■■ーI■■ I■■ I■■ 1■■ｰｰｰーー1■■ ■■ 1■■ーーー1■■ 1■■ 1■■ 1■■ 1■■ーーーｰI■■■■■■ ■■ 4■■ ｛■■

上記の者に対する道路交通法違反被疑事件につき、 年 月

日 において 、 本職はあらかじ

め被疑者に対し自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げて取り調べ

たと
ー

ｰろ、任意次のとおり供述した。 C U

一 Q■■ー＝＝ 1■■ 1■■ー一一一I■■ ■■■ーｰ一一I■■ーーーq■■ーーー－－ーI■■ーー--ー－0■■ーU■■ーq■■ー｛■■ I■■一一ーーーーq■■ q■■ q■■ ロ■■ 4■■ '■■ '■■一ｲ■■ー一一一一一一一一一一－一ｰｰ－－－
6
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ゆ

●

三三 三二■■ 三三 ■■－1■■ 1■■ 4■■ ，■■■■■■■■■■■■ 4■■■■－1■■ー■■ーーー1■■ー1■■一一■■レーーーー1■■ｰ■■－－－－－■■一一■■■■ 1■■■■ 1■■ ，■■－－ー■ﾛ■ーーーーｰー4■■ーー。■■ ｛■■一一一－－1■■ー

1■■ －1■■一一一一！■■一一ー一一■■ ！■■■■ーー！■■ ■■■■ー■■ーl■■ ！■■ ！■■ ！■■ ！■■ ！■■ ！■■ ’■■ー！■■ーー！■■ I■■■■ ！■■ーI■■ ’■■ ！■■ーｰ‐！■■ ！■■ー■■■■■■■■■■ ’■■ーーーI■■－1■■ I■■
4

寺 ｡

一 ＝＝ d■■ I■■ 1■■ I■■ーーｰq■■－1■■一一1■■ q■■一一q■■－1■■ q■■ 。■■ I■■ 4■■ 1■■ q■■－－－－ーーーーーーーーーーー一一一一q■■ーq■■ 4■■一一一－－1■■ I■■－－1■■ I■■ 1■■ 1■■ I■■ 4■■ I■■－4■■ I■■ーーーI■■

｡

二 一 －1■■ I■■ーq■■ーーーーーーー一ーーq■■ 1■■一q■■ー1■■ q■■ーｰ－1■■ーー－1■■－－－ｰーーーーｰ－－1■■■■pー■■■ーー1■■ 1■■ 。■■ 4■■ ■■■ I■■ 。■■ q■■ ■■■ I■■ I■■ーI■■一一一一■■■ー－1■■ 0■■ I■■ 4■■ q■■

F

、 g

二手ー 二一 1■■ー－－1■■‐ー■■ I■■ーI■■ーー－－ｰ－1■■ 1■■ー1■■ー1■■ 1■■ 1■■－1■■･I■■ I■■ l■■ I■■－－1■■ー1■■ 1■■■■ 1■■ 1■■－1■■■■ー■■ーーーｰ1■■一一■■－1■■ーI■■ーーI■■ 4■■ 4■■ 1■■ー4■■ 4■■ 1■■ 4■

◆ ●

■■、ーー一一I■■－－－－1■■ｰ1■■■■ー■■ ’■■■■ 4■■ ■■‐q■■ーｰーー■■ ’■■ー‘■■■■■■ I■■■■ー！■■ーq■■ ’■■ I■■ー■■■■ｰ■■－1■■ ■■ I■■ ！■■ ！■■ ！■■ーーー■■ ■■ I■■■■■■ｰI■■ー■■ ’■■ I■■■■ーーq■

｡

二三一二＝ 二二 ■■■ーーーd■■ I■■一一日■■ 0■■ー'■■ I■■ーー一一ｰ一一{■■ーーーーーｰー一一一ー一一ー一一ー一一一一一一ーーI■■－4■■－－－ー－1■■ーー■■ q■■ q■■ 1■■●－－1■■ 4■■ I■■ー■■■－－
■

｡ ■ ●

4． 0

一 6

ニー ニーーニ＝ 二二 二＝ 二二一一I■■ － 0－ー一一q■■ q■■－－ーーー一d■■ I■■ー4■■ 1■■ q■■ 4■■－0■■ 。■■ q■■ーーq■■ーq■■ 4■■ q■■ q■■ 4■■ q■■ーq■■ーー■■■ q■■ー－1■■ I■■ー｛■■一－一一一一ーーー一一一一ーー1■■ I■■ーI■■

● 申

－1■■■■ー1■■ 4■■－ｰーI■■■■ ！■■ーI■■ l■■■■ー■■ーI■■■■ーーー1■■ l■■■■ーI■■ 4■■ｰq■■ー■■■ 1■■■■ーー■■■■■■■■■■ー■■ 1■■■■■■ q■■ I■■ I■■ I■■ 4■■ーーーー‘■■■■ｰ‘■■ I■■ーー■■、ー■■ I■■ー

● ●

一一■■ ｛■■■■■■、 I■■ｰI■■ー1■■■■ー一一－4■■ l■■ －1■■■■ー！■■二＝ I■■■■ 1■■ I■■ーーｰ一一ーー－1■■一一1■■ 1■■■■ I■■ 1■■ 1■■ーI■■ー－1■■－1■■ I■■ 1■■ ！■■ I■■ 1■■ 1■■ーーー■■ー1■■ 1■■ 1■■■■ 1■■ー4■■■■■■ー■■ 1■■ ‘■■

ｰーI■■ ！■■一一■■ｰｰ一一ｰ！■■一一－－－■■■ ‘■■－1■■ーー■■■－1■■ 1■■■■ 1■■■■ q■■ I■■■■－1■■ I■■ I■■ ■■■■■ ■■l ■■ー■■ ‘■■ I■■■■ I■■ーーーー1■■一一ｰーー！■■ー一一q■■ 1■■ーー1■■■■■ー｛■■ー■ﾛ■ 1■
C

G －

●

－1■■＝＝ーーーーーー一一一一ー－－1■■ I■■ 1■■－1■■一一1■■ーーｰｰｰーーーーーーーーq■■ーーー一一－1■■ 4■■ーーーー一一ｰ－－－4■■ー1■■ I■■ー－4■■ q■■－－1■■ 4■■ q■■－－ーI■■ーーー
勺

■ ●

供述人 ④

以上を録取して読み聞かせたところ、誤りのない

印した。

大阪府

前同日

ー

ｰ とを申し立て、署名

司法 ④



一

様式第3号（乙）

■ ＄

｡

供 述 調 書（乙）

住居 電（ ）

氏名

職業
■

年 月 日生（ 歳）

上記の者は、 年 月 日

において、本職に対し任意次のとおり供述した。
* ①

6

■ ● ●

1■■ーーｰ－－ｰｰーーーーー1■■ 1■■ q■■ q■■ ｲ■■ーーｰｰｰーq■■ 1■■■■Dーー－4■■－0■■ q■■ I■■ 4■■ 1■■ 1■■ I■■ 1■■ 4■■－－－ｰ一一■■■－－1■■ー0■■ I■■ I■■ ｛■■ ｛■■ I■■ ｛■■一イ ーー ■■■ 一 言＝ 吉二 一一一一一一＝＝

c c

4■■ 1■■一一ｰI■■ｰI■■■■ ！■■ 1■■－－1■■ 1■■ ！■■ーーーーーーーーー■■ 1■■ーｰｰ－－－－－－ｰｰ‘■■ 1■■■■ 1■■ I■■ ■■、ーｰI■■ 1■■ I■■ I■■ ■■■ 1■■ー1■■ーー1■■ー一一一ーーーーー－■■一二弓 1■■ーーーー

0 ■
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ゴ
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一d■■■■■■■■ー■■■■ 1■■ I■■■■ ！■■ 1■■ I■■－1■■ q■■ー■■ 1■■■■ 4■■ーーI■■－－－－ーｰｰー●■lー4■■ 1■■ I■■ I■■ I■■ I■■■■‐ーI■■■■ーー1■■■■■■ ｛■■ー■■■■■■ I■■ I■■ I■■ーー■■ I■■ーーーーーI■■■■
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■

申 ｡

■
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一一一一一一一一一一一
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一一一｛
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◆

今 ● ｡
■■’ ■■ I■■ー■■ l■■ーｰ■■■■ ‘■■－1■■ 4■■■■ ！■■ ’■■ ､－－1■■ I■■ l■■■■ーー■■ ！■■■■■■ー■■ I■■ l■■■■ ’■■ ！■■ｰ’■■ ’■■ I■■ｰ■■ 4■■ーI■■ー■■ ｛■■■■ーI■■ー！■■ーI■■－1■■ I■■ I■■－－面■■■

ー

争 ｡ 供述人

以上を録取して読み聞かせたところ、誤りのない

印した ◎

大阪府

こ とを申し立て、署名

p

● 耳

前同日

F ｳ

6 ■

｡

●

⑳

司法 ④



様式第4号

実 況見 分 調 書
● 争

被疑者

被疑事件につき、本職は下記のとおり実況見分した。

年 月 日

大阪府

司法

に対する道路交通法違反

課
隊

警察署

⑳
■

実況見分の日時 年 月 日
自午 時 分
至午 時 分

天候
6

実況見分の場所 ◆

実況見分の目的
0 ．

巳

実況見分の
立 会 人

申 ｡

e q

' ●

c の
実況見分の経過

1現場の模様 道路幅員 メートル ｛
舗装
非舗装

●

歩車道区分 ｛
あり
なし

交通量 交通整理{妻巴 {凄譽
■ 申 申

2違反を現認した当時の状況
C Q

0

凸

現 場 見 取 図

●

､ ●

■ ◆ ●

● ■

心 印 申

● ◆ ●

9

現認者と違反車両等及び違反車両と道路側端・横断歩道・信号機等の関

係距離を違反形態に応じて図示すること。 ● ●

｡

■

0

凡
例

6 口

害現認警察官

自 動 車 囮

伶
“
↓
巨
狂

二輪車

歩行者

路面電車

軌 道

■

信号機 耐

横断歩道

中央線

区分線

道路標識

一
一

－

一・一

亨



様式第5号

年 月 日
｡ ●

大阪府
■

司法警察員
殿

響 視

大阪府
●

司法 ⑳◆ ●

▽

捜 杳 報 古 書
●

■■■ー’■■ー－－ｰーーーー■■ーーーー■■ I■■一一I■■ ■■ ！■■ 1■■ ■■■一一ーーｰー1■■ーーーー■■ｰ■■トーー－－0■■ ■■、 イ■■ ’■■ ’■■ 4■■一一■■■■ーー■■■■■■ー1■■ーI■■一一■■ 三二＝■■＝＝ニーーーーー＝＝

■■■一一一一一一1■■－－1■■ I■■ I■■ I■■ I■■ーーq■■ 1■■ーー1■■ I■■ I■■ーー■■し I■■ー一一ｰｰーーq■■ q■■ q■■ーー■■■ 4■■ー1■■ I■■ I■■ q■■ー■■■ q■■ーーーーI■■－－－ｰ■■■一一一●■■一一 ＝＝ 吾＝コーーー

ーーーｰーーI■■ｰーI■■ーI■■ I■■－－一一一ー｛■■ｰｰーI■■－1■■■■ ロ■■官－1■、一一■I■‐ｰ■■■■ 1■■ 1■■ 1■■ 1■■ 1■■一一一ー■■■■ l■■ I■■ I■■ｰーーーーーーー■■ ！■■ーーI■■ーー■■ーq■■一二二－1■■ｰーー

I■■ I■■ ロ■■ーーー■■ーI■■ーーーーーI■■ q■■ q■■ 1■■ q■■ d■■ 1■■ 1■■一・ I■■ー一一ーq■■ー一一一■■■一一■■ 4■■ q■■ q■■ 。■■ー0■■■■■ーｰーI■■ I■■ I■■－1■■ I■■ q■■ q■■ワーーーー1■■ I■■ 1■■ q■■－－q■■ ■■■ー

■■■ーロ■■ ロ■■ U■■ q■■ q■■ーq■■ーq■■ーⅡ■■ー■■■ー－－U■■ q■■ーｰーーｰU■■ーー1■■ ■■■ーー■■■ーー。■■ q■■ q■■ q■■ q■■ーーーー■■■ー■■■ーーロ■■ q■■ ■■■ q■■ q■■ q■■ ロ■■一一■■■ ■■■ーー一一q■■ーq■■一

一一一一一ーー。■■ーーI■■ I■■ーI■■ー一一ーーー1■■ I■■ I■■ I■■ 0■■ I■■ 1■■ 1■■ーーーq■■ーI■■ーー1■■ーー1■■ 1■■ 1■■ '■■一一ーーーーー4■■ーーI■■ q■■ーーー1■■ーq■■ 4■■ q■■ q■■ーI■■－－－■■1-1■■ 1■■ーq■■ー

一一一一一一一■■トー■■■ーーｰ－1■■ーI■■ I■■ I■■ ’■■ 1■■ I■■ーI■■ I■■ーーI■■ーー4■■一一1■■ 1■■ーｰ－1■■ｰ1■■ー‐ーーーI■■‐ーーーｰー4■■ I■■－－■■ーーｰーーｰｰ■■一一一一一I■■ー■■ー－

U■■ー■■■ーーq■■ーq■■ q■■ーーーq■■ー■■■ー■■■ーーーq■■ ■■■ ■■■ ロ■■ーI■■一一q■■ ■■■ーーーq■■ ■■■ ロ■■ーーーーー■■■ q■■ーーーーq■■ーロ■■ q■■ーq■■ーー一一q■■ーーーーーーーロ■■一一一一ーーq■■ｰｰ■■■

ﾛ■■ ロ■■ ■■■ーーq■■ーーーーq■■一一一ー一一■■■ 。■■一一ー一ー4－一一ーーーー－－ーー‐q■■ーq■■ q■■ーーq■■ q■■ーーーーq■■ q■■ q■■ q■■ー■■■ ■■■ ■■■ q■■ー■■■ー■■■ q■■ーq■■ q■■ー■■■－－－－－■■■一ーq■■

－1■■ 1■■ q■■ーーーd■■ 1■■ 1■■ 1■■ーーI■■ー－－0■■ｰーーｰーI■■ 4■■ q■■ 1■■ 4■■ 1■■一d■■ '■■ ｡■■ ｡■■一一一一■■■ ■■■ ■■■ーｰｰ●■■ー一一ーー■■■ 1■■－－－－－ー一一一一ーq■■ー－■■､ I■■ ＝＝ 1■■ 4■■ ｲ■■ 4■■■■ d■

ーｰーー■■ーI■■ーｲ■■ーーq■■ーーーーーーーI■■ー｛■■ 1■■ｰ－－ー一一ｰ■■■ｰー●■■ーI■■ーーー■■■ーI■■ーーーー1■■ 4■■ーーーー一一ーーーI■■ーーI■■ I■■ 1■■ '■■－4■■ーI■■ｰーーｰーー－1■■

一一‘■■－－ーｰI■■‐一一一一一一一！■■ I■■■■■■■■ q■■ －－■■－－1■■ I■■ ！■■ ，■■ ‘■■ I■■ I■■ ！■■■■ ■■■ ！■■ ！■■－’■■－－1■■・ ’■■ ！■■■■一一－一一■ﾛ■－－－－－．－■■■■ ！■■ ’■■ ！■■一三＝ 二二 二二 二

ーーーーーーーーーー1■■ーーーーーーーI■■ I■■一一■■■ 1■■ d■■ 。■■ 4■■ 。■■ 1■■ 。■■ー1■■ q■■ 1■■ 1■■ーI■■ q■■ I■■ I■■ 4■■ 4■■ q■■ ■■■ ■■■ー4■■ ■■■ーーー1■■ 1■■ 4■■ I■■ー。■■ I■■ー■■■一I■■ I■■ 1■■ーーI■

1■■ 1■■ I■■ー■■ーーーーー■■■ q■■ q■■■■■ ■■■ ■■■ーーq■■ I■■ q■■ q■■ー1■■ー0■■ I■■ー－－4■■－－－－－ー＝ーI■■ I■■ I■■ 1■■ I■■ 1■■ 1■■■ﾛ■■■■ 4■■ｰq■■ 1■■ーI■■ーI■■ I■■ I■■ q■■ーd■■ ロ■■ーーーーーー

ｰ－－■ﾛ■■■■■ーI■■■■ ！■■ I■■ ！■■■■ーーI■■ー■■ I■■ I■■ 4■■ ‘■■ 1■■ー1■■■■ｰI■■ーーーI■■－1■■ｰーｰｰｰー一U■■ｰーー■■■ーーーーーーｰI■■ー■■ーーーー■■■ ■■■－1■■ー｛■■ー■■ 二二 ■■ I■■ 二二 I■■二二 I■■ 1■

ーー一一■■ 1■■ 1■■ 1■■－－q■■－－ーー■■ーー■■、ー一一ー■■ I■■ｰ■■ 1■■ 1■■ I■■ I■■ーー■■ｰィ■■■■ ィ■■ーーー■■ ！■■－－■■ー■■■■■■ ｛■■ ‘■■ー－1■■ー｛■■ー1■■－1■■ I■■ I■■■■ I■■ 1■■ イーー 1■■－－■三一

■■■ーーq■■ q■■ーー■■■ ■■■ーー■■■ーーーーーーーーーーーーーーI■■ q■■ q■■ーーーーーq■■ー｡q■■ q■■ーロ■■ー。■■ーーーー一一q■■一一ー■■■一一一一一一一ーーーーーーq■■ ■ﾛ■ー0■■ーー一一一ー

I■■ーーーI■■ I■■ I■■ ■■■一一q■■ q■■ q■■ ■■■ーーq■■ I■■ 1■■ 1■■ ！■■ーーーーーーー■■■ー■■■ーー■■■ 4■■ q■■ー0■■ d■■ l■■ l■■ q■■ I■■ー■ﾛ■ d■■ q■■ーーー1■■ーーーーI■■ ｜■■ I■■ー－－1■■一一一ｰー1■■ ＝＝ ＝＝

I■■ 1■■ ’■■ ‘■■ーーーI■■ーーq■■ ■■■■■■ーーq■■ー■■ー■■ー1■■ーI■■■■■■ I■■ 1■■ I■■■■－1■■ 1■■ I■■ 1■■' 1■■ 1■■ 1■■ 1■■ーーI■■ーI■■ーー一一－－－ーI■■ー一一一一ーー1■■｡－■■ 1■■ 1■■ 1■■ 1■■ー1■■ q■

ー’■■ イ■■ I■■ 1■■ーーーーーーーーーーーq■■ q■■ ！■■ーーq■■ ■■■ーー■■■ー1■■ーー■■■ I■■ 4■■ I■■ 1■■ーー－1■■ 1■■ ■■■ I■■一一■■■ I■■ーI■■ I■■ ‘■■ 1■■ｰーq■■ーI■■ーq■■ ｛■■ーq■■ーーQ■■ー1■■ 1■■ 1■■ 1



様式第5号の2

(その1）

道路交通法違反事件捜査報告書

● ●

● ｡

年 月 日

大阪府 署・課・隊長殿

大阪府 署・課･隊
● ●

司法 ④

被疑者 に対する道路交通法違反被疑事件（ ）を
捜査した結果は、次のとおりであるから報告する。 ①

違反 日 時 年 月 日午前・後 時 分ごろ

違反 場所
■ ①

付近道路

被
疑
者

本 籍

住 所

職 業

氏 名
6

生年月日

D C

●

年 月 日生（ 歳）
0 .

違反車両 e ■

、 冬

● ●

■

交通規制状況等
０
＄

取締警察官

合

任務 階級及び氏名 任務 階級及び氏名

発見時

の状況

違反車両の位置

の位置

の位置

(見取図地点）

(見取図地点）

(見取図地点）

● ■

違反時

の状況

違反車両の位置

の位置

の位置

違反車両の状況

(見取図地点）

(見取図地点）

(見取図地点）

ゆ り 6



様式第5号の2

(その2）

停止命令時
の状況

違反車両の位置

の位置

●

｡

(見取図地点）

(見取図地点）

停止時

の状況

違反車両の位置

の位置

被疑者の特
徴、 着衣等

被疑者の言動

● 6 (見取図地点）

(見取図地点）

取調時

の状況

免許証
提
一

ホ

の

状況

弁解の要旨

供述調書作成

6

0 ｡

4 0

0

● ､

有 . 無

捜査 状況
◆ 9

■ ■

分

告知状況
夕 e

署 名 有・無 告知書の受領 有・無

指（押）印 有・無 仮納付書の受領 有 ● 無

同乗者の状況
● 申

9

① ｡

備 考

旬 0

｡ ｡



様式第5号の2

(その3）

見 取 図 ● ●

凡
例

6 関
係
距
離

@

●

｡

〃

● 0

j

｡

ヰ

｡ ■

b ･
●

● 巳 ｡

● 申

① ●

●

区分 1 実況見分 2捜査報告書
● ｡

｡

◆

方位

米

見分口時
年 月 日
午前・後 時 分から
午前・後 時 分まで

立会人

見分実施者
及び
補助者

大阪府
司法
司法

署・課・隊
⑳
⑳

作成者 大阪府
司法

年 月 日作成
署・課・隊
④



様式第5号の2

(その4）

道路交通法違反写真台紙
■

撮影者
大阪府 署・課・隊

司法 ③
撮影日時 午前・後

午前・後

年 月 日
時 分から
時 分まで

天候

【第 号】

●

■ ■

● の

b

1

【第 号】

昏 ●

ワ ウ

ゆ

$

● ■

●

｡

説明 説明



様式第5号の2

(継続紙）

I

道路
ロ －

父 通法違反写真台紙

【第 号】
●

■ ｡ ●

､ ●

ウ 9

■

◆

｡

●

【第 号】

■

●

L O

① －

◆ ●

｡

■ a

q

今 G ､

■ ‐ ▲

説明

■

説明
夕



様式第5号の3

交通違反通知書

(番号 ）

殿

時年 月 日午前・後 分頃

大阪府・市 先に

おける（ ’ ）違反についてお尋

ねしたいので、下記のとおり出頭してください。

1 出頭日時

年 月 日

（ 時 分から 時 分までの間）

2 出頭場所

3携行品

本状、印鑑及び運転免許証等の身分証明書

※基礎点数の付加について

本件違反については、刑事処分の結果にかかわらず、行

政庁が法律上の権限に基づき違反事実を認定し、基礎点数

を付すこととなります。



様式第6号

速度違反現認カードICI

被疑者
氏 名 ● 4

測 定
日 時

年 月 日午
前
後 時 分

測 定
場 所

●

付近
道路

上記日時場所において被疑者の運転する

自動車
原動機付自転車

Q ■

号の凍度を､ レーダー・スピードメー

｜三菱RS-川至R足R呈R□R"ター ） を使用して測定したと
ころ キロメートル毎時で通過したのを現認した。

大阪府
隊

豊塞署

年 月 日

-■■■■■■■■一一■■■■■■＝＝ 1■■■■一一一一一一■■■■■■一一一

測定係(A点) iK査
一一一■■ー■■－1■■ｰ‐■■■■一一■■■一一一■■一-一-一一ーｰｰ■■ー■■■■■■

記録係(B点）巡査=______________________________‐

停止係

取調係

1測定方法

(C点）巡査______________‐｡

■

一一■■■－0■■■■一一一■■■■ー－－－
0

巡杳
一一一一一一一一－一ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■■■’ 1■■一一一

電波のドップラ効果を利用して車両の速度を測定するもので、

波を進行してくる車両に発射し、反射してきた電波を受信、 ド

一
Ｑ
Ｑ
Ｑ
、

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

■■
ツプラ

て計数回路により、進行車両の速度を時速に換算記録するものであ

る。 ．

○測定係

A点に位置し、 ｛
口送受信装置のレンジング距離スイッチを(30m．45m･60m)

(速度記録紙の印字記号:＊～30m。＊＊～45m．＊＊＊～60m)

口送受信装置の測定範囲（感度）切替スイッチを（高・低）

口速度表示装置の測定方向切替スイッチを（接近・遠去） ｝
に、同装置のアンテナを車道外側線に対し投射角（5． 、 10. 。25。）となるように

セットし、測定地点にきた被疑者の車の速度を速度表示装置により確認、制限速度を

超過しているのを認めたので送話器で、記録係及び停止係に通報した。

○記録係

B点に位置し、測定係からの通報及び記録装置の速度記録紙に印字されたキロ数を

確認して停止係に合図､被疑者の車を停車させさ被疑者に記録装置の速度記録紙に印

字された測定記録を確認させた。

○停止係
●

･ C点に位置し、測定係からの通報及び記録係の合図によって被疑者の車を停車さ

せ、記録係に引き継いだ。

2速度違反現場見取図

米

方位

星竺二型L』 竺二二＝=叢＞く

e

←至 道路名（ 練） 至
● ●

→

■ ｡

「
|■■ 1■■ 1■■ ■■■ ■■■ーー1■■ ■■■ーー一一ーー■■､ーI■■ーーー

I

Ｉ
Ｉ
Ｏ

Ｏ
Ｏ
１

１
１ 速度記録紙はり付け欄

８
１

I I

O O

I I

L■■‐■■ ‘■■■■－－－1■■ ，■■－－‘■■ ，■■ ，－－・■ロ－0

レーダースピードメーター涼度記録紙
実見書

左記速度記録を確認しました。

運転者
氏名

ザ ら ■

④



様式第6号

一

速度違反現認カードIEI

被疑者
氏 名

測 定
日 時

年 月 日午
前
後 時 分

測 定
場 所

上記日時場所において、被疑者の運転する
● ◆

速度を､ﾚｰダｰ･ｽピｰドﾒｰﾀ－(日本無線
｡

自動車
原動機付自転車

JMA-168A

JMA－2

ころ キロメートル毎時で通過したのを現認した。

大阪府

隊

警察署

）

●

号の

を使用して測定したと

年 月 日

測定係(A点）巡査 ④

記録係(B点）巡査 ⑳
｡

停止係(C点）巡査 ⑳

取調係 巡査 ④

1 測定方法
0 ｡

本測定器は電波のドップラ効果を利用して車両の速度を測定するもので、検出部から極

超短波の電波を道路に向けて投射し､電波のビーム内を走行する車両からの反射波を受信、

ドップラ周波数を検出して、計数回路により走行車両の速度を時速に換算記録するもので

ある 。
Q ,

○測定係A点に位置し、検出部を電波のビームが車道の平行線に対し（5･ ・ 10． ．27｡）

となるよう設定し、選択器のスイッチをセットして通過車両を注視中、電波ビーム内を

通過した被疑者の車両の速度を選択器で確認、制限速度を超過しているのを認めたので

送話器で記録係及び停止係に通報した。
凸 6

○記録係B点に位置し、測定係からの通報及び記録部の印字用紙に記録されたキロ数を

確認し、停止係に合図、被疑者の車を停車させ、被疑者に記録部の印字用紙に記録され

た測定速度を確認させた。

○停止係C点に位置し、測定係からの通報及び記録係からの合図によって被疑者の車両

を停車させ、記録係に引き継いだ。

2速度違反現場見取図

●

一 の

豊二二望 ﾕ====E-〆 >＜

、ど

方位 ．
← ●

● ●

－至 道路名（ 線） ． 至 ・
ｂ
Ｑ →

』
■
■

0

●

測定速度確認書
一一I■■ q■■一一一一■■■ー1■■ 0■■ 1■■ーI■■ q■■ 1■■ Q■■ 1■■ q■■ 。■■ 。■■ ■■■ I■■ー1■■ーーｰ－－1■■一一1■■ 1■■ｰ－1■■ ■■ ■

I

｡ I

1 1

0 ， I
｡

０
８
０

(印字用紙はり付欄） ！

、 I

｡ I

’
’
一一一一一一一一一一一一一一一一・一二一一』一一一一一一一一一一一一一一一一一一

１
１
』

上記速度記録を確認しました。
も

運転者
氏名

■ ●

⑳



様式第6号

速度違反現認カードIF1

被疑者
氏 名

測 定
日 時

年 月 日 午雲 時 分

測 定
場 所

上記日時場所において、被疑者の運転する

自動車
原動機付自転車

号の速度をレーダー・スピードチェ

ツカー（松下通信EY-020型）を使用して測定したところ

ロメートル毎時で通過したのを現認した。

大阪府
隊

警察署

●

キ

年 月 日

測定係(A点）巡査 ⑳

停止係(B点）巡査 ⑳

取調係 巡査

1 測定方法

⑳

本測定器は､電波のドップラ効果を利用して、車両の速度を測定す

るもので、送信部から電波を道路上に投射し、電波のビーム内を走

行する車両からの反射波を受信、 ドップラ周波数を検出して計数回

路により走行車両の速度を時速に換算記録するものである。

○測定係A点に位置し、送受信部を車道外側線に対し投射角（5
。

10.）となるよう設定し、本体部の遠近切替スイッチを（遠・近）

にセットして通過車両を注視中、測定地点にきた被疑者の車の速
p

度を速度表示器により確認､制限速度を超過しているのを認めた
ので停止係に通報した。

停止係から引き継いだ被疑者にプリンタ

た測定記録を確認させた。

一
。
。の記録紙に印字され

○停止係B点に位置し、測定係からの通報により被疑者の車両を

停車させ測定係に引き継いだ。
e 夕

Q ･●

2速度違反現場見取図

米
方位

二塁=蓋＝＞＜
、
〆 ＞＜

●－至 道路名（ 線）至 →

測定速度確認書
一一一一一一－－1■■ 1■■ーｰｰ1■■ ■ﾛ■ー－－ー'■■ q■■一一

記録紙はり付け欄

０
１

１
１

0 ．

０
１
１
１
１
I．

0

I

‐ 由

左記速度記録を確認しました。

運転者
氏名

⑳



様式第6号

注： 目標物の位置を※印により図示し、 目標物欄にその名称を記入すること。

●

速度違反現認力
0

ー FIII
●

被疑者氏名

違反日時 年 月 日午
前
後 時 分ごろ

｡ ●

違反場所

上記日時場所において、被疑者の運転する

自動車
原動機付自転車

力 ▲ 1■■■■卜

号の速度を、パト
● P

号に搭載の車載式レーダー・スピー

ドメーター（三菱RS710CD)を使用して測定したところ

キロメートル毎時で走行したのを現認した。

大阪府 隊

年 月

測定者（操作者）巡査 ④

運転者 巡査 ②
●

1 測定方法

日

e ●

本機器は、電波のドップラ効果を利用して車両の走行速
度を測定するレーダー・スピードメーターと、 これを搭載
したパトカーの走行速度を測定する自車速度測定装置及び
演算・表示・印字を行う機器から構成されており、測定対
象車の速度を、搭載車との相対速度と搭載車の自車速度と
の演算により求め、測定記録するものである。

2違反現場見取図

米

方位 ←至

一

雪雲運こ
口一一四

~－4
一〆／

道路名（ 線)至 →

｡

O規制速度( km/h)

○車線数（片側 車線）

○測定時の状況

(左から数えて､測定車両第車線､違反車両第車線）

(自車速度 畑/h，違反車両との距離約 メートル）

× ＞〕

×＞

目標物

● I■■ー■■■■ I■■■■■■ I■■ ！■■ー■■ I■■ ｛■■ーーーー－1■■－1■■■■一一■■●

0 ． 0

0 0

0 0

1 0

1 】

1

．I

１
１
１

速度記録紙はり付欄

'

I

1 6．

I

0－二■■－三三．． こ＝ 一 ＝二 二二＝一

１
１

罰 .、

恩
ﾆ ＝■■ ＝＝＝ ,－－＝＝一一ロ
●

、

測定速度確認書

左記速度記録を確認しました｡

氏名 ④
I

グ



様式第6号

● ◆

速度違反現認力 ー ド(JI)

被疑者氏名
■ ■

違反日時 年 月 日午
前
後 時 分ごろ

違反場所

上記日時場所において、被疑者の運転する

自動車
原動機付自転車

力ー

I 。

号の速度を、パト

号に搭載の車載式レーダー・スピー

ドメーター（三菱RS710CD)を使用して測定したところ

キロメートル毎時で走行したのを現認した。

大阪府 隊

測定者（操作者）巡査

運転者 巡査

停止係 巡査

1 測定方法

本機器は、電波
測定するもので、
車両に発射し、反射~じて琶
を検出して計数回路により 、 進行車両

年 月 日

用して車両
電波を進行
信、ドップ
の速度を時

の
し
う
速

⑳
④
⑳
速
て
周
に

度を
くる

波数
換算

記録するものである。
． A点に投射角（ ○）に設定した送受信装置搭載の
測定車を道路脇に停車させて受信部の切換スイッチを
（接近･遠去）前方定置にセットして、通過車両を注視中、
測定地点にきた被疑者の車両の速度を速度表示装置表示
部により確認、制限速度を超過しているのを認めたので
口停止係に通報した。測定車を停止地点IBIに移動し、
停止係から引き継いだ被疑者に記録装置の速度記録紙
に印字された測定速度を確認させた。
口停止地点IBIに移動し、被疑者に記録装置の速度記
録紙に印字された測定速度を確認させた。

2違反現場見取図

米

方位
←

し旬

‘畷罵罵登：
電堂罵亘団一／

至 道路名（ 線)至

ー
＞

→

×)C
、

〆

1

6

ー ー 一二 I■■ｰーー－0■■ I■■ｰ■■■■ 1■■ ！■■ 1■■ I■■ 1■■一一一ｰー

I 測定速度確認書
1 1 ．

1 8

1 1 ．

１
１
１ 速度記録紙はり付欄
I .

I ．

I

1 ．

ｆ
ｌ
ｌ

１
１
１
０

割
I ，

、

唖
I! ‘＝‘.． ．‐ －． －－．．. ‘.. .‐‐. .‐‐.‐. .‐.‐－．－－． ．．．－－－．

１
１
〃

左記速度記録を確認しました。

氏名 ③



様式第6号

速度違反現認力 ー ド(J2)

被疑者氏名

違反日時 年 月 日午襄 時 分ごろ
違反場所

上記日時場所において、被疑者の運転する

自動車
原動機付自転車

力ー

号の速度を、パト

号に搭載の車載式レーダー・スピー

ドメーター（三菱RS710CD)を使用して測定したところ

キロメートル毎時で走行したのを現認した。

大阪府 隊

測定者（操作者）巡査

運転者 巡査

停止係 巡査

1 測定方法

本機器は、電波
測定するもので、
車両に発射し、反
を検出して計数回路により、
記録するものである。

進行車両

年 月 日

用して車両
電波を進行
信、 ドップ
の速度を時

の
し
う
速

④
⑳
②
速
て
周
に

度を
くる

波数
換算

A点に投射角（ 。 ）に設定した送受信装置搭載の
測定車を道路脇に停車させて受信部の切換スイッチを
（接近・遠去）後方定置にセットして､通過車両を注視中、
測定地点にきた被疑者の車両の速度を速度表示装置表示
部により確認、制限速度を超過しているのを認めたので
口停止係に通報した。測定車を停止地点IBIに移動し、
停止係から引き継いだ被疑者に記録装置の速度記録紙
に印字された測定速度を確認させた。
口停止地点IBIに移動し、被疑者に記録装置の速度記
録紙に印字された測定速度を確認させた．

2違反現場見取図

米

方位

一

←

一
鈑
一
〆
ｐ
ｌ 室二乏塗室些ﾕｰｰﾉｰ．

＞

至 道路名（ 線)至 、 →

×

×＞

I
－1■■ 1■■ 1■■一一一一■■b一一I■■ーI■■ーーーI■■ I■■ 4■■ ｡■■ー｡■■ I■■ 三三

I

Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｏ
Ｉ

測定速度確認書

左記速度記録を確認しました。
0 8

０
１
１
１

速度記録紙はり付欄

I ダ
■
■
■
凸
■
Ｕ
の
■
■
●

0

、

１
０
１

罰
、

、

唖
●

ー－－－一一一一一！■■－1■■一一■■、－ｰ＝＝ー‐ー＝一 ＝二
I

１
０

氏名 ⑳

〃 。



様式第6号

速度違反現認力 ー

ド(K,)

被疑者氏名

違反日時 年 月 日午
前
後 時 分ごろ

違反場所
■■ ｡

① 吾

付近
道路

上記日時場所において、被疑者の運転する

自動車
原動機付自転車

号の速度を、パトカーに搭載

のデジタル式スピードメーター（ 製）を使用して
測定したところ キロメートル毎時で走行したのを

現認した。

大阪府 署・隊

年 月 日

測定者（運転者）巡査 ⑨

操作者（側乗者）巡査 ③

1 測定方法
①

ウ

●

パトカー 号により被疑車両との

距離を約 メートルに保持しつつ約 メートルの

間追尾測定した。
■

現場で違反者に速度測定結果記録書を確認させた。

2違反現場見取図

米

方位

←

｡

ゆ 0 ●

至 道路名（ 線）至 →

○規制速度 ( km/h)

○車線数 （片側 車線）

○測定時の状況（左から数えて、

測定車両第 ・ 車線、

違反車両第 車線）

目標物（※印）
や ①

※A ･

※B

4■■ー1■■ーI■■ ‘■■ー

測定速度確認書
ーーーｰー’■■■■■ ■■ ！■■ー■■ー■■0
｡

速度測定結果

０
０
１
１

1
申

記録 書

はり付け欄

左記速度記録 伽/hを

確認しました。
I ， ．

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
４
■
日
二
●

運転者
氏名 ・ ③



様式第6号

一

速度違反現認力 ー ド(K2)

被疑者氏名 a ●

違反日時 年 月 日午
前
後 時 分ごろ

違反場所
付近
道路

上記日時場所において、被疑者の運転する

自動車
原動機付自転車

号の速度を、白バイに搭載の

デジタル式スピードメーター（ 製）を使用して

測定したところ キロメートル毎時で走行したのを

現認した。

1

大阪府 署・隊

測定者（運転者）巡査

測定方法

●

年 月 日

④

白バイ 号により被疑車両との

距離を約 メートルに保持しつつ約 メートルの

間追尾測定した。

現場で違反者に速度測定結果記録書を確認させた。

2違反現場見取図

●

米

方位

←

争 凸

至 道路名（ 線）至

●

→

0 ‐

○規制速度 ( kIn/h)

○車線数 （片側 車線）

○測定時の状況（左から数えて、

測定車両第． 車線、

違反車両第 車線）
、 ●

目標物（※印）

Ａ
Ｂ
※
※ 、

測定速度確認書
■

ｰーｰ－－－ー！■■－－ー一一q■■ 4■■ 0■■－1■■．ー－0 ｡

速度測定結果

記
●

録書

はり付け欄

I ．

１
０
１
１

左記速度記録 km/hを

確認しました。
I

I

I ．

’ 1

０
１
１
■
８
９

運転者
氏名 ③



様式第6号

速度違反現認力 ー一 ・ ド (M1) (光電式）

被疑者氏名

違反日時
｡

年 月 日午
前
後 時 分

違反場所 付近
消幣

上記日時場所において被疑者の運転する

自雲車 号の速度を、光電式車両走
申 ■

行速度測定装置（ 型）を使用して測定したところ

大阪府

キロメートル毎時で通過したのを現認した｡

測定係(A・B点）

署・隊

年 月 日

巡査___-.-..--------..一一｡

記録係 (C点）巡査..__________&______一℃｡
●

停止係 (D点）巡査

取調係

1 測定方法

1■■ I■■ 1■■■■ ‘■■－－－－－q■■一一ー－1■■一一一一一

巡査_-.....= __と＝._..___=｡=

③
。

本測定は 型速度測定器により､.2組の検出部で区切られたmの測定区間を車両が走

行するのに要した時間を自動的に電子計測して計算回路により進行車両の速度を時速に換算したもめである。

○測定係

A，B点に光電式検出部(Aスタート、Bストップ）を、間隔にセットし、被疑者の車が、A点から

B点を通過したとき速度表示器に速度が表示され、制限速度を超過しているのを認めたので送話器で記録

係及び停止係に通報した。

。 ○記録係 ｡

C点に位置し､測定係からの通報及び速度記録紙に印字されたキロ数を確認して停止係に合図、被疑者
●

旬

の車を停止させ､被疑者に速度記録紙に印字された測定紀録を確認させた。

○停止係 ． ．

D点に位置し、測定係からの通報及び記録係の合図によって被疑者の車を停止させ、記録係に引き継い

だ。

2速度違反現場見取図

〈

規

米

放

→

←至

■

●
●
●
Ｏ
０
０
Ｂ
ｂ
０

甑名（

◆
●

●
０
●
●
●
０
●
●
。

） 至 →

＞＜
、
ノ

、
ノ

測 定 速 度 確
0－一一一一ー一一ーーー・ﾛ･－1口。 !■・ー0口･ロ･ 'ロローーー'■・ーー■・ '■･’

1 1

I
C G I

１
１

１
１

１
１
１ 速度記録紙はり付け欄

Ｉ
Ｏ
Ｏ

認 書

左記速度記録を確認しました。
0 1

0 ． 0

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
１

． I ｰーー－1■■ｰ■■－1■■ I■■■■■■ Q■■ ■■■■ーーI■■ I■■ー■■＝ー二二一二二 －1

運転者
｡ ● 0

氏名 ⑨



様式第6号

I

速度違反現認力 ー

ド (M2) (光電式）

被疑者氏名

違反日時 年 月 日午
前
後 時 分

違反場所
G Q 付近

潰路

上記日時場所において被疑者の運転する

自讓車 号の速度を､光電式車両走
行速度測定装置（ 型）を使用して測定したところ

Ｑ
も

キロメートル毎時で通過したのを現認した。

大阪府 署‘隊

年 月 日

●

測定係(A･B点）洲杳_______________‐

記録係 (C点）

一
。

一一一一一

巡査_=__=_=___...=-..-__己=_＝

停止係 (D点）巡査 －－－－－－－－－一一一－一一一一一一一一

取調係 巡査____----------__ ＝

1測定方法

④
③
④
③

本測定は 型速度測定器により、 2組の検出認で区切られたmの測定区間を車両が走

行するのに要した時間を自動的に電子計測して計算回路により進行車両の速度を時速に換算したものである。

○測定係 ：

A，B点に光電式検出部(Aスタート、Bストップ)を、間隔にセットし､被疑者の車が､A点から

B点を通過したとき速度表示器に速度が表示され、

係及び停止係に通報した‘

○記録係

制限速度を超過しているのを認めたので送話器で記録

C点に位置し、測定係からの通報及び速度記録紙に印字されたキロ数を確認して停止係に合図、被疑者

の車を停止させ､被疑者に速度記録紙に印字された測定記録を確認させた。

○停止係 ．

だ

D点に位置し、測定係からの通報及び記録係の合図によって被疑者の車を停止させ、記録係に引き継い

2速度違反現場見取図

米
ｰ

■ 0

A B CD

－’一画→|陸釣、_＝’-－
→

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
０
●
●
●
●

● 口

放 一至 憩名（ ） 量憩名（ →

＞＜
、
ノ ＞＜

、
ノ

測 定 速 度 ル確 認
’
’
’
’

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

一
夕

一一一一

０
０
１
１

三豊
曰

1 0

１
１
１ 速度記録紙はり付け欄

１
１
１

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

左記速度記録を確認しました。

0 0

１
１
１

１
１
１

1－－－－．－．－．－. ‘----‘ﾛ.－，口. ... ...－..･ ･. ‘.. ,ﾛ． ,ﾛ.ｰ ー＝ 1
1■■

運転者

氏名 ⑨



様式第7号

注： 『 」の要旨は、送り状､出荷伝票、納品書等その書類の名称を記載すること。

q C

積載重量制限違反現認カードIAI

被 疑 者
氏 名 年 月 日生（ 歳）

現認 日 時
場 所

年 月 日 時 分
●

弓

1－－

の
要
旨

荷送人

荷受人

ロ
目口口

数 量

重 量
IAI

■

申

わ 昏

キログラム

「
自
動
車
検
査
証
」
の
要
旨

検査証
番 号

有 効
期 間

車 種
年 式

登 録
番 号

最大積載量
IB)

● ● ■

備 考

e

号

｡

年 月 日まで

自動車 年式

｡ b 号

キログラム

● ● 白

超過重量
IAI-IBI

｡

キログラム

現 認 者
大阪府

司法

隊
警察署

己

旬

ロ ﾛ

④



ゴ

様式第7号

積載重量制限違反現認カードIBI

被 疑 者
氏 名 年 月 日生（ 歳）

測定 日 時
場 所

年 月 日 時 分
● ●

車種・年式
営
・
自

自動車 年式

登録番号
◆ b ●

， ■

号

測定総重量
IAI

キログラム
｡

車
両
の
重
量

最 大
積載量

車両重量

計
IBI

キログラム

キログラム

キログラム

超過重量
IA)一IBI

キログラム
重
量
積
載 キログラム

積載物件
旬

使用測定器材

測 定 者

隊
■ 6

大阪府 警察署

司法 ⑳

C C

C



様式第7号

注：軸重重量欄冒頭の数字は前軸からの順序を示す。

重量測定力 ー

ド (CI)

6 勺
測 定 日 時

凸 a

年 月 日 時 分

測定重量

総 重 量

軸 重 量

●

k9

軸 k9

車 両
総 重 量

6 ℃
凸

k9

超過重量
● ｡

k9

最 大
積 載 量 k9 積荷重量 k9

車両重量 kg 積荷種別
b ■

乗車定員 人 乗車実員
q e

人

車両番号
自 年式
営第 号

測定場所
●

測 定 者
■ a

e b

隊

警察署

司法 ＠へ

運 転 者
氏 名

⑳

測 定 器 共和式車両重量計測装置RWP-20A



様式第7号

注：軸重重量欄冒頭の数字は前軸からの順序を示す。

重量測定力 ー

ド (C2)

測 定

今

年 月 日 時 分

、
０

口 6

測定重量

軸重量

総重量
IAI

軸
｡

●

kg

ｅ
心

k9
ー

車両総重量 IBI k9

超過積載量
IC)=IA)-IBI

ICI
①

kg

b ●

最大積載量 ID) kg

超過率 舟×川 ％

積 荷 重 量
ICI+ID) k9

測定場所

F－~司

測 定 者 司法
●

● も

げ い

署隊

●

④

車両重量
k9

6

積荷種別

乗車定員
人
乗車実員

● も

人

車両番号
自 年式
営第

■

■

号

運 転 者
氏 名

｡ 号

⑳

測 定 機 共和式車両重量測定装置RWP型又はRWP-20D型



様式第7号

’ ｜ ’

●

重量測定力 ー

ド (C3)

測定日時

●

年 月 日 時 分
｡ ●

車両区分 ’
1はトラック（単車）

2はセミ・トレーラ

3はポール・トレーラ

4はフル・トレーラ ’ を示す。 ● ●

軸
数 b

■

◆ ゅ

･ 9

測

定
重
量

軸
重
量

トラック（単車）の場合右欄に印字
● a

● ●

トレーラの場合左欄にトラクタ分、右欄にトレーラ分を印字

kg
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
０
Ｉ
０
０
０
０

k9

総重量

k9kgl
I

I
1

参

測定総重量
IA)

● ､

凸 ■ kg

空
車
重
量

乗車
実員

車両
重量

55kgx 人
■ ら

一
一 k9

kg

空車総
重量IBI

◆

■ 4

k9

積荷重量
ICI=IAI-IBI

9 e

k9

最大積載量 k9

最大積載量
合 計IDI

6

■ ゥ

k9

超過積載量
IEI=ICI-IDI

■

G ■

■ k9

超過率
IEI/IDI×100

％



様式第7号

注：軸重重量欄冒頭の数字は前軸からの順序を示す。

測定者 司法

6

●

Q

署隊

④

車 両
総重量 k9

積 荷
種 別 ■

車 両

番 号

自

営第

年式
､ -

号

運転者

氏 名
④

測定機



様式第7号

注：軸重重量欄冒頭の数字は前軸からの順序を示す。

~

重量測定カードIDI

測定日時
年 月 日 時 分

◆

6

第1軸重量

第2軸重量
e ”

第3軸重量
D o g

凸

画

．

第4軸重量
寺

第5軸重量

④測定総重量
●

こ
の
車
両
の
⑧総

⑦車両重量

4 6

⑦最大積載量

重 量

k9

q ●

k9

(乗車定員 名）
伊 申

k9

◎超過重量
④一⑧

k9

積載重量
⑦＋◎

● 寺

k9

積載物件
申

● ■

車種・登録番号
営、自 自動車

。 ■

●

測定場所

｡ ●

測 定 者
隊
警察署

司法 ③

運転者氏名
年 月

Q ●

日生

（ 歳）

測 定 器 ダイナマット式2000P型
b

b (マットスケール）



様式第7号

重量測定力 ー ド(EI ● 一

測定日時 年 月 日
9

時 分

車両形状

4 6

測
定
重
量

1

2

3

4

戸
、

測定総重量

k9

k9

kg

k9

k9

kg

kg

k9

k9

k9

kg

kg

車両・実員

重 量

実員（人） 車両重量

計
x55kg

ゆ 凸

凸

● ●

腿
館 kg

最大積載量
k9 kg

超過重量
k9

●

や 凸

k9

超 過 率
■ ◆ 6 ％ ％

トレ ー ラの
区 分

場 所

測 定 者

●

口
韮

署隊

④

積荷種別 乗車実員
人

車両番号 自 年式
営 第 号

0

運転者氏名
● 色

④

計 器 MES・PT-5C型



様式第7号

重量測定力 ー FIF1

測定日時 年 月 日 時 分

車両形状

１
２
３
４
５

測

定
重
量

IA1
定
量重

測
総

kg kg
白

ゆ k9 k9

k9 ‐ ｡ kg

k9 k9

kg k9
旬 e

●

● 甲 6

｡

■

kg k9
｡ ● む

空 車

重 量
IBI

●

実員（人） 車両重量

計
X55kg ●

●

k9 kg

kg kg

積荷重量
ICI=IAI一{B)

● 七

k9 k9

最大積載量 kg kg

最大積載量
合 計ID) k9 kg

超過積載量
IE)=ICI一 IDI k9

e U

｡

◆

凸 ◆

k9

超 過 率
IE)/IDI×100

％ ％

トレ ー ラの
区 分

C ‐ 凸

｡ ◆

場 所 g ●

測 定 者
司法

署隊

⑳

積荷種別
G

車両総重量
kR

車両番号
自 年式
営 第 号

運 転 者
氏 名

｡ ●

④

計 器 MES・PT-5E型



様式第7号の2

B a

C ■

タイヤ摩耗度測定力 ー ド

被疑者氏名
年 月 日牛（ 歳）

測 定 日 時 年 月 日午
前
後 時 分

測定場所 6

測定器 名
0

被測定車両 車両
営
自 自動車

登録(車両）
番 号 号

被測定車両
略 図

（
二輪は記載
を要しない ｡ ）

｡

垣
ー0

口

ー一一‐

ｰ--●

□ーｰｰ■DP‐

‐

ロ
■
□

０
０
０
８

－－．－－句①0
b 今

(■印は摩耗タイヤを示す｡)‐

（ ） （ ）
■

0 勺

、 〃

■

トレッドの
種 別

ロリブ型ロラグ型
ロリブラグ型□

トレッドの
種 別

ロリブ型ロラグ型
ロリブラグ型□

製造会社等
G

製造会社等

（ ）

4 6

（

■ 伊

）

トレッドの
種 別

凸 。

ロリブ型ロラグ型
ロリブラグ型□

①

トレッドの
種 別

ロリブ型ロラグ型
ロリブラグ型□

製造会社等 製造会社等
｡

上記記録のとおり相違ありません。

運転者氏名 (指印）

測

｡

定 者

● ■ 警察署･隊
･司法 ④
補助者

匂

司法 ④



様式第7号の3

(表）

着色フィルム等ちょう付等検査力

告知（交付）書番号（
－

ー ド

）

違反者氏名 年 月 日生

測定日時 年 月 日午前・後 時 分ごろ

測定場所

違反車両
登録番号

車 名

初度登録年

運転席位置

年

右・左

測定機器 メーカー 型式

違反者立会いの下に着色フィルム等のちょう付等状況について
検査した結果は次のとおりである。

測
定
結
果

箇 所

前 面

運転者席側面

助手席側面

測定
位置

①

①

①

透過率

％

％

％

測定
位置

②

②

②

透過率

％

％

％

着
色
フ
ィ
ル
ム
等
ち
ょ
う
付
等
の
状
況

。 ●

(上方から見た状態）

(前面

）（

ては運転者の視野の
，)とし、側面ガラス
部(①)及び中央部よ

にあっ
央部(②
中央部(①)及の

ス
中
等

、

ラ
の
ム

る。

よう付等の状況を斜線で表示し
び②で示すこと。

ガ
ス
ル
す
ち
及

面
ラ
イ
と
の
①

位置は、前
(⑪及びガ
ては着色フ
の部分(②
フィルム等
測定位置を

測定
央部
あっ
前方
着色
上、

中
に
り
た

１

２

●
●注

い
者

会
認

立
確

上記のとおり相違ありません。

立会者氏名 ③

作成年月日
作成者

年 月 日
大阪府 署・課・隊
司法 ④



様式第7号の3

(裏）

１
０
〃

、
″
、
〆

１
０
ｆ

、
ク
、
グ

測定結果①

測定結果②



様式第8号

(その1）

免
肝
胚
有
効
期
限

年
‐
月
日
ま
で
有
効
・
免
肝
狂
住
所

転
代
行
業
務
業
務

告知報告書･交通法令違反事件簿(番号
０
０
９
０
０
０
■ 1 ）

告知・交付日時 年 月 日午前・後 時 分

告知･交付者の所属

階級等及び氏名

大阪府 署･操審部禰

隊 爵査部豊
(1)

反則者

氏名

《
▲
●
似
な
》

○

Ｏ
Ｑ
８
０
ｏ
０

●
Ｃ
Ｏ
Ｄ
●
●
ｏ
４
０
■
、
●
●
、
●
０
０
０
●
●
０
０
●
●
Ｏ
Ｏ
０
０
０
Ｏ
』
０
●
０
０
０
０
０
●
０
０
●
●
０
－
■
９
９
●
ｅ
０
０
Ｄ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｏ
Ｂ

lの

8
●
ｂ
●

生年月日

本 篇

住 所

免許証

保護者
又は

勤務先

【鋤

反則車両

O印で囲
んだもの］

少
い）

反則日時

年 月 日生（ 趣）
■
案

(8)出頭

日時

－

第
一

Ⅱ■■■■■■

住
所
貢
名
一天

危（ ． ）
｡

年 月 日 公安委員会交付

空 車

中
里
貢

中
型
康

大
豊
貨

大
登
爽

塞
宰
卒
中
大脇

蜜聖堂
乗貨

面
篭

月晦毘轡毘拘樽重

大
目
二

ミ
ニ
カ
ー

巳
・
三

低
四
賃

健
四
瞳

三
■

賃
■

鬼
用Ｉ

■昼

回

二二

■

卿 ’
亭
累
房

目
軍
用

’

’

I

’

月
日
午前
9.30
＄

11.30
雑
卿
’
4.no

》
０
０
０
０
０
０

？
、
Ｏ
Ｏ
Ｏ
０
●

ご
●
画
●
凸
■
■
茜
■
６ I

▼
伸
０
０
０
０
① 霧 号

丘（ ）

（ ■）
唾
棄

続
柄

讐 通 車 二価車1原付 自

場
所

登録（車両）番号 号

年 月 日午前･後 時 分ごろ

免許証

保管

有・無

男・女
(4)

反則場所 大阪
付近

道路

⑤
反
則
事
項
・
罰
条

扇
雄
極
銅
酢
虚
・
恥
迩

豆
。
Ｆ
一
壱
，
三
毎
凹
。
■
■
鹿
●
■
二
二
負
一
■
○
一
一
八
■
一
■
一
句
．
◆
一
ｅ
面
■
．
■
ｐ
■
”
◆
一
■
●
一
再
■
一
●
毎
ｍ
。
■
■

■
■
■
■
具
合
曾
事
●
弼
《
ｃ
■
。
■
■
■
■
且
■
■
●
■
●
穴
Ｄ
Ｏ
Ｄ
寓
■
。
■
■
■
■
■
■
●
■
ウ
＆
●
武
呂
凸
。
●
■
●
一
二
■
。

■
”
■
■
■
■
”
ｐ
宮
口
●
の
■
■
ｑ
■
の
◆
●
α
一
七
一
●
。
■
■
●
鷺
■
。
■
■
■
■
邑
侮
●
■
■
●
ｐ
■
二
心
風
び
■
昼
■
●
■
■

●
■
■
ｅ
■
●
□
。
●
色
●
●
■
■
●
■
●
■
の
巳
仔
ｐ
二
七
●
◇
、
孟
弓
昼
■
■
一
■
●
。
陵
、
陣
■
色
低
。
ロ
ロ
●
■
●
■
■
■
■

■
寅
凸
・
ロ
、
■
■
ご
色
。
■
ａ
●
■
●
■
■
■
■
正
典
●
．
ｐ
■
”
芭
回
。
■
■
■
⑧
■
■
垂
五
色
。
■
白
冒
ニ
ロ
．
産
■
■
■
■
堂
■

■
■
一
■
●
一
？
。
■
Ｅ
ａ
４
。
．

回速度趨過ロ法定速度違反 口指定速度違反 （（
《 以上 未■】狸'1．狐8.80).令【1 浬・】、4．1．188．1q)､令】の2

口商適口自専道

回憤号無視ロ信号像億号〔ﾛ赤色口黄色〕蟹視
(毒色等） T､4.1,】19.1【】の2．令2．1

km/h km/h

哩遍 のところ

回括定場所ロ循定濁所一時不停止 口交差道路通行車両等の進行妨害
一時不停止藻 毎・4.1､”･I⑱).令l趣 側､恥9.1②

囚通行区分口右側通行 口歩道通行
違 反 17．Ⅳ､119. 1(2の2） ． 17．x、119′ 】(2の幻

回通行禁止ロ一方通行違反 ロ通行禁止場所通行
違 反 8．8，0．1，皿9.118のg).令8” 8.I､4.1,1】傍I(】の動.令】の2

ロ禁止場所〔ﾛ右釿口左研ロ直進〕
8．1．4．1．』】9'1pの卦.令l” ．

回進路変更口後車があるときの進路変更禁止違反
禁止違反…･ﾛ.120.1個

口指定通行帯進路変更禁止違反
濁唾･■､0．1．8鋤･】四・令】の2分

回横断歩行者辱口進路前方横断歩道等
妨害等 を歩行者等横断中 催

k”肘》

｡ ｡

時不停止ロ進路前方損断歩道等を損断
行妨客しようとする歩行者尋あるとき

勢。0．119．1画 輯。1，139．1“
侶
一時不停止
通行妨害

回携帯電話ロ無線通詰装置を使用 口画像表示用装置を手で保持して画像を注視

回

侵翻等保持） 洞(5の勵､ 1罰・ 】側 71(5の劇、 120． 】伽

補足樋口

口啓察署長の交通規刷
5，1，令ﾕの2

ﾛ不這愈'こよる雫蕊(:鴎職種ら蹴瀧::鰐:｡……偏萄）不屈行 ．

告知報告（引継） 月 日 暑(課・隊）

受 理番 号 第 号

処理の指揮 ●

結
果

通 告

納 付

公示 ・ 交付 ・ 送付 ・ 不通告
U 句

申

仮納付 ・ 納 付。不納付

捜査及び処理の指揮

送致番号･送致月日

及び送付先

第 号 年 月 日

◆ ●

、 0

検察庁 ・ 家庭裁判所

検察官の処分 起 師 ・ 起瞬猶予 ・ その他の不起所処分
C G

傭 考



様式第8号

(その 鋤
免
許
証
有
効
期
限
年
月
日
ま
で
有
効
・
免
許
証
住
所

運
転
代
行
業
務
中
一
□
そ
の
他
業
務
中

告知報告書・交通法令違反事件簿（番号
■
守
一
■
ロ
■

■
画
■
■
■ ）

告知・交付日時 年 月 日午前・後 時 分
告知･交付者の所属
階級等及び氏名

大阪府 署.課
・ 隊

警部補
巡査部長
巡 査

(1)
寡
Ｄ
が
廷

反則者
氏名

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
０
Ｉ
Ｉ
０
１
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

少

生年月日

本籍

住所

免許証

燕
'21

測車両

鰯:）
'31
屍剛日時

年 ､月 日生（ 歳） 鑿晨蕊

電（ ）●

第
１
１

１
１

●

二
■
■
■
■
■
■
■

１
１

１
１

１
１ I I"IIM 号

年 月 日 公安委員会交付

爵
電〈 ）

氏
名 （ 歳）

瞳
鴬

続
柄

、 プ ： 型 車

路
面
電
車

大
型
特蕊

中
型
貨
物

中
型
乗
用

大
型
貨
物

大
型
乗
用

普 通 車

乗貨三軽軽軽ミ
ー

四四 一

用物絵乗貨三ヤ

二輪車

二
種
原

軽
二

普
自
二

大
自
二

、 付車

一
種
原

小
型
特

愈
被
牽
引
車

事
業
用

自
家
・
用

'81出頭

日時

月
日
補
州
～
側
機
川
～
4．00

場
所
－

登録（車両）番号 号

年 月 日午前・後 時 分ごろ

免許証
保管
有・無

男・女．
'41
反則場所 大阪

付近
道路

⑤
反
則
事
項
Ｃ
罰
条

～

ロ
を
○
印
で
．
そ
の
下

●

囲
ん
だ
事
項
の
歓
字
～一一

÷

産
．
二
口
ｓ
苧
』
三
は
、
道
路
交
通
法
四
四
条
、
一
一
九
条
の
二

か
一
ｓ
唾
は
、
同
法
施
行
令
一
条
の
こ
の
例
に
よ
る
．

一
項
一
号
、
）

、
■
Ｒ
ｕ
貝
胃
凹
門
冊
臣
二
戸
■
■

、

触
困
田
車
国
反

《
融
律
口
隼
臆
飼
時
■
》

圃

圃
伸
叩
遡
反

一
Ｒ
Ｐ
■
箪
亡
■
豚
Ｇ
』

回
ロ
ロ

□

難蕊總{品,洲鴨9蝋州5"il,d磯鳥41 4． 1，令1の21口指定44， 4．．1，令1の21
時間制限駐車区間で措定部分に従わないで、駐車枠外である交差点等における放匿(〈
49の3．Ⅲ、 4．1， 44（ ）、 ．】19の2.1 11}、令lの2

時分間I）

Ｐ
Ｂ
Ｉ
■
■
穿
菌
卒

図
宮
等
専
用

■
Ｊ
１
ｕ
戸
日
』ｌ
毫
等
以
外
）

一
即
適
艮

止
■
凧
■
』

四

圃
円
印
笛
屈

一
巨
■
侯
倉
■
所
９
．

騨難撫縛劉鰭撫識#圃櫻騨辮慨’
49の3．Ⅱ､4.1,119の3．1111，令1の2
□

函
厚
生
叩
□
②
画
．
皇
門
■
呂
預
園
哩
晒
与
随
■

圓

脳
但
田
印
適
臣

一
日
伸
屋
験
△
置
周
口
一

図

囲
骨
即
盟
届

一
匹
倖
■
醸
止
■
寓
句
凸

回禁止場所放置(I時分間))119の2．1111|口法定44（ ）､45の2．1 口指定44,4.1,45の2．1､令lの2）

回禁止塙所｛口駐口停｝車〈（時分間)） 119の3． 1 ｛
F1法定44（ ）､45の2.1

口指定44,4.1,45の2．1，令lの2

回高齢運転者等専用時間制限駐車区間で標章車以外の車両の法定駐停車禁止甥所である駐車枠内における

｛呂鯛|驚網|職:::剛|州耀:}'''零慨

■
扉
。
ｍ
司
口
田
己
羽
臣
ｎ
℃
陣
■
ヴ
ゴ

回

一
卑
遡
反

庫
尋
朗
■
》

圃
函
回禁止場所放置(（時分間)） 119の2．IilI

回禁止喝所駐車(（時分間)） 】19の3.’ '11

ｆ
ｆ

口法定45．1（ ）､45の2．1

口指定45.1,4.1,45の2･I､令1の2

口法定45.1 （ ）､45の2． 1
口指定45.1,4.1,45の2．1，令lの2

回溌瀞鶉瀧瀦繍瀧瀞噸棒肉に苧け§
補足機．規刷車溌｛ロ車両口自動車｝ ．

□

口規餌蹄間午｛口前口後1 時分から午1口前口後） 時分まで口終日 ．

口唇察署長の交通規翻5．1，令3の2 ．

口不注意による砿腿義務不履迂lpll9の2口】19の31.,追加{口筐定禁止賜所 口道路係園等の表示による禁止倒限場所）

告知報告（引継） 月 日 署（課・隊）

受理番号 第 ． 号

処理の指揮

結
果

通告

納付

公示 ・ 交付 ・ 送付 ・ 不通告

仮納付 ・ 納付 ． 不納付

捜査及び処理の指揮

送致番号・送致月日

及び送付先

第 ・号 年 月 日

検察庁 ・ 家庭裁判所

検察官の処分 起訴 ・ 起訴猶予 ・ その他の不起訴処分

備 考



様式第9号

交通反則切符・納付書交付台帳

注： 「受」とは本部から受領した部数を、 「払」とは取締警察官に交付した部数をいう。

受 払
交通反則切符

納付書
番号

受 領 者

職員番号 氏 名 印

残 印 備考

～

～

0

～

～

～

、
一

～

～

～

～

､ p

● ●

～

～

｡

一
● ｡

～

■

～

～

■ ■

C ■

～ ‘

① ‐

～

～

～

－
，

～



様式第10号

大阪府 署隊課長

警視 殿

年月 日

q b

課 係

階級 ⑳

交通反則切符措置（転記・変更）報告書

上記の交通反則切符を適用した事件を次のとおり

措置
□したので報告します。

□してよろしいか。

口転記処理
､ ●

口反則

新たに作成した 切符番号

口変更処理

1理由

口交通

0

口違反不成立 口現認又は立証不十分

口非反則事件 □その他

2理由の補足事項

◆ ｡

3措置等

連 絡口済口不能

甲票回収口済口不能
●

（
理由

仮納付口済口未済口不詳

処分変更口済口未済

号

）

切符番号

反則者氏名

反則事項

E口 号

（歳）

１
１
０
１

０
０
１
０

点検者 階級 氏名 ⑳



様式第11号

第 号
年月 日

長殿

長

交通反則切符送付書（ 月 日告知分）

0

〆ー

、

送付
番号
切符管理番号 告知年月日

違 反 者

氏 名 生年月日
否認 逮捕 備 考

｡

1

●

● 0

担当者 ⑳



一｡一ｰ ｰー－■ ー－ 一

ｰ4■－P－■ 一
ー早 ■ ■ｰ

様式第11号の2

第

年 月

号
日

長殿

長

取締原票送付書（ 月 日出頭指定・告知分）

6

送付
番号
切符
種別

切符管理番号 告知年月日 氏 名 否 認 備 考

担当者 ⑳



』

様式第11号の3

第
年

号
日月

長殿

長

日告知分）交通反貝リ切符受領書（ 月

件）を受領しました。交通反貝I切符（

④受領者

4 0

V

b

L

ヰ リ

)？

「

ー

４
‐
、
？



様式第11号の4

第
年

号
日月

長殿

長

取締原票受?領書（ 月 日出頭指定･告知分）

交通・反則・点数切符の取締原票（ 件）を受領しました。

受領者 ⑳



様式第ll号の5

第

年 月

号
日

長殿

長

交通反則切符引継 （移送） 書

、

引継
番号
切符管理番号 違反年月日 告知年月日 告知所属 移送種別 備 考

0

*

C D

■

｡ ●

● ●

担当者 ④



ー■ー●ー 一一

一一一

様式第11号の6

第

年 ・月、

号
日

イ

長殿
計
１
■
０
４
◇
や
Ｊ
早
毎
９
グ
ー

６
卜
ｐ
Ｄ
１
ｌ
ｂ
ｄ
。
ｊ
Ｐ
。

1

長

交通反則切_符受領 （移送） 書

交通反則切符（ 件）を受領しました。

受領者 ③

』

P卜

「

！



様式第11号の7

第

年 月

号
日

長殿

長

誤記 切 符 等 送付
愛
国

送付
番号
切符種別 切符管理番号 交通切符等取扱者 誤記理由 確認年月日 備 考

｡

担当者 ④



ーーF1■－屯F寺旬守■F■ー

様式第11号の8
ー■ー

第

年月

号
日

長殿

長

誤 記 切 符 等 受領
室
巨

【

交通・反則・点数切符（ 件)･を受領しました。

受領者 ④

幻

tp

）



様式第12号

／

注： 1 口印は、○で囲むこと。

2 ※印の欄は、記入しないこと。

3家庭裁判所の指示に基づく納付書については、家庭裁判所の指示書を提示

すること。

殿

納付書

● 一

父 付
再交付
申請害

申請者
ー

｡

住所

氏名

年 月 日

④

告知
指
一

ホ
書番号 第 号

、 1 ．

１
９
日

０
０
０

月日年
示
知
示

告
通
指

年 月 日

納付期限 年 月 日

納付すべき金額
■ ●

円

者
知
知
示

告
通
指

■

申
請
の
理
由

令52．Ⅲ・ l1)

" ■ ｡

令52．Ⅲ． (2)

令52．V

通告書到達日 年 月 日
｡

口旅行中 口出張中 口帰省中

□その他〔
● ●

上記事情のやんだ日 月 日

行先 ｡

〕

O ●

r ●

C Q

口亡 失 口滅 失
口汚 損 口破 損

ｐ
■

※

結 果

■ _

父 付 不交付

※

変更納付期限
年 月 日

※

措 置

通告センター（ ）連絡
｡ ●

●

③
C O

交通事件原票変更納付期限記入 ④
C ①



様式第13号

■ ■

交通反則

Q ●

知
告
告
通 書交付嘱託書

■ 6

第 号
◆

殿

年 月 日

下記反則者に対する交通反則
知
告
告
通

6

書の交付を嘱託します。
｡ ■

由

● Q

･ ● ●
●

画

告知書番号 E工□
●

号

反
則
者

氏 名

住 所

勤務先

■ ●

●

0 4

■ ‐■

(電 ）

嘱託の理由

｡

嘱 託 回 答 害 C e

q b

● e

P

◆ ■ わ

殿

第 号

年 月 日

●

0

旬

上記嘱託書記載の反則者に対する交通反則

■

とおりであるので関係書類を添え回答します。

知
告
告
通

画

書の交付については、次の

4 申 0

(1) 交付した I
年告知 年 月 日仮納付の期限 月 日

通告 年 月

{21 交付できなかった

I
理由

●

日納付期限 年 月 日

■

白

申

１
１



様式第14号

返送交通反則切符措置経過簿

注：番号は、暦年ごとの受理順に一連番号を付する。

番
にゴ

7ヲ
■

4■■ q■■一ーーI■■ I■■ ｲ■■ 1■■ q■■ q■

(通報番号）

受理

年月日

反則者氏名

反則切符番号
反則事項

措 置 結 果

年月日 措置内容 反則切メ
渓付年日

執
畠
、
。

一
一

ｂ
凸 備考

q■■一一■■■ー■■■一一一q■■－

0 ｡

6

ｰQ■■ー■■■一一q■■－ー一口

ーI■■ l■■ q■■一一I■■ q■■ーI■■画

－1■■■■ー■■■■ー■■■■一口

I■■一一■■■ I■■ q■■ q■■ー－－1■

－q■■－1■■ I■■ 4■■ー－－－4■

I■■ I■■ーI■■－4■■ ■■■ ’■■ 1■■ 4■■■

－0■■ I■■ー｡■■－4■■ーｰーq■

U ■



様式第15号

第 号

年 月 日

交通部長殿

交通指導課長

交通反則事件処理状況表（ 月）

引継件数欄の（ ）内には、免許証の保管件数を計上すること。

事件送致欄には、警察官室引継件数を含む。

非反則者とは、反則行為をした者が法第125条第2項各号のいずれかに該
当する場合をいう。

１
２
３

●
●注

引 継 件 数
（ ）

事 件 送 致

未 処 理

通

’

生
ロ

公 示 通 告

交 付

127条 1 項

127条2 項

送 付

’

127条 1 項

127条 2項

納 ・ 付

仮 納 付

納 付

申 6

不 納 付

還 付

送 致 ｒ
６ 該 当

期限後納付
● a

そ の 他

逆送事件受理

是 正 措 置

に二言

’

フ『ｰ屍｡』

非反則者

非反則行為

種 別 変 更

非 違 反 者

そ の 他

｡ ●

｡

● 6



様式第16号

表

反則金還付通知書

第
年

号
日月

様

上記の金額をお返しすることになりましたので、同封の「反貝1金還付請求書」に住所、
氏名、請求年月日等を記載し、 1から3までの受取方法のうちいずれかを選択して○で囲
み、押印の上､次により返送又は提出してください。
なお､代理人による請求はできず、また、 この通知があった日から5年以内に請求しな
ければ還付を受ける権利がなくなりますので､注意してください。

1 御本人名義の預貯金口座への振込みを選択された方
’11 「反則金還付請求書｣の1の欄に振込みを希望される御本人名義の口座のある金融
機関名を記入し、振込口座種類のうち普通預金又は当座預金のいずれかを○で囲み､
口座番号及び口座名義を記入の上、返送してください・

’2｝ ゆうちよ銀行の口座への振込みを希望される場合は、振込口座種類のうち「普通預
金」を○で囲み、 口座番号欄に記号（「1」から始まる5桁の数字)及び番号（2桁
以上8桁以下の数字）をハイフン(－）でつないで記入して返送してください。ただし、
記号が「1」以外から始まる口座には振込みはできませんので、注意してください。
'31 手続が終わり次第「国庫金振込通知書」にて還付金の振込日をお知らせします。

2最寄りの金融機関での受取を選択された方
． ‘ 「反則金還付請求書」を返送してください。手続が終わり次第「国庫金送金通知書」を
お送りしますので、その通知書に記載されている金融機関（住所地付近の送金可能な金
融機関のうち、大阪府警察が指定したもの)で還付金をお受け取りください。

3小切手による受取を選択された方
lll 次に掲げるものを持って、大阪府警察本部総務部会計課まで還付請求にお越しくだ
さい。
なお､受付日時は、 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び
年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日）を除く日の午前9時から午後5時
までの間となっております。
アこの反則金還付通知書
イ反則金還付請求書（必要事項を記載したもの）
ウ反則金還付請求書に押印した印鑑
工御本人と確認できる資料（運転免許証等）

’21 小切手は後日お渡ししますので、前記lllの還付請求の手続時に指定された日時に
次に掲げるものを持って、大阪府警察本部総務部会計課までお越しください。
なお、還付金の受取を代理人に委任する場合は、 この反則金還付通知書の裏面の委
任状によりどなたかに委任してください。
アこの反則金還付通知書
イ反則金還付請求書に押印した印鑑（代理人に委任した場合は､その代理人の印鑑）
ウ御本人又は代理人と確認できる資料（運転免許証等）

’31 受け取られた小切手は、必ず当日中に御本人又は代理人が表面に記載されている支
払金融機関において換金の手続を行い、還付金としてお受け取りください。

歳入徴収官 大阪府警察会計担当官 ④

金 額 ■ ●



様式第16号

裏

〃 0 (大阪府警察本部所在地略図）

●

■ 申

｡

U

① 6

｡

■ ■

。

。

● 申 今

9

6

■ ザ

U Q

参 ●

■ ｡

0 ■

e

心 ○ 巴

勺

寺

9

■ ●

～

6

白 甲

や ■

①

D C

◆

○ ・ ■
e

委 任 状
■ ●

反則金還付金の受取方を に委任しました。
夕 ｡

■

年 月 日

住所

氏名

ザ a

６
口

⑳
● ●



様式第17号

反則金還付請求書

年 月 日

官署支出官大阪府警察会計担当官殿

〒

住 所

フリガナ

氏 名

電話番号

⑳

受取方法（同封の「反則金還付通知書」を確認し、該当する番号を○で囲んでください｡）

注： この請求書は、請求者本人が記入し、及び押印してください。

金 額

1

● a q

上記の金額について、下記の私名義の預貯金口座に振込みの取扱いをさ
色 昏

れたく請求します6

･振込先金融機関名
今 ◆

■

｡

●

ヂ

● も

記

｡ ､

｡

~ △

銀行
金庫
組合

店

● C

｡ ■

p

｡振込口座種類 普通預金 当座預金

ゥ ●

C

口座番号（ゆうちよ銀行の場合は記号・番号）

● ●

● ■

･口座名義（カタカナ）
－ 6

●

｡

2

い ●

G B

上記の金額について、最寄りの金融機関で「国庫金送金通知書」による
申
中

受取の取扱いをされたく請求します。

3
上記の金額について、大阪府警察本部総務部会計課で小切手による受取

の取扱いをされたく請求します。
Q ● 写

●



様式第18号

反則金還付発生通知 害
第 号

日年 月

歳入徴収官

殿

交通反則通告センター

所長 ③

通知書番号 第 号

通知年月 日 年 月
6

日

領収 年月 日

■

年 月 日

被
還
付
者

氏 名
6 9 4

住 所

● 6 ●

U

色 ■

還付すべき金額
C G

円

6 , 9

還付の理由

● ■

申 一

C D

＝ ●

■ ゥ

缶 ●

発生通知書受理年月日 ウ
ｐ 年 月 日

備 I

６

考

ザ ｡

｡ ●

$ ｡

9

■

■

｡

●

争



様式第19号

反則金還付通知書送付完了報告書

第 号
日年 月

歳入徴収官

殿

交通反則通告センター

所長 ③

ー

通知書番号 第 号
◆ ﾛ

通知書送付年月日 年 月 日

被
還
付
者

氏 名

住 所

申

● 申

●

①

一

時

備 考
ｂ
●

■

｡ C ■

e ●

●

■

守 一



様式第20号

反則金納付者通知書

第 号

年 月 日

大阪地方検察庁検事正 殿

大阪府警察本部長 画

反則者を逮捕して処理した交通反則事件のうち 月中に反則金の納

付があったものは、次のとおりであるので通知します。

反 則 者
（年齢）
職業 違反行為の要旨 逮捕の態様 逮捕の期間

自

月
月

年
時
年
時

日
分
日
分

至

（ ）

自 年月日

時 分

年月 日

時 分

至

（ ）

自 年月 日

時 分

年月 日

時 分

至

（ ）

自 日
分
日
分

月
月

年
時
年
時

至

（ ）

自 年月日

、

、



様式第21号

第 号

年 月 日

大阪府警察本部長

定認 書

道路交通法施行令第51条に規定する納付期間の特例に該当するものとして、

次のとおり認定する。

1 告 知

告知書番号
年 月 日

口二口 号

2反則者

住 所

氏 名

3通告年月日及び納付期限

通告日 年 月日

納付期限 年 月 日

4変更した納付期限

年 月 日

5認定理由



様式第23号

指示による反則金藥靹喜通知書

第 号

年月 日

殿

大阪府警察本部長国

■ ■

指
一

刀苛 番号

● 6

反則者氏名

指示納付期限 年 月 日

納付年月日 年 月 日
｡ ｡

納一付金額

●

円

不納付認定年月
日

■ q

年 月 日
6 6

備 考


